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第 15日目（３月 15日） 

○議   長（小澤 実君）  おはようございます。延会前に引き続き、本会議を再開い

たします。 

○議   長  ただいまの出席議員数は 21 名であります。これから本日の会議を開きま

す。 

黒滝松男君から欠席、病院事業管理者から欠席の届けが出ておりますので、報告いたしま

す。 

〔午前９時 30分〕 

○議   長  日程第１、第９号議案 令和３年度南魚沼市一般会計予算の審議を続行い

たします。 

○議   長  ２款総務費に対する質疑を続行いたします。 

 15番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  ６項目ほどになりますけれどもお願いいたします。まず、73ページ、電算

システム導入業務委託料 2,740 万円に関連してでありますけれども、当初予算の大綱質疑の

中で市長答弁にもありましたけれども、いよいよデータ入力をデジタル化するという方向で

の予算づけかと思います。いわゆるＲＰＡ、ロボティック・プロセス・オートメーション化

の導入に向けての予算づけかと思いますけれども、そこでこのＲＰＡというのは、一応３つ

のタイプ、デスクトップ型、サーバー型、クラウド型と、いろいろ経費等もありますので、ど

の辺を導入しようとしているのか。どこの業務から始めると。恐らく市民課のほうではない

かと思うのですけれども、そこの内容をお聞きします。それから、ＲＰＡ導入というのは、

金融機関でも七、八年前から始まっているものでありまして、人件費削減であったりデータ

の処理の迅速化であったりということでやっていますけれども、これによって南魚沼市のほ

うについては経費削減というものについて、これくらいになるだろうというところの試算が

あればお聞かせ願いたい。 

 それから、同じページの高速インターネット運営事業費 831 万円でありますけれども、Ｎ

ＴＴのほうに無償譲渡ということでありますので、３月いっぱいに無償譲渡が完成すれば、

この経費はゼロ円になるという説明でありました。去年もお聞きしましたけれども無償譲渡

によってＮＴＴが受ける資産でありますよね。この資産に対する課税ということはどのよう

になっているのか。それから、２点目が、総務省のほうの通達等々によりますと、無償譲渡

を受けた民営会社のほうでマイナスが発生する恐れがあるという場合については、地方自治

体が負担金を出すという項目もありますけれども、南魚沼市にとってそういう負担金が発生

するという恐れがあるのかどうかというところをお聞かせ願いたい。 

 それから、75ページの公用車更新整備事業費 5,600万円でありますけれども、こういうの

が出たときに何遍もお聞きしましたが、合併のときに現業についてはもう民間委託だという

ことで、人員も補充しないという方向であったわけですけれども、今年度もバスを２台入れ

替えるということであります。バスを入れ替える前に民間への全面委託ということは、どの
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ようにお考えになったのかということをお聞かせ願いたい。 

 それから、79ページの測量設計等委託料でありますけれども、南魚沼市の資産台帳にも載

っていますが、普通財産この土地のほうを売却をと。毎年、当年度予算では大づかみで４か

所ぐらいということでやっているわけですけれども、令和３年度についてはもうはっきりと

どこだというのが出ているのかをお聞かせ願いたい。もう一点は、南魚沼市のウェブサイト

を見てもこういう普通財産に当たるものについて、市の土地を売ります、建物を売りますと

いう、そういうコーナーがないのです。公売ということであれば、皆さんにお知らせしなけ

ればならないと思う。ウェブサイトを使って、あるいは市報を使って――市報は若干載って

いますけれども、市のウェブサイトのほうに欄を作って、こういう売却ということについて

の情報を流す予定なのかということをお聞かせ願いたい。 

 それから、83ページのほくほく線安全輸送設備等整備事業補助金 186万円であります。南

魚沼市が 9,100 万円ほど出資しているという民間企業でありますけれども、公共交通を担っ

ていたり非常に大事なところであります。新幹線のほうが、向こうさんが開通してから、非

常に経営が苦しいと。今まで内部留保資金を崩しながら経営しているということでありまし

たけれども、現在の経営状況について、市長が役員として出ていますけれども、それからど

うなのかということと、今回のこのお金はいわゆる減収補塡金ということで行うのかどうか

ということについてお伺いします。 

 それから、最後に 83 ページ、移住・定住促進事業費と 85 ページのふるさと納税返礼等業

務委託料、両方に係るものであります。まちづくり推進機構でございますけれども、そちら

のほうに当初予算では幾らぐらい委託費ということで出す予定なのかということをお聞きし

たい。それから、米の販売については返礼品で好調であるということについては、非常に喜

ばしいことですけれども、なかなか法人格を持っていないと返礼品の業者ということで取り

上げてもらえないと、まだまだ勘違いを多分していらっしゃる方が多いと思います。 

農協のほうでは、今年度は 22万俵ぐらいを集めて、１万俵ちょっとを非主食用米というこ

とで販売するという方向でありますけれども、主食用米にしても農協買入れ価格、皆さんご

存じのように１万 8,000 円にはほぼ届かないだろうという状況であります。そうすると個人

の農家のほうも、返礼品の米のほうに入れていただきたいという思いもあるのだけれども、

法人格でないと駄目だという話がどうも伝わっているみたいなので、そうではないのだとい

うことをきちんと農家の皆さんにお知らせする必要があるのではないかと思うので、そこら

辺をどのようにお考えなのかと。 

以上であります。 

○議   長  情報管理室長。 

○情報管理室長  ＲＰＡについてお答えします。ＲＰＡはシナリオを作りまして、それを

ロボットというか自動的に行うシステムになります。正直言いますと、エクセルのマクロの

ちょっと大型版みたいな感じになります。それで、導入方式としては端末に直接入れる単独

型を考えておりまして、実行する先としては、財政課、税務課、あと子育て支援課の保育の
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入力のほうを自動化するような形で検討しております。 

 あと、経費の削減についてですけれども、これは大綱質疑のほうでもお答えしたとおり、

現段階ではまだどれぐらいになるかという試算はできておりません。 

 それから、次に、ＮＴＴへの無償譲渡の光ファイバーについてですが、譲渡後の負担金に

ついては今のところＮＴＴからその旨、負担してほしいという話は出ておりませんので、こ

のままいけば負担金の支出はないと考えられます。 

 以上です。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  ２点目のＮＴＴに譲渡した資産に対する課税であります。これからの譲

渡になりますので、翌年からの課税になるかと思いますが、譲渡後の資産については適切に

申告されて課税されるものだと考えております。 

○議   長  財政課長。 

○財政課長  ３点目の公用車の更新の関係について、バスですが、こちら現業職のほうの

補充といいますか、バスの委託の考え方の部分については、原則的な考え方は変わっていな

いところであります。直営による運行、あとバスを購入してシルバーさんですとかへの運転

委託、あとはバスも込みの委託、その３つのところで経費も考えたり、コースも考えてやっ

ているところであります。バスの更新については、バスの更新計画というものを持っており

まして、おおむね 20年ぐらいたつものを順次、換えていくという状況でやっております。 

 それとあと 78ページ、79ページの測量設計等委託料に関してであります。予算上は、大体

３か所から４か所ぐらいの測量という部分で載せてあります。毎年、どこの部分を売却しよ

うか、そういったところを考えながらやっておりまして、令和３年度についてはちょっと具

体的にはここではまだ伏せておきますが、予定しているところとして 1,500 平米ぐらいのと

ころですとか、600平米ぐらいのところというようなところで、除却が進んでいったところ等

の売却をできるだけ進めていきたいと思っているところであります。 

それと、公売情報のウェブサイトへの掲載という部分についてであります。そこについて

は、今、公売が募集期間になりますと、ウェブサイト、市報のほうに掲載しているところで

あります。議員のおっしゃるとおり過去に公売をかけて売却にならなかった部分については、

市としてもなるべく早い段階で売っていきたいという考えもありますので、そういったもの

についてはちょっと整理して常時、公売情報を出せるような形で、ウェブサイトのほうをし

ていけないかと意見を頂きましたので、検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議   長  企画政策課長。 

○企画政策課長  ほくほく線の関連でございます。まず、経営状況の件でございますが、

北陸新幹線開業に伴って、はくたかが廃止になりまして、それに伴い北越急行さんが策定し

ました長期計画があります。今その見直しの時期になっておりますけれども、当初の長期計

画に比べて大変厳しい状況になっているという話を聞いております。 
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 ２点目ですけれども、今回の予算につきましては、例年と同じでして鉄道の施設、例えば

列車防護無線装置の更新ですとか、変圧機器の更新等に関して、国の補助の残りの分を新潟

県、沿線市町村で案分して補助するという形の負担金になっております。新型コロナウイル

ス感染症に係る減収補塡というのは、また別の交付金等のほうで措置するということでござ

います。 

 以上です。 

○議   長  Ｕ＆Ｉときめき課長。 

○Ｕ＆Ｉときめき課長  それでは、83ページから 85ページで、移住・定住促進事業費とふ

るさと納税推進事業費に関してのまちづくり推進機構への委託というご質問でございました。

委託という形の中身でございますが、ふるさと納税推進事業費のほうで文書の発送業務とい

うのをまちづくり推進機構のほうに委託したいと現在、考えているところです。 

説明のときにも申し上げましたが、ふるさと納税 20億円というところで想定して、文書の

発生の書類が約８万件という形での積算でいえば、1,936万円が業務の委託料という形で、現

在考えております。 

 その次にふるさと納税の関係で、農家の方が法人格がなければいけないというような形で

のご質問がございましたが、私どものほうではふるさと応援寄附金事業実施要領というのが

ございまして、そちらのほうには協力事業者の方の状況があります。その中には関係法令等

の許認可が必要な場合は、その営業を行う許可があるとかというところはございますが、法

人格でなければいけないという規定はございません。 

 以上でございます。 

○議   長  15番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  最初のＲＰＡについては、いよいよ始まったなというところで、試行とい

う感じであるからそういうものかと思っております。 

高速インターネットについても、１月１日に所有しているかどうかで課税するのでありま

すけれども、やはり無償譲渡といっても資産的に相当な価値のあるものであるとずっと考え

ていたものですから、そこら辺もある程度、市のほうも把握した中で譲渡したのかと思いま

した。これも申告だということであればしようがないかと思っております。 

車両については、確か３つのパターンがあるのですけれども、昨年度も現業の新人を１人、

今年も現業の車両班ですよね、１人ということで採用しているわけです。そうすると、やは

り現業部分は完全に民間委託だという方向からちょっとずれてきているという感じがしてい

たのです。民間のバス等もこういう時期でありますから、相当のバスが空いているというと

ころでありますので、これを機会に完全なる民営化ということに踏み切る時期かなどと思っ

たものですけれども、当局が、担当がそう考えていればそれも致し方ないという部分もあり

ます。こういうものは、車両は市が持つものではないと私は思っていますけれども、そうで

あれば致し方ないと。 

土地売却については、やはりウェブサイトで継続して出していただくというのが、非常に



5 

 

分かりがいいのです。一度、消えてしまうと売れたのかと思ってなかなか分からない。です

けれども、非常にいい場所に土地があるというのが意外と知られていないのです。長森のほ

うの保育所が今回売れましたけれども、そういったところもやはり近所で何かしたいのだけ

れどもといって問い合わせたら、そうだったというのが多いわけです。そうではなくて、今、

遊休地と言われているところ、建物もそうでありますけれども、まだまだ売れる可能性があ

るというので、これは継続してやるということをぜひとも実行してやっていただきたい。 

ほくほく線については、やはり内部留保資金を持っていてそこでやっていくというのは、

長期計画にありましたけれども、新型コロナウイルス感染症の影響での減収というのが相当

大きいものがある。列車を止めましたから。そういったところの補塡ということになると、

長期計画で取崩し以上に、やはり周辺の自治体が支援していかなければならないと思うので、

それは市長が役員会に出ていますから、事情をよく考えていただいて、ほくほく線が廃止と

いうことにならないようにしていただきたいと思います。 

それから、ふるさと納税のほうについては承知しましたけれども、米の販売をしたいとい

う農家が、今年は特にまた増えてくると思います。そうすると、やはりどうしても法人格と

いうことで誤解が――みんな言っているのです。もう 10町歩以上の農家で、うちは農業法人

になっていないと。でも、認定農家、中核農家であるのだけれどもというところでの相談を

受けましたので、そうではないのだがと言っても、誰がどこでそういうふうにして止めるの

かというところもあります。であるならもう一度、改めて法人格が不要であるということを、

市報であったりウェブサイトであったり、あるいは農業委員会を通じて通達を出すとか、い

ろいろなところで策はあると思うので、その策のほうをきちんとしてやっていただきたいと

思っています。 

ですので、再質問として一番お聞きしたいのは、やはりその現業部門でありますよね。市

長の思いも確かにあると思いますけれども、こういう時期なので完全民営化のほうにかじを

切って、バスだけ貸すとかそういうことではなくて、完全民営化のほうにかじを切っていく

ということが必要ではないかと思っていますけれども、今現在でのお考えをお聞かせ願いた

い。 

○議   長  企画政策課長。 

○企画政策課長  バスの民営化の件でございます。財政課長の答弁と重複するかと思いま

すけれども、当初は民営化ということで――当初といいますか数年前までは考えておりまし

たが、直営ならどうか、民営ならどうかということを判断して、今は直営のほうが有利とい

う路線については直営ということでやっております。ですので、これからも直営をある程度

堅持するとか、ずっと民営化にする等を固定するのではなくて、その状況を見て検討を続け

ていきたいと思っております。 

 車両に限らずですが、給食センターについては、大和給食センターが令和３年度から全面

委託になります。そちらのほうも直営がいいのか民営がいいのかということを検討した上で

の決定でございますので、これはもう状況に合わせて、その都度、検討を続けていきたいと
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思っております。 

 以上です。 

○議   長  13番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  ５点になるかと思いますがお願いします。まず、69ページであります、式

典事業費。ちょっとかぶりますけれども、成人式２回分ということであります。前年度とい

うか令和２年度から新型コロナウイルス感染症の問題でということで延期になっています。

市長のやってあげたいという気持ちは、非常に強く表れているのかなと感じているところで

ありますが、今の状況でそろそろ決定しなければならないという答弁もありますけれども、

果たしてできるのかという感じを私は思ってしまうのです。そうした中で、他市は、よその

地域はどういった取組をしているかという辺りの情報を取っておりましたら、ひとつお聞き

したい。 

若干、聞いてみたところによりますと、オンライン形式でとか、あるいはリモート的な問

題でしょうか。そういった形でやろうかというような話も聞いたところでありますけれども、

どういった形で、従来どおりのやり方でやろうとしているのか、ひとつその辺をお聞きしま

す。 

なぜそう心配するかと申しますと、この時期になるとまた各家庭もいろいろな事業をやろ

うとしている中で、要するに家族交流もなかなかできない状況というのが、今あるのかとい

う感じがしていますので、その辺をひとつ踏まえた答弁をお願いいたします。 

 次、71ページであります。ちょっと聞き取れない部分があったので間違いだったらまた指

摘していただければと思いますが、ラジオ広報業務委託料 400 万円。これについてはＦＭゆ

きぐにさんの土日の 10分間の枠を購入するのだという話だったかと思います。私は、何にど

ういった利用、活用方法がされるのかと思ったので、質問するわけであります。あわせて現

在いろいろな課にわたってＦＭ放送を通じた広報をやられていると思うのですが、実際、今

やられている事業で、ＦＭゆきぐにさんにどの程度の支払いをされているのか、ひとつそこ

もお願いしたいと思います。私がその 400 万円の価値が分からないためにそういう言い方を

するわけでありますが。 

 次、77ページ、庁舎管理費についてでありますが、毎年のように聞いて申し訳ないのです

けれども、大和庁舎が合併前は非常に経費がかかると。１日、冬期だか夏期だかちょっと忘

れてしまったのですが、数千万円かかるというような話を聞いた覚えがありまして、そうし

た中で今、大和庁舎は空きスペースをＩＴパークとか、あるいはリコーさんとか、あるいは

土地改良関係の方々とかに貸していますけれども、どの程度の収益というかがあるのかと思

いましたのでお聞きしておきます。 

 次が 85ページ、雪資源活用事業費について 4,000万円ちょっと盛られていますが、さいた

まスーパーアリーナを中心とした、あるいは姉妹都市というようなお話を聞いておりますけ

れども、3,395万円というお金がぽんと示されています。これは雪の魅力発信業務委託料とい

うことになっておりますが、委託料の大まかな部分が説明できればありがたいと思います。 



7 

 

 次、93ページです。マイナンバーカード交付事業費 5,224万 7,000円と。これは大幅に伸

びていると思うのですけれども、これで一番問題と言われているのが、個人情報がいかにき

ちんと管理されているかということがいろいろ言われているわけであります。その辺、どう

いった対策がされているから大丈夫だということか、ひとつお聞きしておきたい。Ｊ－ＬＩ

Ｓ事務委任交付金ということで 2,000 万円ちょっとを見ておられますが、この内容を説明い

ただければと思います。 

 以上です。 

○議   長  総務課長。 

○総務課長  １点目の成人式のお話です。この間、田中議員にもお答えしたとおり、まず

私どものほうは、判断は感染の状況をいろいろ見ながらゴールデンウイーク前後で開催の日

程とか、やり方とか、正式に決めたいと考えております。 

 他市の状況ですが、最近市町村で、１回目は延期していた成人式を、例えば５月にやりま

すとか、その後は 10月にやりますと発表したところもあります。ですが、これから５月にや

りますといってもなかなか準備ができないので、そういったことも含めて私どものほうはい

ろいろな状況を勘案しながら、ゴールデンウイーク前後で判断したいと。それで、夏以降、

８月以降にやりたいということでございます。 

 また、やったところの事例でありますと、また２週間ほど県外から来た方に、自宅待機を

お願いして式に出てもらうとか、先ほど議員がおっしゃったオンライン形式を取り入れると

か、いろいろなことがございますので、私どもとしては最低限、感染予防にはもう本当にこ

れに注視して、例えばですけれども 500人一度にやるのではなくて時間をずらしてやるとか、

そういったことも考えながら検討したいと思っております。 

 以上です。 

○議   長  秘書広報課長。 

○秘書広報課長  ラジオ広報業務委託料についてですけれども、今現在 158 万円ほどで、

平日３分間を２回、広報業務ということで委託しておりますが、昨年の３月、４月、５月の

時期のように、新型コロナウイルス感染症の関係で、ＦＭゆきぐにさんからは、市長メッセ

ージをはじめ相当長い時間の放送をしていただいております。こういう災害時等の放送につ

きましては、ＦＭゆきぐにさんは通常のスポンサー番組をやめて市のほうの広報をずっと流

していただいているということで、非常に経営的には厳しい部分が今まで続いております。 

ＦＭゆきぐにさんは私どもの災害情報伝達が非常に重要なところになりますので、経営支

援的なところも含めて今回 400 万円ということで、平日の 10 分枠を市が買うということで

す。そこで通常時は様々な情報発信をしまして、災害時にはまた災害に特化したような情報

を流していただくということで、今回予算のほうに盛らせていただいたところであります。 

 以上です。 

○議   長  財政課長。 

○財政課長  77ページ、庁舎管理費に関係する部分であります。大和庁舎に限定している
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ということではなくて、この庁舎管理費は３庁舎、塩沢、大和、本庁舎の部分の全部の維持

管理に係る経費であります。空きスペースの積極的な活用ということで、塩沢庁舎のほうで

はヤマト運輸さんのコールセンターをやっていますし、大和庁舎のほうでは、今、岡村議員

が言った方たちが入っているという状況であります。その部分の収入ということであります

が、これは歳入の予算書のほうで言いますと 45ページです。こちらのほうにあります建物貸

付料のほうに加わっておりますし、ここでいえば 2,100 万円ですが、全額がその部分という

わけではありませんけれども、ここに入っております。 

 あと、実費徴収費としまして光熱水費等の実費負担分、53ページのほうにあります需用費

等実費負担分というところに入っております。令和元年度の決算で申しますと、建物の貸付

料につきましては、一応 22件で 2,400万円ほどの収入になっている状況であります。 

 以上です。 

○議   長  Ｕ＆Ｉときめき課長。 

○Ｕ＆Ｉときめき課長  それでは、85ページの中の雪の魅力発信事業の関係の委託料につ

いてご説明申し上げます。昨日もご説明申し上げましたが、まず、さいたま市との関係での

執行の関係で 2,915 万円ほど見積もっております。こちらのほうは、私どもが代表として委

託料を支払うという形での内容となっておりまして、その半額はさいたま市のほうから負担

金として受け取るという形でございます。今までと違いまして、やはりオリンピック開催期

間およそ 15日以上の会期における対応でございますので、それぞれ 1,000万円以上の経費が

それぞれの会場でかかるということで、トータルが 2,915 万円という形で検討してございま

す。 

 そのほかのものということで、雪の魅力発信というのも含めた形で、開催都市とともに行

うライブサイト等の会場での対応につきましては、３か所をそれぞれ日数が違います。それ

ぞれの関係で積算を申し上げて、今のところトータルとしては 480 万円程度を見込んでいる

という形でございます。この中には、当然、雪の運搬の経費ですとか、会場設置費を見込ん

でいるところでございます。 

 以上です。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  ５点目のマイナンバーでございますが、個人情報等どのような対策をし

ているかということですけれども、これは広く以前から言われていることですが、マイナン

バーそのものが何かのキーになって業務をしているということはありません。それぞれ国税、

地方税、住民基本台帳そういったものは、マイナンバーはもちろん今、ついておりますけれ

ども、それぞれがそれぞれの独立したサーバーで運営されていますので、よく考えられてい

るようなその一つが漏れるととか、あとマイナンバーカードを落としてしまうととか、する

と、それで芋づる式に何かが分かるというような仕掛けには、そもそもがなっていないとい

うところがここのセキュリティー対策の最たるものだと考えております。 

 あと、２番目のＪ－ＬＩＳという組織との委託についてです。Ｊ－ＬＩＳというのは、地
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方公共団体情報システム機構という地方共同法人ということでありまして、全ての自治体の

住民基本台帳、もともとはそういった住民基本台帳を管理するシステムとしての運営と管理

をしております。そこがマイナンバーカードの発行の業務を全ての市町村から委託を受けて

業務を行うと。あとは、コンビニの交付ですとか、公的個人認証ですとか、そういった業務

を一手に行っている形になっております。 

今年の分の委託の金額も大きいですが、そちらのほうは新たなマイナンバーカードを発行

して、作ってもらうということ。それらを受け付けて作って、こちらのほうへ送ってくれて

ということと、あと、今現在持っているマイナンバーカードの方が、それぞれ公的個人認証

の暗証番号といいますかそういったものを持っておりますが、それらの更新管理ですとか、

そういったことを行っているということになります。 

 以上です。 

○議   長  13番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  69ページの成人式についてでありますけれども、８月以降に２年分という

ことになると２回取り組むということでありますので、かなりの労力を要すると感じるので

すけれども、最善の安全策を取っていかなければならないと感じます。最終的な決定という

のは、何か当事者の会とかそういうのが立ち上げてというような形で、今まではやられてい

たと思うのですけれども、そうでなくて行政主導で、いついっかやります、ということでや

るというやり方なのか、ひとつそこだけ確認しておきます。 

 次の 71ページのＦＭゆきぐにの問題ですけれども、100万円で３分、２回というのは、こ

れは１日２回ということになるかと思うのですが、それで 100 万円だということの今の返答

だったと思うのです。それが今度は 10分で土日で 400万円ということで、年間契約をしてい

る――１分だと思うのですが、少ないので大体 12万円ぐらいですね…… 

○議   長  岡村議員、全く今のを聞いておられない。今までは平日３分を２回、これ

からは土日を除く平日に 10分枠ということですよ。全く答弁を聞いていない。 

○岡村雅夫君  そうですか。平日……。 

○議   長  ５日間、10分枠を頂く。 

○岡村雅夫君  では、今度そこにまとめた形で出すという形なのか、その活用の方法がち

ょっと分からないもので。 

それともう一点、経営が困難という答弁があったのですけれども、私はＦＭゆきぐにさん

ともちょっと交渉したことがあったのです。「あくまでも我が社は株式会社であります」とい

うことを言われた経過がありまして、そうした中で最近でいえば、新聞の発刊とか非常に精

力的にやられていると私は見ていたのです。そうして、株式会社には株主がいまして、経営

状況がために支援するということは、やはりこういう場での言葉としてはふさわしくないと

いうふうに私は感じました。 

そういった中で、経営的な問題は株主が考えることでありまして、ニュースソースとして

扱う分、あるいは経営理念として扱う分、そういったのは市の情報というか公開されている
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資料でしゃべるのも、私はそういう問題ではないと思ったので、支援という形はちょっとこ

の 400 万円の内容が分からない中ではいかがなものかと感じたので、もう一回説明をお聞き

します。 

次の庁舎管理については、収入の分の説明がありました。これから旧塩沢の旧庁舎は解体

になるとか、あるいは大和病院の南棟が解体になるとか、要するに資料庫になっているわけ

ですが、健全な形でそういう資料庫的な部分を確保していくべきではないかと感じたもので、

ただ貸すだけでいいのかどうかという辺りを感じました。 

それで次の雪資源については、大体、事業内容は繰り返し聞かせてもらっているのですが、

委託というのはそれぞれ今までのあれでいうとＪＲとか、それが輸送の部分とかという話で

すが、そのほかの部分が実際そこで携わるのは、どこかに任せてやっているのかという感じ

に取ったので、委託先というのはどういう部分があるのかひとつお聞きします。 

マイナンバーについては今後、保険証とか免許証とか、いろいろな情報を加味していくと

いう情報もあるのですけれども、そういった中でこれからデジタル化等にもつながっていく

ものかと私は思っていますが、ひとつセキュリティーに関しては万全な対策をしていってい

ただきたいと思います。 

以上です。 

○議   長  総務課長。 

○総務課長  一番最初のものですけれども、これは南魚沼市成人式でありますので、新成

人の方から役員としてお手伝いいただくこともありますが、市が開催して、市を挙げて新成

人をお祝いしようと。そういうことでございますので、そのようにご理解いただきたいと思

います。 

 以上です。 

○議   長  秘書広報課長。 

○秘書広報課長  今ほどのラジオ広報業務委託料 400 万円が、値段がどうかということに

ついてですけれども、平日 10分枠で週５日ですので、それが 365日の委託ということで、年

間にすると約 43時間という単純計算ですけれども、くらいになるかと思います。 

今現在、私どものほうの原稿を全てＦＭゆきぐにさんに渡して放送していただいていると

いうことではなく、例えば新型コロナウイルス感染症の際は、市長メッセージや何かも、私

どもがウェブサイトにあげたものをＦＭゆきぐにさんのほうで放送原稿に起こして放送して

いただいている。編集して放送していただいたりということで、番組の制作費用のほうも含

まれていますので、私どもの認識としては非常に破格の値段でやっていただいていると認識

しております。 

 以上です。 

○議   長  Ｕ＆Ｉときめき課長。 

○Ｕ＆Ｉときめき課長  それでは、委託先というところでございます。先ほど議員もお話

が出ましたけれども、ＪＲ貨物さんに輸送の関係等でお願いしてございますし、昨年度まで



11 

 

いろいろノウハウを提供していただきながら事業を一緒にしております、当地域でいえば、

ゆきぐに利雪振興会というところにも委託を申し上げます。ただ、今回オリンピックという

ことで、さいたま市のほうの事業の委託の関係も当然ございます。そちらのほうの事業者の

ほうにも委託の検討を進めて、その合わせたものがこちらのほうにまとめてお支払いすると

いう考え方でお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議   長  端的にお願いします。 

13番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  今、編集もＦＭゆきぐにさんにやってもらうということでありますが、10

分というのは非常に大変な事業だと私は思っています。そうした中で、先ほど申し上げまし

たが、あくまでも株式会社だということは、やはり念頭に置いておくべきではないかと思い

ます。私が一番ＦＭさんのことを――こういうところで言うのはともかくと思いますけれど

も、要するに私は東京電力の放送ですね、広告。取組の放送を聞いていて、これはやはり株

式会社だというふうに私は思ったので、その根底からこの話をしているのであります。やは

り公共放送の本文であるところがうまく通るように、市としてもそれなりの配慮をしていか

なければならない問題かと思っています。 

 以上です。所見があったら。 

〔何事か叫ぶ者あり〕 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、２款総務費に対する質疑を終わります。 

○議   長  ３款民生費の説明を求めます。 

 福祉保健部長。 

○福祉保健部長  それでは、３款民生費について説明申し上げます。 

予算書の 102、103 ページをお願いいたします。民生費の総額は 91 億 9,717 万円で、前年

度比 0.4％、3,316万円の増です。 

３款１項社会福祉費は、42億 8,592万円で、前年度比 0.9％、3,983万円の増額です。障が

い者自立支援事業費、介護人材確保緊急５か年事業費などの増が主な要因であります。 

それでは、最初の表、１目社会福祉総務費は、前年度より 678 万円の減で、人件費を除く

と 1,147万円の増となります。説明欄の事業名に基づき説明いたします。 

最初の丸、職員費は、福祉課 20人分の人件費で前年度比 1,825万円の減です。次の丸、社

会福祉総務一般経費は、前年度比 12万円の増。区長配付用の避難行動要支援者名簿ファイル

の購入費 13万円の増です。次の丸、社会福祉協議会推進事業費は、社会福祉協議会の正職員

９名、臨時職員３名の人件費を補助する運営費補助金とボランティア活動などへの振興事業

補助金で、臨時職員の増などにより前年度比 223万円の増です。 

104、105ページをお願いいたします。最初の丸、民生委員・児童委員事業費は、民生委員
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134名、主任児童委員８名の計 142名への報償費が主なものです。前年とほぼ同額です。次の

丸、行旅病人取扱費は、移送費で実績による計上でほぼ同額。次の丸、国民健康保険対策費

（特別会計繰出金）は、前年度比 903万円の増。保険基盤安定（保険税軽減）199万円の減。

低所得者に対する国民健康保険税の軽減分を特別会計に繰り出すものです。保険基盤安定（保

険者支援）31万円の増です。人件費は、３人増による 1,086万円の増。会計年度任用職員（レ

セプト点検員）を事務費から移行した 491 万円と一般事務１人分 215 万円の増が主なもので

す。財政安定化支援事業は、318万円の減。出産育児一時金は、420万円の増。実績により 15

件増の 35件分で計上いたしました。事務費 116万円の減。こちらは会計年度任用職員、人件

費移行に伴う減、システム改修費の減、オンライン資格確認負担金の皆増などであります。

次の丸、地域福祉計画推進事業費は、前年度比 10万円の増です。地域福祉計画を策定するた

め、推進委員会４回分の経費の計上であります。 

次の段、２目心身障がい福祉費は、前年度比 2,630万円の増です。 

最初の丸、心身障がい福祉一般経費は、前年度比 215 万円の減で、記載にありませんが障

がい福祉計画・障がい児福祉計画作成委託料 198万円の皆減及びタクシー券印刷代 16万円を

二つ下の丸、心身障がい者助成事業費に移行したことによる減です。次の丸、心身障がい者

施設負担金事業費は、前年度比 78万円の減。魚沼学園、魚沼更生園の経常経費と施設建設費

の償還金の負担金になります。次の丸、心身障がい者助成事業費は、タクシー利用助成及び

医療費助成が主なもので、前年とほぼ同額の計上です。 

106、107ページをお願いいたします。最初の丸、特別障がい者手当等給付事業費は、290万

円の減です。重度の障がいを持ち、在宅で介護を受けている方への手当の給付で実績見込み

による計上です。次の丸、障がい者自立支援事業費は、前年度より 2,956 万円の増です。こ

れは下から３行目、介護給付費の各事業の利用者見込み数の増などによる 2,052 万円増が主

なもので、生活介護及び就労継続支援Ｂ型の利用者増、グループホームの新規開設などが主

なものとなっております。次の丸、障がい者地域生活支援事業費は、193万円の増です。上か

ら７行目、地域活動支援センター委託料は、相談支援センターみなみうおぬまと地域活動セ

ンター、ドリームハウス、友の家の委託料で前年ほぼ同額の計上です。 

108、109ページをお願いいたします。上から３行目、日常生活用具給付費は、ストマ装具

などの費用、下から２行目、日中一時支援給付費は、まかろん、魚沼学園、やいろの里の利用

による経費で実績見込みから 129万円の増です。次の丸、障がい者支援介護認定審査会費は、

前年度比 45万円の増で、更新者が今年度増によるものの増額です。次の丸、浦佐福祉の家管

理費は、前年度比 378 万円の減です。魚野の家うらさとドリームハウスの事業所として利用

しているもので、減額理由は耐震診断業務委託料の皆減によるものです。次の丸、心身障が

い者福祉補助・負担金事業は、昨年同額で、市内の障がい者団体への補助金です。次の丸、心

身障がい者虐待防止事業費は、前年同額の計上で、障がい者虐待時の施設一時保護のための

経費になります。次の丸、重度心身障がい者医療費等助成事業費は、前年度比 347 万円の増

です。医療費助成金は実績に基づく見込みによるもので、対象者は 1,619 人となっておりま
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す。 

110、111ページをお願いいたします。最初の丸、ふれ愛支援センター管理費は、前年度比

52万円の増です。隔年で実施しております建築物定期調査委託料の増及びコロナ禍における

利用料の減収補塡見込みによります指定管理委託料の増によるものです。 

次の段、３目老人福祉費は、前年度比 1,555万円、率にして 0.8％の増です。 

最初の丸、敬老会事業費は、前年度比 13万円の減。百歳祝い品や敬老事業への助成に係る

費用で、敬老会は出席率を 45％で見込んでおります。次の丸、老人クラブ推進事業費は、前

年度比 35万円の減です。クラブ数と会員数の減少による減であります。次の丸、老人福祉施

設負担金事業費は、前年度比 1,967 万円の減で、八色園建設費借入金の償還金に対する補助

で、用地償還負担金が昨年で終了したことによる減です。 

次の丸、老人保護措置事業費は、前年度比 42万円の増です。養護盲老人ホーム及び高齢者

虐待による特別養護老人ホームへの措置などの６人の入所経費の計上です。次の丸、高齢者

生活支援事業費は、前年度比 115 万円の減で、高齢者の在宅での生活支援のための事業費で

す。最初の行、在宅要介護高齢者家族手当は年３万円を支給するもので前年同額の計上。上

から３行目、緊急通報事業委託料は、委託内容の見直しで 105 万円の減。上から４行目、高

齢者及び要配慮世帯住宅除雪援助委託料は前年同額の計上。最後の行、紙おむつ給付費は実

績見込みから 23万円の減です。次の丸、高齢者能力活用事業費は、南魚沼シルバー人材セン

ター運営費補助金で、前年度とほぼ同額です。次の丸、介護保険対策費（特別会計繰出金）

は、前年度比 1,239万円の増です。 

112、113ページをお願いいたします。２行目、介護給付費は 1,693万円の増で、ルールに

基づき事業費の 12.5％を介護保険特別会計へ繰り出すものです。３行目、地域支援事業費は、

19万円の増で、同じくルールに基づく繰り出しです。４行目、人件費は、2,312万円の増で、

任用職員報酬、手当等を事務費から人件費に計上したことによる増額です。５行目、事務費

は 2,780 万円の減で介護認定審査会事業費が主となっております。先ほどの任用職員の報酬

を人件費へ繰り出したことによる減額になります。最後の行、低所得者保険料軽減負担金は、

23万円の減で、消費税の影響に対応するため、低所得者への介護保険料の軽減に対する市か

らの繰り出しになります。 

次の丸、介護保険事業費は、前年度比 47万円の増です。４行目、介護人材確保のために介

護職員初任者研修及び実務者研修受講料を補助するもので、昨年同額を計上です。５行目、

社会福祉法人等がルールに基づき低所得者に対する利用者負担を軽減した場合に補助するも

ので、実績見込みに基づき 45万円の増になります。 

次の丸、介護人材確保緊急５か年事業費は、皆増のものです。昨年４月に実施いたしまし

た介護人材実態調査において、人材不足がさらに進んでいるという結果になりました。この

ことから、介護施設全体の人材確保対策が急務と考え、新規事業といたしまして介護人材確

保緊急５か年事業を創設し、人材確保に取り組むこととしたものであります。１行目、介護

人材新規・移住定住就職支援金は、市内在住者で介護サービス事業所に初めて就職する人や
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市外からの移住者で、介護サービス事業所に就職する人に対し、１人当たり 20万円の支援金

を支給するものです。２行目、介護人材カムバック支援金は、介護に関する各種資格を有す

る人が現場復帰した場合に、１人当たり 20万円の支援金を支給するものです。３行目、介護

人材ケアマネエール支援金は、市内の居宅介護支援事業所に継続して勤務している介護支援

専門員、ケアマネに対し、１人当たり 20万円の支援金を支給するものです。４行目、介護人

材ケアマネスタートお祝い金は、実務研修受講試験に合格し、市内の居宅介護支援事業所に

就職する者に対し、１人当たり 20万円のお祝い金を支給するものであります。 

次の丸、後期高齢者保健事業費は、前年度比 111 万円の増です。健康診査（検診）委託料

が 111万円の増。受診者 151人の増加を見込んでおります。人間ドック助成金は前年度同額、

200人分の計上であります。次の丸、後期高齢者医療対策費は、前年度比 767万円の増です。

新潟県後期高齢者医療広域連合負担金は、事務費分で 40万円の減。療養給付費負担金は、保

険給付費に対する市の負担金で 808 万円の増。いずれも新潟県後期高齢者医療広域連合で算

定した額を計上しております。次の丸、後期高齢者医療対策費（特別会計繰出金）は、前年度

比 319万円の減です。人件費は 18万円の減。保険基盤安定繰出金 350万円の減で、軽減特例

見直し終了によるものであります。事務費は、50万円の増となっております。 

最後の段、４目包括支援事業費は、19万円の減です。 

114、115 ページをお願いいたします。１行目、居宅介護予防支援事業委託料は 20 万円の

減。居宅介護支援事業所への介護予防プラン作成件数の前年度実績により委託料を減額した

ものでございます。２行目、地域医療連携事業負担金は皆増で、うおぬま・米ねっとに係る

地域包括支援センターの負担金になります。 

次の段、５目国民年金事務費は、昨年と同額の計上。 

次の段、６目社会福祉援護費は、前年度比 45 万円の減です。減額理由は、前年度第 11 回

特別弔慰金の記名国債書留送料 44万円の計上分の皆減によるものであります。ほかは市内の

２つの遺族会への補助金と災害見舞金の計上になります。 

次の段、７目生きがい福祉施設管理運営費の福祉施設管理運営費は、前年度比 198 万円の

増です。３か所の福祉センターの指定管理委託料が主なもので、修繕料及びコロナ禍におけ

ます各福祉センターの利用料減収見込みによる指定管理委託料の増によるものであります。 

次の段、８目老人ホーム魚沼荘管理運営費は、前年度比 343 万円の増です。主に給食業務

委託料の増によるものでございます。 

次の表、２項児童福祉費は、全体で 44億 7,489万円、前年度比 275万円の減です。うえだ

保育園大規模改修事業、児童手当の減がありますが、出産応援緊急５か年事業などの皆増な

どがあり微減にとどまったところであります。 

１目子育て支援費（児童福祉総務費）は、前年度比１億 30万円の増になります。主な増額

理由は出生祝い金の創設、学童予算の増、子ども医療費の拡充、機構改革によるこども家庭

サポートセンターの新設によるものであります。 

最初の丸、職員費は、子育て支援課及び保育園の職員人件費 162 人分で、１名増の 505 万
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円の増です。 

116、117ページをお願いいたします。 

最初の丸、子育て支援総務費は、前年度比 310 万円の減です。機構改革によりこども家庭

サポートセンター関連予算が、ここから 119 ページの子ども家庭総合支援拠点事業費への移

行による減です。次の丸、学童保育対策事業費は、前年度比 514 万円の増です。子ども・子

育て支援交付金の要綱が改正され、学童保育の基準額が引き上げられたことによる増で、こ

れによりまして４行目、ＮＰＯ法人への学童保育事業委託料が 125 万円の増、その下、私立

への学童保育事業委託料は 396万円の増になります。次の丸、学童クラブ施設整備事業費は、

令和４年度の統合石打小学校の開校に伴い、学童クラブについて統合に向けた環境整備を行

うもので、現在の上関小学校の学童クラブの改修工事 1,300万円の計上であります。次の丸、

ほのぼの広場事業費は、前年度比３万円の減です。２行目、任用職員手当等が 14 万円の増。

４行下、修繕料が実績により 10万円の減。イオンの施設使用による経費につきましては、下

から４行目の施設使用料、２行下の共益費等負担金、光熱水費負担金の合計 750 万円で前年

同額であります。次の丸、ファミリーサポートセンター事業費は、前年度比３万円の増で、

ほぼ前年同額ですが、提供会員に対し、新型コロナウイルス補償保険に新たに加入するため

の予算１万円を新規計上いたしました。 

118、119ページをお願いいたします。最初の丸、子ども医療費助成事業費は 1,850万円の

増です。ゼロ歳から高校卒業まで、通院・入院の一部を助成するもので、就学前までは入院、

通院ともに全額助成となっております。審査支払委託料 70万円の増、子ども医療費助成金は

助成範囲を中学生までのものを高校生まで引き上げるため、1,780万円の増になります。 

次の丸、妊産婦医療費助成事業費（市単独）は、100万円の増です。出産した翌月までの保

険適用分の一部負担金を全額助成するもので、新年度からは適用日を拡充しまして、申請日

翌月初日からだったものを申請日当日に変更いたします。６月からは助成方法も償還払いか

ら現物給付に変更することの影響額であります。 

次の丸、ひとり親家庭医療費助成事業費は 23 万円の増です。これはひとり親家庭の 18 歳

到達までの子供の医療費について一部負担を除いた額を助成するもので、実績見込みから増

額計上であります。 

次の丸、不妊治療医療費助成事業費は、不妊治療医療費及び不育症治療費のうち保険適用

外分について助成するもので、前年度と同額です。次の丸、養育医療費助成事業費は、出生

時の体重が 2,000 グラム以下などの１歳未満の乳児の医療費を助成するもので、実績見込み

からほぼ前年同額の計上です。 

次の丸、子ども家庭総合支援拠点事業費は、こども家庭サポートセンターの新設による 802

万円の皆増です。117 ページ、子育て支援総務費からの移行分を除くと、492 万円の増です。

上から３行の任用職員関連経費と５行下の任用職員費用弁償は、会計年度任用職員が１名か

ら２名への増員による 360 万円の増。施設管理費が補助対象経費となることから２款庁舎管

理費からこちらに移行した経費、下から２行目の電話料、一番下のコピー機使用料、120、121
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ページの上から２行目、総合行政システム機器リース料の計 99万円がこちらに移行した該当

となる経費であります。 

最初の丸、出産応援緊急５か年事業費は、5,245万円の皆増です。期間を令和３年度から令

和７年度までの５か年間とし、南魚沼市での子育てを応援するため新生児にお祝い金を支給

するものであります。令和３年度は第１子 12 万円を 160 人分、第２子 15 万円を 135 人分、

第３子以降 20万円を 65人分といたしまして、計 360人分を計上いたしました。 

次の段、２目児童措置費は、前年度比 3.1％、3,172万円の減です。 

最初の丸、児童扶養手当支給事業費は 293 万円の減で、受給者数の減によるものです。次

の丸、児童手当支給事業費は、前年度比 2,834万円の減で、受給者延べ人数を前年度比 2,217

人減の７万 2,882 人と見込みました。次の丸、母子家庭等対策総合支援事業費は、前年度比

48万円の減。２行目、高等職業訓練促進費で、２名分の計上は前年と同じですが、最終修学

年の月４万円の増額支給対象者がいないことから 48 万円の減。ほかは前年度同額でありま

す。 

次の段、３目児童福祉施設費は、前年度比 3.6％、7,134万円の減です。 

最初の丸、常設保育園管理運営費は３万円の増です。公立保育園 16園の施設管理に要する

経費で、園が１園減少したため減になった経費もありますが、４行目、任用職員手当等の９

万円の増。その下の行、保育園へのデリバリースポーツ教室のための講師謝礼 30万円の増で

あります。 

122、123 ページの上から８行目、検便手数料の検査単価増による 21 万円の増などで相殺

され、ほぼ前年同額の計上となっております。このページの最後になります丸、常設保育園

保育費は、前年度比 1,572万円の減です。公立保育園の保育に係る経費になります。 

124、125ページをお願いいたします。１行目から６行目までは会計年度任用職員に係る経

費で、２行目、任用職員報酬は通常保育のほか、途中入園対応、特別・延長・土曜保育対応、

調理員など臨時職員 138人の経費で 1,436万円の減で、実績見込みによるものでございます。

５行目の任用職員手当等は、６月満額支給になるため 508 万円の増です。７行目の燃料費か

ら 12行目の保育消耗品費は、１園減の効果によりまして計 443万円の減になります。最後の

行、指定管理施設使用料は、毎年６月に実施しておりました、こどものつどいを実施しない

こととしたため 36万円の減です。 

次の丸、公設民営保育園委託事業費は、前年度比 75万円の増です。公設民営保育園、めぐ

み野・上町・浦佐認定こども園、３園に対する指定管理委託料と特別保育事業に対する補助

金であります。最初の行、めぐみ野こども園指定管理委託料は 51万円の増、次の行、上町保

育園指定管理委託料は 216 万円の増、次の行、浦佐認定こども園指定管理委託料は 558 万円

の増で、それぞれ園児数による影響額であります。次の行、特別保育事業等補助金（市単）

は、障がい児保育、延長保育に対する経費で 390 万円の減。次の行、保育対策総合支援事業

費補助金は、保育補助者雇上げ、医療的ケア児に係る経費で 142万円の増。次の行、子ども・

子育て支援交付金は、支援拠点事業、一時預かりに係る経費で 318 万円の増。一時預かり事
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業の基準額増額によるものです。次の行、子ども・子育て支援体制補助金は保育士の研修に

対してで昨年同額。次の行、特別保育事業補助金（県単）は、未満児、障がい児保育に係る補

助で 162 万円の減。次の行、施設等利用給付費負担金は、保育無償化に伴う新制度で、１号

認定及び３号認定で利用できるもので、無償化後の実績から 658万円の減です。 

次の丸、私立保育園委託事業費は 1,631 万円の増です。たんぽぽ保育園に係る保育委託料

で、最初の行、たんぽぽ保育園児童保育委託料が 1,284 万円の増。次の行、特別保育事業等

補助金（市単）が 200 万円の増で、障がい児１名増によるものです。その下からの行につい

ては、各種補助金別の事業費で、４行全体では 146万円の増になります。 

次の丸、医療施設病児・病後児保育事業費は、萌気園が花てまりで実施する病児・病後児

保育に対する交付金で、前年度同額です。 

126、127ページをお願いいたします。最初の丸、児童福祉補助・負担金事業は 12万円の減

で、保育中の事故等に対する補償の保険加入負担金等の計上であります。次の丸、私立認定

こども園事業費は 2,740 万円の減です。私立の認定こども園５施設の運営に係る施設型給付

費負担金と特別保育事業への補助金になります。最初の行、特別保育事業等補助金（市単）

は 500 万円の減で、障がい児保育に係る経費で、人数の減によるものであります。次の行、

金城幼稚園・保育園施設型給付費負担金は 665 万円の減、その下、むいかまちこども園施設

型給付費負担金は 648 万円の減、その下、野の百合こども園施設型給付費負担金は 822 万円

の減、その下、わかば保育園施設型給付費負担金は 219 万円の増、１行飛ばしまして南魚沼

どろんこ保育園施設型給付費負担金は 789 万円の増で、それぞれ実績見込みによるものであ

ります。一行上、保育対策総合支援事業費補助金は 192 万円の減で、保育補助者雇上げに対

する補助金であります。下から４行目、子ども・子育て支援交付金は 71万円の減で、支援拠

点事業、延長保育、一時預かり、病後児保育の事業費になります。下の行、子ども・子育て支

援体制補助金は 10 万円の増で、保育士研修に係る経費で実績見込みによるものであります。

次の行、特別保育事業費補助金（県単）は、404万円の減で、未満児、障がい児保育に係る補

助です。最後の行、施設等利用給付費負担金は保育無償化に伴う新制度で、１号認定及び３

号認定で利用でき、実績により 455万円の減です。 

次の丸、地域型保育事業費は、前年度比 989万円の減です。定員６人以上 19人以下の小規

模保育事業に係る補助金で、小規模わかば保育園の給付費負担金及び特別保育事業に対する

補助金で、人数の減による減額であります。最後の丸、上長崎保育園除却事業費 3,595 万円

の皆増であります。２行目、機械器具運搬業務委託料は、使用可能な厨房機器、空調機器等

を他園へ運搬するためのもの。３行目、遊具取付等委託料は、使用可能な遊具を他園に移動

するためのもの。最後の行、保育園等解体復旧工事費は、建物を解体し整地を行う費用で、

地元横新田区民の共有地を借地していて建築されておりましたので、解体後は借地契約を終

了いたします。 

同じページ、下の表、３項生活保護費は、前年度比 0.9％、391万円の減です。１目生活保

護総務費は 61万円の増です。最初の丸、職員費は、職員６人分の人件費で 287万円の増です。 
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128、129ページをお願いいたします。最初の丸、生活保護一般経費は 226万円の減で、被

保護者健康管理支援事業委託料の皆減によるものであります。１行目から３行目までの任用

職員報酬、手当、共済費は、就労支援員、レセプト点検員各１名の人件費分で、その他の項目

は実績見込みによる計上です。 

２目生活保護扶助費は 948 万円の減です。被保護世帯への扶助費で、生活扶助・医療扶助

が中心になりますが、主に前年実績を基に医療扶助費を大きく減額したことによるものであ

ります。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和３年１月末現在の保護者数は前年度

比 11 人増の 214 人となり、保護率も上昇しております。最初の行、生活保護費（生活扶助）

で 200 万円、次の行、生活保護費（医療扶助）で 1,000 万円を減額し、その下の行、生活保

護費（介護扶助）は 360 万円の増額であります。下から２行目、生活保護費（施設事務費）

は、救護施設への入所者 10人分の計上で実績に基づき 100万円の減。一番下の行、生活保護

費（就労自立給付金）は、就労により生活保護廃止になる際に、自立を支援するために給付

する制度で、実績などに基づき８万円の減です。 

下の段、３目生活困窮者支援費は、495万円の増です。一番下の行、住居確保給付金を除き、

社会福祉協議会に委託して実施しております。最初の行、相談・生活支援業務委託料は 245万

円の増で、就労準備支援事業の新規開始による増。次の行、子どもの学習・生活支援事業委

託料（生活困窮）は 13 万円の増。次の行、子どもの生活・学習支援事業委託料（ひとり親）

は 26万円の増で、人件費の増、事業の拡充による事業費の増によるものでございます。子ど

もの生活・学習支援事業委託料（ひとり親）は、ひとり親家庭を対象に取り組むもので、上の

行にあります生活困窮によるものよりも補助率がよいことから、分けて実施しているもので

あります。住居確保給付金は 280 万円で、コロナ禍が今後も続くと見込まれることから 210

万円の増額を計上したものであります。 

以上で、３款の説明になります 

○議   長  民生費の説明が終わりました。ここで休憩といたします。再開を 11時５分

といたします。 

〔午前 10時 48分〕 

○議   長  休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

〔午前 11時 03分〕 

○議   長  民生費に対する質疑を行います。 

 11番・清塚武敏君。 

○清塚武敏君  １点だけお願いいたします。112、113ページ、介護人材確保緊急５か年事

業費であります。介護人材が非常に不足という中で、期待する新たな事業費という中ですが、

ケアマネジャーさんが特に不足というお話を聞いております。先ほどの説明の中では、この

介護人材ケアマネエール支援金、介護人材ケアマネスタートお祝い金 20万円ということであ

ります。予算額からいいますと、この支援金のほうでありますが、そうすると 60人程度とい

う見方で考えられると思いますし、お祝い金については新たにケアマネジャーをスタートさ
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せるために５人、これが５か年にあたって人材確保につなげていくのかとちょっと捉えてお

ります。 

この部分はやはり資格取得のために事業費を使うのかとちょっと思っていたのですけれど

も、そういう捉え方ではなくて離職を防止するためとか、ケアマネジャーの皆さんのために

20万円ずつ、５か年その方々がもらえるという、ちょっとその辺をもう少し色をつけて説明

願えればと思っております。 

○議   長  介護保険課長。 

○介護保険課長  今ほどの質問の件でありますけれども、まず資格の取得の支援につきま

しては、この１つ前のところの介護保険事業費のところにあります、中段の講座等開催委託

料ということで、ここにつきましてケアマネジャーの受験対策講座ということで、10月に行

われるケアマネジャーの試験に対して市内の事業所に勤めている方から、この受験対策講座

に努めていただいて、10月の試験に対応するということで考えております。 

 介護人材緊急５か年事業のほうの介護人材ケアマネエール支援金、それから介護人材ケア

マネスタートお祝い金については、まず介護人材ケアマネエール支援金に関しては市内の 18

事業所の中で、60人ぐらいケアマネジャーさんがいるということで、議員がおっしゃるとお

りでありまして、この方の本当に慰労金ということで考えております。 

 それから、介護人材ケアマネスタートお祝い金に関しては、やはり 10月のケアマネジャー

の試験に合格された方、合格されて市内の事業所に勤めていただいた方についてお祝い金を

支給するという内容のものでございます。 

 以上です。 

○議   長  11番・清塚武敏君。 

○清塚武敏君  分かりました。この介護保険事業費のほうとセットという説明がありまし

た。ケアマネジャーの取得につきましては、昨年、実施された中で４万 6,000 人ほど受験し

て、合格者が 8,200人ほどと聞いております。合格率が 17.7％。新潟県では昨年の試験の中

で 154 人しか合格していないというところであります。事業所とかが積極的にまたその辺は

アピールすると思うのですが、周知やアピール方法等について市はどういう形で関わってい

くのか。全部、事業所任せなのか、それともハローワーク等にも働きかけをするのか、その

辺をちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議   長  介護保険課長。 

○介護保険課長  周知の方法につきましては、私どもまずは４月の市報ということで考え

ております。それからあとはウェブサイト等、私どものほうで考えているのは今の２つとい

うことで考えております。 

 以上です。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  今ほどの介護人材ケアマネエール支援金のほうで少し追加させていただ

きますと、居宅介護支援事業所というところにつきましては、ここにいる方については介護
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保険のほうでの処遇改善の部分の対象とならない施設ということです。介護施設の就労者に

つきましては、特例処遇改善ということで大分金額的に上乗せがあったわけですけれども、

ここの対象にならないケアマネジャーさんというところが、非常にそういった部分での国の

ほうの制度の中から離れていたという部分があります。非常にお難儀をしているのですが、

また介護職のほうに戻るといったような方もおられましたので、そういった点でここのケア

マネジャーさんが離職しない、継続して職に就いていただく、そういったものを応援するた

めの制度として考えております。 

 以上です。 

○議   長  20番・塩谷寿雄君。 

○塩谷寿雄君  今ほど 11 番議員の質問もありました 113 ページの介護人材確保のためと

いうことですけれども、今、入れば 20万円という祝い金ということですが、普通ですと１年

後とか、最低１年勤めてから出るという感じなのだろうと思うけれども、これはすぐ出して、

すぐ辞めてもそういうお金が支払われるのかという部分と、人材確保の部分でいうと例えば、

民間の施設でやられているところとかと話し合われているのかという部分があるのがどうな

のか。人材確保だと在宅で看ておられる家庭がかなりあると思うのですけれども、そういっ

た自分の家で看ているのと、デイサービスとかショートステイとかを使っているのかもしれ

ませんけれども、そういう方は結構こういう人材になっていただきやすいのかと思うのです。

なので、そういう方はいかがなのかと思う部分と。 

今大分 70歳ぐらいまで国も働いていただけるような政策をやっているかと思うので、あと

はそういう年配の方という部分がどうなのかという部分。あと働きやすい時間帯、パートと

かそういうふうにもうちょっと柔軟性を持っていけば、人材確保が増えるのかと思うのです

けれども、その点はいかがでしょうか。 

 あと、121ページの今年からやります出産祝い金ですけれども、想定ですと多分、今年度生

まれたよりも 50人ぐらい多く想定しているかというような予算を組んでいると思います。本

当に全部、使われれば一番最高で、人が増えてくるわけですけれども、ぜひ、こういった機

会にアンケートとかを取って、もう一子産みたいとか産みたくないとか、どういうことをし

たらもう一人産むような体制になるのかという、全体的なことは大体把握していると思うの

ですけれども、実の声というのをせっかくお祝い金をやるのであれば、声として聞いて柔軟

に捉えていったらいいかと思います。 

例えばこれであまり増えなかった場合、来年度もうちょっと予算を上げて取り組もうかと。

５か年やるとなっているけれども、では来年度やって増えなかった場合、もうちょっと上げ

ようかと考えていくのか、その辺はどういう考えかお聞かせいただきたいと思います。 

○議   長  介護保険課長。 

○介護保険課長  まず、１番目の途中で辞めた場合ということでありますけれども、私ど

もはまずは条件といたしまして、市内の事業所に１年以上継続ということの条件をつけさせ

ていただきました。ですので、１年たたないで辞めた場合については返還という形が生ずる
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場合があるということでございます。 

 それから、２点目でございますけれども、他の業界との話合いをしたのかということでご

ざいますが、うちのほうは特別、他業界との話合いはしておりませんで、市独自でこのよう

な制度を策定したということであります。 

 それから、３番目でありますが、私どもの勤務時間の関係とかについては、条件は常勤職

員とさせていただきました。常勤職員というのは、週 32時間以上もしくは月 128時間以上勤

務するということで、これは正職員、臨時職員問わずということで、そういう形の条件づけ

をさせていただきました。 

 以上です。 

○議   長  子育て支援課長。 

○子育て支援課長  ２番目の質問の出産祝い金について答弁申し上げます。今アンケート

の実施ということでご提案いただきました。今のところは考えていなかったのですけれども、

今、ご提言いただきましたので、どんな内容を聞くのかという部分もあろうかとも思うので

すけれども、ちょっと実施についてはまた検討させていただければと思っているところであ

ります。 

 あとそれから、今 360 人分盛ってありますけれども、１年やって増えなかった場合という

ご質問ですけれども、ちょっと１年では増えるような施策ではないかとも思っております。

もうちょっと長いスパンで、これは２年がいいのか３年がいいのかというのはまた、一人一

人によって考え方は違うとは思うのですけれども、ちょっと１年でこれが単純に増えた、減

ったという判断をするような短いスパンでは考えていないということでご理解をいただきた

いと思います。 

 以上です。 

○議   長  20番・塩谷寿雄君。 

○塩谷寿雄君  介護の 20万円の祝い金のほうですけれども、だったら１年後にやったほう

が、もし先にやっていて返還などといっても、では実際返ってくるかと思うと、何かそれよ

りも１年後にやったほうがすっきりするかと思うのですけれども。実際、島根とかに行って

我々も見てきたところだと、やはり１年後にそういうお金はやるみたいな施策を取っている

ところが多くて、そっちのほうが安心というか、やったけれどまたそれが返済できずにみた

いな感じも思いますので、そういうことをやはり見るべきかと思っていますけれども、その

辺について考えはいかがでしょうか。 

○議   長  外山副市長。 

○外山副市長  いつそういうお金を渡したほうがいいのか。いろいろ議論があるところで

すけれども、最近、ノーベル賞の経済学では、行動経済学というのが一番ヒットしておりま

して、そうしますと、それは割かし報酬というのはリターンというか、早いほうがインセン

ティブに働くのではないかというふうな理論がはやっているようであります。１年間頑張っ

て最後に大きなリターンをもらえるよりも、門を突破すれば早めにもらえるということで、
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行動の変容を動かすことがいいのではないかということがあります。ただ、議員ご指摘のよ

うに食い逃げというかそういうことにならないように、そこのところはしっかりやりたいと

思います。私どもとしてはどうせやるなら、やはり元気をつけて早めに応募してもらいたい

という形で考えております。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  111ページ、高齢者及び要配慮世帯住宅除雪援助委託料ですけれども、これ

は今後このまま本当に高齢者がどんどん、どんどん増えていくと、この金額では済まなくな

ってくるだろうというところだと思うのです。これは前年度比がどれぐらいだったのかとい

うのはちょっと説明がなかったと思うのです。それと……（何事か叫ぶ者あり）ありました

か。 

 今後、予想されるこの辺りの費用はどのようなものになっているかだけご説明ください。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  今ほどのご質問の住宅除雪の関係は、この予算額そのものは前年度と同

額の予算計上であります。この件について、今後の見込みといいますか予想されるのではな

いかというところですが、実際、降雪量による影響というのが一番大きいかと思います。た

だ、対象者となる方については、現在、今年のような場合には、非常に今まで自分でできる

から申し込まなかったという方が、後で追加で申し込んだという例が非常に多くありました。

今年の例を見て、やはり事前に、もう私は無理、できないから早めに申し込んだほうがいい

かというお気持ちの方が出てくる場合もあるかもしれません。そういったものも少し見込め

ないところで、自然状況の見込みというのもありますので、その辺の今後増える可能性は非

常に高いと思いますが、令和３年度におきましては前年度と同額で計上させていただきまし

た。 

 以上です。 

○議   長  ６番・田中せつ子君。 

○田中せつ子君  ３点伺います。113 ページの介護人材確保緊急５か年事業費のところで

すが、これは新たな事業で今ほども説明にありましたように、ケアマネジャーさんはとても

難しい資格ですので、なかなかそう思ったようには増えないのだろうと思うのです。広報に

ついて、いくらいい事業であっても、やはり広報が届かないと利用してくれる方がいなけれ

ば効果が出ないわけです。先ほど広報については４月の市報とウェブサイトということを伺

ったのですけれども、新型コロナウイルスのワクチン接種がこれから始まるわけで、それに

ついて在宅の看護師、保健師の皆さんに協力の依頼をしていて、もう返事が全部２月であり

ましたので届いていると思うのです。看護師さんってケアマネジャーの資格も結構持ってい

るのです。ですので、今在宅で仕事をしないで家にいる方であっても、家庭の中の事情によ

ってはまた働けるようになったという方もいらっしゃるかもしれません。そういった協力を

していただける方に説明会をやると書いてありますので、そういうときにこういった広報も、

市でとっても困っているので協力してほしいという声かけをするということも、すごく効果
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があるのではないかと思います。そういったようなことは考えていらっしゃるかどうか伺い

ます。 

 ２点目は 121 ページの出産応援緊急５か年事業ですが、これも出産数が 400 人を切ってか

ら、急激に今減っているところで、こういったことで力を入れていただくことは本当にいい

ことだと期待している事業です。これが第１子 12万円、第２子 15万円、第３子以降 20万円

と金額が違うわけですけれども、人数については今伺いましたが、第１子目であっても第４

子目であってもお祝い金ですので、めでたいことは何番目に生まれても、とてもめでたいこ

とでありますし、大変さも同じですし、かかる経費も同じです。ここで金額の差をつけてい

る、その有効性というところは、どのようにお考えでこの金額を算出しているのかというと

ころを伺います。 

 すみません。最後、ページ数が戻って恐縮ですが、117 ページの学童クラブ施設整備事業

費、石打小学校の施設改修工事費、新たに……（何事か叫ぶ者あり）上関を石打に、小学校に

するために替えるわけですけれども 1,300万円で。 

今の学童の状況を見ますと、上関と石打は 16人ずつの定員ですので、ただ、令和元年度の

実績だと 34 人も入所されていて、合併して改修するので 35 人の定員と説明は受けたのです

けれども、それで大丈夫なのかどうなのか。新型コロナウイルス感染症の関係もあって３密

を避けなければならないというところもありますので、そういったスペース的な余裕、そし

てこの定員についても十分なのかどうかその辺を再度伺います。 

 以上、３点です。 

○議   長  介護保険課長。 

○介護保険課長  まず、最初の質問の件でございますけれども、うちのほうは今のところ

市報、それからウェブサイトということで基本的に考えております。ケアマネジャーの対策

講座の関係につきましては、どのくらいの人数の申込みがあるのかということで、人数の想

定がつかなかったものですから、今回早めに各市内の事業所のほうに、ケアマネジャーの対

策講座を開いた場合に、申込みされますか、ということで意向調査をかけさせていただきま

した。今のところ 13名申し込みたいということの調査の結果が出ております。したがいまし

て、うちのほうは今のところウェブサイト、それから市報ということで基本的に考えており

ます。 

 以上です。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  補足の部分でありますけれども、在宅の看護師さんのほうで非常にそう

いった資格をお持ちの方もおられると思います。私どももワクチン接種の関係で在宅の方々

にお声かけしましたら、大変本当に多くの方からこういう協力のご了解をいただいておりま

すので、今後、説明会等を通じまして、そういった場に臨んだときに、市のほうでもこうい

った介護人材等についてカムバック事業等も考えておりますということでお話をさせていた

だいて、ご協力いただける方が増えていただけるとありがたいと思っております。 
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 以上です。 

○議   長  子育て支援課長。 

○子育て支援課長  ２番目に質問をいただきました出産応援緊急５か年事業、第何子で金

額を変えることについてというご質問ですけれども、いろいろな考え方があると思います。

先ほど議員がおっしゃったように、第何子であってもめでたさは一緒ではないか。確かにこ

れも同じ考え方かと思います。ただ、また別の考え方をされる人は、やはり複数になれば子

育てもそれだけ大変だろうという考えをされる方もいらっしゃると思います。市については、

そちらの考え方に賛同した形の中で、よりお子さんをたくさん産まれた方により手厚いとい

う方向で、今回の祝い金制度を提案して差し上げているところでございます。 

 以上です。 

○議   長  教育部長。 

○教育部長  ３点目の学童のご質問の件でございます。上関小学校を統合石打小学校とし

て使用するということで、来年度の開校を目指しているところですが、学童につきましても

そちらに設置したいということで予算の計上をしているところでございます。今ほどご質問

のあったコロナ禍でのスペース的な余裕というお話でございますけれども、実際十分に確保

できるように努めてまいりたいと思いますし、1.65平米で１人という決まりがあるわけです

けれども、それにこだわらない設置の方法を地元の方、あるいは委託先とも相談しながら進

めてまいりたいと考えております。 

○議   長  12番・鈴木一君。 

○鈴木 一君  爽やかに１つだけ。121ページの児童措置費の下から３番目のところで、高

等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金というのをちょっと説明してもらえればありが

たいのですが。 

○議   長  子育て支援課長。 

○子育て支援課長  ひとり親家庭の親及び児童が高等学校卒業程度認定試験を受験するた

めに、講座を受講した場合の補助ということでございます。 

 以上です。 

○議   長  12番・鈴木一君。 

○鈴木 一君  例年どれぐらい、ちょっと通告しておけばよかったのですけれども、どれ

ぐらいの人数の方がいるのかと、一問一答なので、母子家庭以外にはこういう制度というの

はないのだろうかと思っていますがどうでしょうか。 

○議   長  子育て支援課長。 

○子育て支援課長  予算におきましては、この 15万円はお１人の予算というふうなことで

ございます。ひとり親以外ということになりますと、子育てではなくて学校教育等になろう

かと思います。 

 令和２年度、まだ終わってはいないのですけれども、今年度は対象なしということで、あ

ったときに備えて１人分の予算を盛っておくというふうな予算でございます。 
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 以上です。 

○議   長  ５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  103ページです。社会福祉協議会推進事業費ということで、社会福祉協議会

は新型コロナウイルス感染症のもとで、いろいろな業務が増えていると思うのですが、その

辺が多少去年よりは増えているのですが、対応できるのか。 

それと同じことが 129 ページ、生活困窮者支援費ということで、ここも社会福祉協議会が

担っているわけだと思うのですが、この費用で対応できるのか。住居確保給付金も去年の予

算の４倍にして、それだけ困窮者が出るだろうということを予想しているわけですよね。そ

ういう中で、適切な対応ができるのかその辺を１点伺いたい。 

 その上の生活保護扶助費が、さっきの報告でも増えているという話があったわけです。今

回、補正予算で当初予算を減らしたわけですけれども、この金額で本当に――当初予算より

は全体としては減っていますよね。補正した予算よりは増えていますけれども。それは対応

していけるということで組んだ予算だと思うのですが、今の状況というのはなかなか新型コ

ロナウイルス感染症の状況が収まる様子もないので、その辺の考えをちょっとお聞かせくだ

さい。 

○議   長  福祉課長。 

○福祉課長  １点目のご質問についてお答えいたします。社会福祉協議会のほうでは議員

がおっしゃったとおり、コロナ禍において非常に相談業務等が増えてきております。そうし

た中で、今回の予算につきましては人員増という部分は、いわゆる正職員の１人増という部

分を含めた増の部分を若干含めて増えているという状況でございます。 

 住居確保給付金につきましては、議員が説明されたとおりのことでございますが、やはり

これについては予測で見込んだものでございます。来たときにちゃんと対応できる額を見込

んだということとなります。 

 次の生活保護に関係するものでございます。この額につきましては、本当に議員のご説明

のあったとおりのことになりますが、去年は本当に新型コロナウイルス感染症の状況が全く

見えない中での予算措置、補正等の部分でございましたが、現在としまして若干先行きが、

傾向が見えてきている部分もあって、この金額で何とか対応できるのではないかということ

で計上しているものでございます。 

 以上です。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  最後の生活保護の関係でございます。補正予算のときにもご説明してお

りますけれども、扶助者、生活保護の受給者は増えているのですけれども、医療費の関係で

入院等が減少していることから大幅に減になっておりますし、生活扶助のほうに関しまして

も、年金等また就労等によりまして部分的に収入を得る方が増えておりまして、生活扶助の

額そのものが減っているということで、人数は増えているけれども扶助費としてはそれほど

大きな伸びではなく、この予算でいけるものと考えております。 
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 以上です。 

○議   長  ５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  分かりました。そうすると民生費の欄の職員費が去年 21 人だったのが 20

人に減っていますよね。これは庁内の話ですけれども。社会福祉協議会の人員というのはや

はり増えない状況でしょうか。それを１点聞かせてもらいたい。 

 生活保護扶助費については分かりました。足らなければ何とかしてくれるのだろうと思い

ますが、その点だけ、では１点お願います。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  今ほどのご質問、社会福祉協議会の職員の関係ということでよろしいで

しょうか。人件費等のほうで増額させていただいておりますけれども、こちらについては社

会福祉協議会のほうで、非常勤で雇用している職員の方の雇用時間を増やしております。人

数的には変わらないのですが、そういったことで時間を増にして対応しているということで、

こちらの部分の補助金が増えているという状況であります。 

 以上です。 

○議   長  ９番・桑原圭美君。 

○桑原圭美君  ２点お願いします。113ページのまず上のほうですけれども、介護保険事業

費で、この春からベトナムから外国人労働者が２名来られるということで、非常に期待して

いるところです。この外国人労働者に対する受入体制はどのようになっているか。また、今

後の増員計画等があればお聞かせください。 

 もう一点が、介護人材確保ですけれども、コロナ禍で大変ご苦労なさっているということ

で国も特別手当を支給したり、いろいろ工夫しているのですけれども、やはり 10年以上の勤

務とか非常勤の方が駄目だとかということで、現場では本当にそれはふさわしくないという

ような声も上がっています。やはり各社会福祉法人は、決算書を公開する義務があるのでイ

ンターネットで見られるのですけれども、相当数の非常勤の方、パートの方が施設を支えて

います。こういったパートの方の待遇をよくすることが、この問題の解決につながるのでは

ないかと私は思っていて、そこら辺の柔軟性を持ってこの５年間進むのか、進めるのかどう

か、その２点をお聞きします。 

○議   長  介護保険課長。 

○介護保険課長  １点目の件であります。ベトナムの人材の関係につきましては、南魚沼

福祉会のほうで４人の方の介護人材の関係で、今、長岡のほうの介護福祉の学校に通ってお

りまして、今月、３月でありますので卒業の予定ということになっております。４月からは

南魚沼福祉会のほうに正式に採用されまして、勤務ということで聞いております。私どもは

それに対しての外国人の人材に対しての支援とかというのは、今のところ特別考えておりま

せん。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  ２番目の介護人材確保の関係でございます。こちらにつきまして 113 ペ
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ージの制度そのものもそうですが、国のほうで介護保険のほうで行っております処遇改善の

部分、こちらについてはやはり、今いる人たちが離職なく定着して就労していただけるため

の取組として行われてきているかと思います。そういった点では、国の制度によって進めら

れていく部分が大きいかと考えております。 

 臨時職員の方という部分でありますけれども、この点につきましては、非常に短いパート

の方とかになるとなかなか難しい部分があるかと思いますが、ある程度、夜勤等も行う非常

勤で長時間お勤めになるような方につきましては、施設によってはそういった部分、特例加

算の部分についても対象にできると聞いておりますので、そういったことを行いながら、ま

た正職員のほうに移行していただく人が増えてくるということも考えていただいた中で、施

設のほうとしてそういった部分は、人材確保のために取り組んでいただきたいと考えており

ます。 

○議   長  ２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君  ３点ちょっとお聞かせいただきたいのですけれども、最初 105 ページの上

から２つ目の丸、行旅病人取扱費のところです。最近もうあまり行旅病人みたいなのはちょ

っと聞かないといいますか、対象もあまりなかったのだと思うのですけれども、コロナ禍の

関係で例えば件数とか対応とかがどうなったのか、実際に何件ぐらいでどういう事例があっ

たのか。それと過去では湯沢町までとか魚沼市までの旅費というようなことだったかと思う

のですけれども、その辺についても再度お聞かせいただければと思います。 

 それから、111ページの下の段、５つ目の丸、高齢者生活支援事業費。この中の先ほども出

ていましたけれども除雪援助です。高齢者及び要配慮世帯住宅除雪援助委託料が 1,000 万円

ということで、今回、今度は来冬から法令の改正で、命綱の固定アンカー等の問題も出てき

ます。委託料があっても対応ができないということ――すぐになるかどうかは別にして、将

来的にはまた考えられるものですから、市も補助事業の創設に向けてもう既に動き出してい

るということですけれども、その辺ともぜひ、連絡を密にしていただいて、スムーズにこの

委託事業が進められるように、その辺、連携した対応を考えておられるのかどうか。 

それから、３つ下の高齢者及び要配慮世帯住宅除雪援助補助金 27万円。この援助補助金と

いうのはどういう用途になるのか、もし分かったらちょっと教えていただければと思います。 

それから、113ページ、上から２つ目の丸、介護人材確保緊急５か年事業費です。いろいろ

な方から今、質問が出ていましたが、ちょっとお聞きしたいのが一番下の介護人材ケアマネ

スタートお祝い金。これは例えば今、勤めておられる方が、在職しながら資格を取ったと。

ケアマネジャーを取ったというときも該当になると思うのですけれども、その辺をお聞かせ

いただきたいと思います。 

それから、祝い金をもらってから１年以上の勤続が対象だということですけれども、５か

年事業ですから、中には例えばいろいろなご事情で１年間、家庭に戻らなければいけないと

いう方もあると思いますが、そういう人が１回もらって２回目また職場復帰ができたと。こ

れは本当にそういうことになればありがたいことですので、当然２回目のときも例えばカム
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バック支援金、これらの対象にはなるのだろうと思うのですが、その辺ちょっと確認だけさ

せていただきたいと思います。お願いします。 

○議   長  福祉課長。 

○福祉課長  １点目の行旅病人取扱費の件についてお答え申し上げます。実績の点でござ

いますが、平成 30 年度が支給人数が 10 人、令和元年度が５人、今年度は２月末現在で６人

の方に支給しております。支給内容としましては、議員がおっしゃった部分のとおりであり

まして、本庁舎から湯沢町、小出駅までの切符代、あるいは十日町市までについては現金支

給という形で対応をさせていただいております。 

どういった方ということになりますが、基本的にはもういわゆる常習化されているような

方も中には見受けられて、そのままもらって次の駅まで行くといった方もおられます。一応、

来られた方につきましては、話をよく聞いた中で対応をさせていただいております。 

２点目の除雪援助の関係でございます。アンカー問題ということで、今、県のほうで補助

制度をやるということになっているかと思いますが、当市ではこの取組についてまだ要綱等

も定めておりませんので、今後、担当部署がどこになるかも含めてそうした場合については、

速やかに除雪委託が進むように、福祉課としても連携支援をして対応をしてまいりたいと考

えております。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  追加で答弁させていただきます。その下にあります、高齢者及び要配慮

世帯住宅除雪援助補助金 27万円のほうの関係でございます。こちらにつきましては重機によ

る排雪を対象としておりまして、例えば公道で非常に狭い道路での重機による排雪ですとか、

あと落雪の場合で、落雪の雪が後ろのほうにたまってしまった、こういった場合の除雪、重

機の部分を対象としてみているものでございます。 

 以上です。 

○議   長  介護保険課長。 

○介護保険課長  まず、１点目の件でありますけれども、介護現場に勤務している方がケ

アマネ試験に合格という話でありますが、この件につきましては最終的にはケアマネジャー

の試験に合格して、ケアマネジャーの事務所に勤務していただいてケアマネ業務を行った場

合について合格お祝い金を支給ということでうちのほうは考えております。 

 それから、２点目でありますけれども、家庭の事情等でケアマネジャーの方が途中で離職

されたという方につきましては、その後、今度ケアマネジャー等の事務所、ケアマネジャー

であればケアマネジャーの事業所に復帰されたということであれば、今度はカムバック支援

金を利用してという形になります。 

 以上です。 

○議   長  ７番・勝又貞夫君。 

○勝又貞夫君  先ほど爽やかな質問がありました。私も見習って爽やかに控えめに１問だ

け質問いたします。 
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 127 ページの上の表の下から３つ目であります。上長崎保育園除却事業費の機械器具運搬

業務委託料。これは機械器具を持ち出して近隣のどこそこに運ぶ運賃のことだと思いますが、

この 59万 4,000円という金額については、入札した結果の金額なのかどうか、まずそこをお

尋ねします。 

○議   長  子育て支援課長。 

○子育て支援課長  予算ですので、当然、見積りによるものです。 

 以上です。 

○議   長  ７番・勝又貞夫君。 

○勝又貞夫君  以前、公共物から公共物に物を運ぶその金額について、補正予算が組まれ

たことがありました。そのときに実は私いろいろ調べてみたのですけれども、地元の日本通

運、あるいは新潟運輸、あるいは中越運送等々でいろいろ聞いてみました。10トンの荷物を

10トン車で九州の長崎まで運ぶと幾らになるかと具体的に聞いてみたことがありました。評

定の標準の運送料としては 27万何千円かと言いましたね。評定の値段で受けている業者はい

ませんからと。地元のその大手でも 20 万円から 22 万円で受けているはずですと。業者によ

っては 18万円でも受ける業者があると思います、というお話でありました。この地元から九

州まで 10トン車で荷を運んで 20万円前後で済むというお話でした。 

これについては１か所ではなくて３か所で私はいろいろ聞いてみて、ああ、なるほどと思

った。この機械器具がどれほどのものがあるのか知りませんが、地元から地元へ運ぶもので

59万何がしという予算について、私はこれは桁が間違っているのかとふっと思ったぐらいで

すけれども、この金額について何か疑問を持ったことはなかったかどうか、その点について

お尋ねします。 

○議   長  子育て支援課長。 

○子育て支援課長  具体的に申し上げますと、今回の厨房機の移設費用につきましては、

上長崎保育園から三用保育園に運ぶもの、舞子保育園に運ぶもの、それから空調機器につき

ましては上原保育園に運ぶものと、行き先は３か所に分かれております。今この予算につい

て疑問に思ったかということでありますけれども、特に疑問に感じた部分はありません。ち

ょっと調べてみないと分からないのですが、確か取付け費用まで含んでいたような、ちょっ

とこれは不確実です――今、気がしておりますので、そこはまた確認次第、答弁したいと思

います。 

 以上です。 

○議   長  21番・牧野晶君。 

○牧野 晶君  ８番議員のほうもちょっとしたのですが、111 ページの高齢者の除雪の件

であります。私は違った視点で前にも部長などにもお話ししたことがあるのですけれども、

要は今、受ける業者のほうが少なくなってきているというか、なかなか合わなくてやらなく

なってきて、市のほうとか、あとそれと頼む人たちのほうも、なかなか掘り手がいないと聞

いているのです。それに例えばこれからアンカーとかまたそういうのでハードルが上がって
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いくと、本当にやる人たちはいるのかという、私は疑問があるのです。そういう視点で今、

実際、掘り手のほうは足りているのか、足りていないのか、どういう認識なのか。 

 あと、119ページです。不妊治療医療費助成金、不妊の治療費ですけれども、不妊の応援と

いうのは非常に私はいいことだと思います。ただ、こういう視点も大事ではないかという思

いがあるのが、やはりどんどん晩婚化というのが進んでいって、晩婚で結婚してそれで頑張

ったけれども子供をなかなか授かれない。その中で、不妊治療費の助成制度の期限が迫って

いるから、そこから頑張るという人たちもいるわけですけれども、例えば結婚したとか、30

歳以上の人がいいのか、25歳の人がいいのかちょっと分からないですけれども、自治体によ

っては不妊検査の費用を出していくという自治体もあるそうです。そうやって、なるべく早

めに意識させていくということも、私は重要ではないのかという思いがあるのですが、そう

いう視点は持っていたかどうかについてお話を聞きたいです。 

○議   長  福祉課長。 

○福祉課長  １点目のご質問についてお答えいたします。確かに足りているか、足りてい

ないかというところかと思いますが、雪の降り方によってくるものと考えております。今年

度のような降り方をされてしまうと、恐らくどのような形にしてもなかなか足りなくなって

しまうといった部分があるかと思います。そうした場合、どう対応するかということが課題

となります。当面は私どもとしては何とか業者の方につないでいただいて、お願いして何と

か除雪をいただく部分と、あとボランティアについては、ちょっと屋根に上がる部分がなか

なか課題がございますが、そうした部分を含めて何とかこうした危機に対応すべく取り組ん

でいきたいと考えております。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  不妊治療の部分のほうの関係でございます。不妊の関係の検査という部

分については、市のほうでは今までのところ検討してきておりませんでした。また、不妊治

療につきましても今後、国のほうの保険適用の制度の該当になるという情報も入ってきてお

りますので、不妊治療全体の取組み方につきましては、そういった国の動きを見ながら今後、

対応していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議   長  21番・牧野晶君。 

○牧野 晶君  屋根除雪に関しては、今年のその言い分も分かるわけです。今年はいっぱ

い、いっぱいで大変だった。でも、私はこう聞いているのですよ。何年も前から、もう、これ

は合わないのだよ、という話を聞いているのです。もう辞めてもいいやと。辞めると言って、

逆にちょっと市を困らせてなどという言い方もおかしいですけれども、現実を分かってくれ

ないと困るということを言われている業者さんも、たくさんいると思うので、そういうのを

１回聞いたほうがいいですよ。アンカー打ってとかそういうふうになれば、もっと面倒くさ

い話になっていくので、こういう動きを早くしたほうが、実際いなくなって、辞めてからだ

と大変だと思いますので、まずそれが１点。 
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 あと、不妊治療に関しては国の情勢を見ていくというのもいいですけれども、市としても

要はなるべく早めに意識啓蒙という言い方がいいのか悪いのか分からないですけれども、検

査というのを補助して、もっと早くからチャレンジできればよかったよな、という意識啓蒙

みたいなのも考えていくのも手ではないかと思うのですが、その２点。 

○議   長  福祉課長。 

○福祉課長  今、議員がおっしゃったとおりの部分があると私も今感じております。やは

り除雪業者の方の意向、あるいはお考えもきちんとお聞きした上で、それに対してどう対応

していくかということも今後、必要かと思います。そういった部分を取り組んでまいりたい

と思います。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  今ほどの除雪の関係につきましては、市の高齢者住宅だけでなくほかの

施設の部分についても、県の示した除雪単価的なものを基本に価格設定しておりますので、

ここの部分だけでなく価格設定については私どもとすれば妥当な金額で今、設定されている

ものと考えております。 

 あと、不妊治療につきましては議員おっしゃるとおり、もっと治療制度ですとか県の行っ

ている事業、また市が行っている事業、こういったことで支援の体制がありますよ、という

ことを、もっと啓蒙していく必要ということについて、どういったやり方があるのかも含め

て考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議   長  21番・牧野晶君。 

○牧野 晶君  福祉課長の答弁というのは、私はすごくありがたいという思いがあったの

ですけれども、除雪単価云々というちょっと部長の答弁に関しては、県の単価が決まってい

くというのは、あれは平均単価とかそういういろいろな単価なわけですよね。例えば考え方

によってですよ、新潟市だって、例えば１時間幾らとか同じだけもらえるわけでしょう。こ

っちのほうの雪なんてもう半端ではないわけですし、本当にその金額で除雪するかというの

は、それを県内一律でやっているというのも、私はちょっとおかしいかという思いがありま

す。屋根の上に乗るから――なぜかというのは、アンカーだって危険手当が出る必要だって

あるかもしれないですよ。普通のことよりも危ないかもしれないので、その単価は部長の言

い分というのも分かりますけれども、もっとちゃんと真摯に――真摯という言い方はおかし

いかもしれないです。ちゃんと実態を聞いたほうがいいと思いますよ、業者さんの声をね。 

 以上です。そこはもう一回言わせてもらいます。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  公共施設の除雪ということですので、やはりどこかに基本となるベース

となるものが必要になってくるかと思いますので、単価の考え方についてはここの福祉関係

だけでなく、ほかの施設も含めて検討する必要があるものと思っていますので、考え方は同

じかと思います。 
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ただ、今ほどお話のあったとおり、業者さんのほうでの状況ですとか、そういった部分に

ついて意見を聞いて体制を整えるといった部分については、今後も高齢者を含めまして非常

に重要的なものが増えてくる可能性もありますので、ご意見を伺うような機会をつくるとい

うのも一つの方法だというふうに思っております。 

 以上です。 

○議   長  １番・大平剛君。 

○大平 剛君  それでは、１点だけお聞かせ願いたいと思います。皆さん質問されていま

すけれども、112、113ページの介護人材確保緊急５か年事業ということで、ここでちょっと

聞かせてもらいたいのです。カムバック支援金のところがありますけれども、実際のところ

うちの市にカムバックするというか、どの程度、潜在的な介護人材が眠っているというのは、

これは担当部局のほうである程度の把握はできているのでしょうか。そこの１点だけお願い

したいと思います。 

○議   長  介護保険課長。 

○介護保険課長  私どものほうでは具体的な人数等はつかんでおりません。したがいまし

て、５人と計上させていただきましたけれども、この５人については特別、人数等を把握し

た中での５人ということではありません。 

 以上です。 

○議   長  １番・大平剛君。 

○大平 剛君  まだ、なかなか分からないということですけれども、例えば資格取得者と

かの数で判断できないかとか、またもしくは当然、介護事務所に勤めていらっしゃった方が

辞めてそういう人材になるわけですから、介護事務所さんと話してこういう方が辞めたとか

――個人情報もあるのでどこまで把握できるかというのもあるかもしれませんけれども、そ

ういうところで情報を得ればなお精度の高い事業になるかと思いますが、その点について、

もし考えがありましたらお願いいたします。 

○議   長  外山副市長。 

○外山副市長  身分法の関係で、例えば医者とか歯医者などは、辞めてもどこで生活して

いるかというのを毎年届ける義務があります。そういう調査対象にはなっていないのではあ

りますけれども、個人情報に触れない程度に様々な手段で、大体の見積りといいますか、把

握するように心がけたいと思います。ただ、さっき言った制度上の問題があって、なかなか

把握はできないところでありますけれども、それは努力したいと思います。 

○議   長  16番・中沢一博君。 

○中沢一博君  １点だけお伺いさせていただきます。129 ページの生活保護扶助費の部分

でありますけれども、数字的にも 11 名増えて 214 名であるというご報告をいただきました。

内容に関しても医療費等が減ってこういう数字になっているという部分もお聞かせいただき

ました。ここで私は前にご説明があったかあれですけれども、実際に今こういう状況の、生

活困窮者がかなり増えている中で、実際にご相談したけれども対象にならなかったという、
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そういう部分の人がどのぐらいいるのだろうかというのがすごくやはり気になります。それ

が１点目であります。 

 それと、条件の件でありますけれども、昔はエアコンがあったら駄目だとか、そういう部

分がございましたけれども、今その条件、例えばよく最近言われるのは、自動車だとか保険。

そのような部分はどのような形になっているのか、お伺いさせていただきたいと思います。 

○議   長  福祉課長。 

○福祉課長  １点目の生活保護を相談したけれどもつながらなかったということで、却下

となった件数ですが、今ちょっと手元に資料がございませんので後ほど回答させてください。 

 それから、２点目のエアコンの設置、あるいは自動車の保有といったところです。エアコ

ンにつきましては、こういった猛暑の状況もありまして、いわゆる設置の費用については認

めているという対応を取っております。 

自動車につきましては、やはり一つのここの地域性で大きなネックとなりますが、要件が

ありまして、例えば雇用につながっていて、いわゆる通勤のために必要な場合については認

める場合もございますし、あるいはそういった部分から生活保護から脱却するような見込み

があるようなところで、まだ状況が未確定な部分で保有を認めざるを得ない部分については、

保留という形で認める場合もございます。基本的には、なかなか生活保護費の中から自動車

の維持管理費を捻出することが難しい部分がございまして、トータル的に本当にこの人たち

が、保護を受けた方々が、生活が成り立つかどうかも含めて、トータル的に支援を行ってい

るといったところでございます。 

 保険につきましては、基本的にはやはりこれについてもケース・バイ・ケースになるかと

思います。解約することで生活費の部分に得られるという部分があれば、相談した中でそう

いった部分を解約して、生活費に充てるといったこともございます。 

 以上です。 

○議   長  16番・中沢一博君。 

○中沢一博君  やはり公的な部分を使いますので、公平でやらなければいけないというの

は、私はそう思っているわけですけれども、ここで、今ご報告がありましたが、自動車はそ

ういう形で、この地域は自動車がなければ就労にも結びつかないわけです。これから例えば

今の状況の中では、こういう新型コロナウイルス感染症みたいに急に仕事がもうなくなって、

今は小口融資の部分がありますけれども、それもなくなってきたとき、今度は本当にとにか

く自立支援をするためには、一生懸命そういう就労しなければいけない。そういう面では自

動車はある程度あるのですけれども。 

今、課長が言ったのですごく気になるのは、一番やはり心配なのは、保険なのです。やは

り保険は、私は正直言ってやはり解約するのが本当だと思っています。ですけれども、今、

例えば保険でも解約したときに、多分、執行部は分かると思うのですけれども、戻り金が生

活保護の３か月以内であるとか、また例えばすぐ仕事をするということをめどにした場合、

本当に解約しなければいけないのかどうか。今そういう部分が徹底されていないのではない



34 

 

のか、どういうふうになっているのか。そういう指導をされていれば、実際に受けられるの

だけれども、受けられないという人も実際に出ているのではないのか。そこの部分が気にな

るので、もう一度確認させてください。 

○議   長  福祉課長。 

○福祉課長  保険の点につきましては、どうしても保険解約することによって返戻金があ

るといったところがあって、本人と話し合った中で、当然、納得していただいた上で解約す

る場合もございますが、場合によっては、今、短期のところで例えば一時的に、今回の新型

コロナウイルス感染症のような関係で生活に困ったような場合で、また生活保護から脱却す

ることが雇用につながって可能だといった部分がある場合につきましては、解約についても

一時的にそれは保留といった形で対応するといったことで、ともかくまず相談のあった方の

状況をよく見定め、納得いただいた中での対応をさせていただいているところでございます。 

○議   長  16番・中沢一博君。 

○中沢一博君  そうであればいいのですけれども、私も昔からの先入観というもの、知識

というのがありまして、今までは保険は解約するべきものだという思いがあったのです。で

すけれども、今みたいに一時的に仕事がなくなって、次に結びつけるその期間、もしあれだ

ったら保険を解約しなくてもいいというふうに、はっきり言って去年、条例が改正になりま

したよね。そういうことをきちんとやはり徹底していかないと、みんなまた間違って解約し

てしまう。 

だけれども、実際、解約ではなくて大丈夫だったら、後で戻った――６か月仕事をしてい

ても、まだ生活保護を受けている場合は、義務的に解約しなければいけないのです。そうし

てそれをまた戻してもらわなければいけないのです。だけれども、それ以内に仕事に就かれ

るのだったら解約した場合は、今度は次また新しくする場合は、逆に自立が遅くなるという

ケースもあるわけであります。 

そういう部分をきちんと周知した中で、広報した中で、今どうしたら目の前の人を救って

いけるのかという体制。実はこういうふうなことをできれば使わないで済みたいのだけれど

も、でも、条件に合っていても一時的にしのいでまた頑張ろうという人たちに、これからな

お手を差し伸べなければいけないということを、きちんとしていってもらいたいです。 

それがないと、公平という部分があって、実際に解約しない人はもう解約してもらって返

戻してもらわなければいけないのです、６か月がたてば。そういうふうになっているわけで

すので、いろいろ人によって違うわけですけれども、今、うちの地域は生活保護のぎりぎり

になって、本当は対象になっているけれども我慢している人がいっぱいいるのです。あえて

無理する必要はないですけれども。やはりそういう部分もしながら、こういうときだから救

える人は救っていくという、そういう体制も一つという部分で、あえて確認ということで周

知徹底の部分も確認する形で質問させていただきました。よろしくお願いしたいと思います。 

○議   長  福祉課長。 

○福祉課長  おっしゃる部分は非常に大事なところでございまして、保護を決定するに当
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たり、保険等を解約しなければ保護しないということはやっておりません。基本的には保護

した上で、その部分どうするか。どうしても困っていれば助けなければいけませんので、保

険の部分についてはその後という形での対応をしているところでございます。 

 以上です。 

○議   長  あと何名の方が……。 

〔複数名挙手あり〕 

３名。分かりました。 

○議   長  ここで、昼食のため休憩といたします。再開を１時 20分といたします。 

〔午後０時 11分〕 

○議   長  休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

〔午後１時 19分〕 

○議   長  ここで、先ほど７番・勝又貞夫君に対し、保留していた答弁について、子

育て支援課長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 子育て支援課長。 

○子育て支援課長  先ほど勝又議員よりご質問いただきました上長崎保育園での機械器具

運搬業務委託料でございますけれども、タイトルに運搬のみが入っておりましたが、実際は

機械器具取り外し運搬取付業務委託料ということになります。運搬のみということではござ

いませんので、適正価格であると認識しております。 

以上です。 

○議   長  答弁保留をもう一件。先ほど 16番・中沢一博君に対して保留していた答弁

について、福祉課長より発言を求められておりますので、これを許します。 

 福祉課長。 

○福祉課長  それでは、先ほど保留していた生活保護の却下件数についてお答えいたしま

す。 

 令和３年１月末現在でございますが、生活保護の申請が 50件ありました。そのうち却下と

なった件数が 16件であります。却下につきましては、内容を審査して、保護基準に該当しな

かったということでの却下件数となっております。 

以上です。 

○議   長  中沢一博君。 

○中沢一博君  16 件になったということですが、その内容に私が先ほど質問したような、

そういう項目はないとみなしてよろしいですね。そこが一番心配な部分。それで、ああいう

質問をしたのです。お願いいたします。 

○議   長  保険に関しての。 

 福祉課長。 

○福祉課長  保険につきましては、基本的に保護に、審査する上で、保険をやめないとし

ないということはいたしておりません。あくまでも保護になった段階で、その保険が本当に
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必要かどうかということで、国の基準がございますので、その上で対応しているといったと

ころでございます。 

以上です。 

○議   長  民生費に対する質疑を続行しますので、挙手願います。 

 14番・佐藤剛君。 

○佐藤 剛君  では３点お願いいたします。111ページ、今回の豪雪の関係もありまして、

ここの部分を多くの方が質問しているのですけれども、高齢者及び要配慮世帯住宅除雪援助

委託料の関係です。ここのところは予算額とかいろいろ話が出ましたけれども、いろいろ問

題、課題が多いところでありますが、一番の問題はやはり時間が限られていること。それを

延ばすにも、多分、事業費の関係だと思うのですけれども、災害認定の許可が下りて、事業

費が国のほうからの補助があれば増やせるというようなことで、これは割に比較的雪が多い

とき、いつも問題になるので、年寄りの方々の不安は大変なものだと思うのです。必要がな

ければ使わないわけで、この限度の時間を、もうそろそろというか、極地的な豪雪もありま

すので、限度の時間をある程度延ばした検討を今後される考え方があるのかというところを、

ちょっとお聞きしたいと思います。今回の予算にはそれは含まれていないと思いますけれど

も、この予算に関連して今後の考えをちょっとお聞きしたいと思います。 

 119ページ。子ども家庭総合支援拠点事業費のことであります。全ての子供とその家族及び

妊産婦等で、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援体制ということで、大変期待の大き

い事業でありますけれども、これの切れ目のない体制づくりという、その体制ですね。何か

のときに話がありました。多分幅広く体制を組んで、これから４月から事務室を設置、設定

すると思うのですけれども、その体制の中身といいますかをちょっと教えていただきたい。 

そして、やることですけれども、やることは例えば書いてありますように、妊娠期の子育

て等、切れ目のない情報提供とか、相談対応とか、そういうのをやると思うのですけれども、

これにつきましては、個人がそういうふうな相談に来たときに応じるのか。むしろまた積極

的にこの支援拠点から外に向けて啓発事業ですね、啓発活動、そこまで広げてやるのかとい

うところの、どの辺を守備範囲にしているかというところがちょっと分からないので、教え

ていただきたい。 

もう一点です。129ページ。生活保護の関係いろいろ出ましたけれども、その下の生活困窮

者支援費の関係です。住居確保給付金のところがありますけれども、予算額も予算レベルで

いえば、予算額も大分４倍になっていますが、ここの部分、国のほうは原則３か月、最大９

か月というところから 12か月に、多分、拡大されていると思うのです。そういう影響もあっ

て、当市の状況は、住居確保給付金の受給対象がどのくらいになっているかというところを

教えていただきたい。 

○議   長  福祉課長。 

○福祉課長  １点目の住宅除雪の件についてご説明いたします。時間が限られているとい

うことでのご質問かと思います。このたび、この集中降雪を受けまして、基準を定めました。



37 

 

各３庁舎の 30 日間の降雪量が平均で８メートルを超えた場合については、速やかにこの 24

時間から 40時間に時間を増やすということで対応することとしましたので、今後については

これに基づいて対応していきたいと考えております。 

 すみません、３点目については、ちょっと件数のほうを調べて報告いたします。 

○議   長  子育て支援課長。 

○子育て支援課長  ２点目の新たにできました子ども家庭総合支援拠点事業についてご説

明申し上げます。 

 体制ですけれども、まず人的な部分ですが、今、子育て支援課の中で、この担当は正職員

が２名、臨時職員が１名という形になっております。 

 それから、保健師さんで主に担当している方が１名、各地域担当とかはいらっしゃるので

すが、担当１名ということになりますけれども、新しいセンターでは、センター長を含めま

して、正職員が５名体制。それから、会計年度任用職員が現在の１名から２名ということで、

７名体制になりますので、人員的には今申し上げたとおり、７名に増えるという形になりま

す。 

 今行っておる内容が、人的なパワーアップによりまして、手が回らなかった部分まで回る

ようになればいいなという部分もありますけれども、なかなかその予防の部分というのは、

かなり余力がないとできない部分になるかということで考えております。 

当然、今全く何もやっていないわけではないのですけれども、まずは十分な体制を築いた

形の中で、また、行う内容としましては、妊娠届で来られたときに、今、母子手帳の発行は、

大和市民センター、塩沢市民センター、それから子育て支援課、保健課の４か所で行ってお

るのですけれども、今度はサービスとして低下すると言われればそうかもしれないのですが、

この新しい場所１か所で全て行いまして、必ず初期の妊娠の段階から保健師さんが面談して、

お話をして、その中で何か重篤な心配がないかという形で、重くなる前にどんどん吸い上げ

る。また、まだ保健課さんの地域保健師はここには属さないのですけれども、また地域保健

師と密につないでいくという体制を構築していくということでございます。 

以上です。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  ３番目の生活困窮の住居確保給付金の関係でございます。こちらにつき

ましては、新型コロナウイルス感染症が始まる、コロナ禍になる前は私どもは予算化してお

りましたけれども、１名ですとか、そういった非常に少ない人数での計上でございました。

やはりこのコロナ禍の中で住居費の援助ということの件数そのものが非常に増えてきており

ましたので、それに対応するために上げたものでございます。実績としてどのくらいまで伸

びるか分かりませんけれども、件数そのものが増えてくる、生活困窮の中で住居費の確保が

難しくなってくる事案が増えるだろうということで計上させていただいたところでございま

す。 

それと、住宅除雪のほうの関係で少し補足させていただきますと、課長のほうから 24時間
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から 40時間への対応も災害救助法の適用にならなくても、今回のように対応しているという

お話をさせていただきました。確かにそういったことで必要な状況、それぞれの住宅の状況

を見ながら対応していきたいと思っておりますが、今の段階では、通常の降雪であれば 24時

間という時間によって、ほぼその中で収まっておりますので、今現時点では、通常年は 24時

間の基準の中で執行させていただきたいと考えております。 

以上です。 

○議   長  福祉課長。 

○福祉課長  先ほど保留していた件数についてご報告申し上げます。令和２年度の住居確

保給付金でありますが、相談実件数が 27 件、支給決定が７件、延べ支給月数が 39 か月とな

っております。コロナ禍の拡大、影響が今後出てくることを見込んだ当初予算としておりま

す。 

以上です。 

○議   長  14番・佐藤剛君。 

○佐藤 剛君  ちょっと忘れないうちに、高齢者及び要配慮世帯住宅除雪援助委託料の関

係ですけれども、課長の話で理解したつもりだったのですけれども、部長の話でちょっとま

た話がまた戻ってしまったかという気がしたのですけれども。要するに、今時点は 24時間を

基本とするけれども、累計で８メートルを超えたら、その時点で 40時間に切り替える。これ

が正解というか、この理解でいいのですか。そのところを１点確認させていただきます。  

 もう一点が、子ども家庭総合支援拠点事業費の関係ですけれども、母子手帳を配るときに、

きちんとその旨の指導をしながらということですけれども、当然のことですけれども、そこ

と今度は拠点の――多分、母子手帳は保健課のところで行うと思うのですけれども、それと

総合支援拠点とつながらなければうまくないと当然思うのですけれども、そこのつながりみ

たいなものは、きちんと設計されているというか、連携パスでもないですけれども、そうい

うのでつながるようなことになっているのですか。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  １番目の除雪費の関係でございますけれども、累計の降雪量が８メート

ルということではなくて、30日間、結局集中して、今回のように集中降雪によって非常事態

になったということを想定しておりましたので、私どものほうは今回の災害救助法適用前の

この 40 時間に延長したものは、30 日間の降雪量が累計で８メートルを超えた場合という形

を取らせていただいています。１シーズンの中で累計が８メートルということではございま

せん。集中して降雪することによって、非常に大きな被害が予想される、こういった場合に

つきまして延長するという考え方でございます。 

以上です。 

○議   長  子育て支援課長。 

○子育て支援課長  母子手帳の発行業務ですけれども、今、議員からは保健課のほうで、

というお話があったのですけれども、これは新しいセンターのほうで全て発行を行うという
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形で、新しいセンターに保健師が１名、保健課のほうから来るという予定になっております。 

以上です。 

○議   長  15番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  ５つほどお願いいたします。まず、105ページの民生委員・児童委員報償費

で 1,374万円に関してであります。新型コロナワクチン接種、75歳以上――後期高齢者です

よね。後期高齢者のほうで意向調査という、その意向調査の部分を民生児童委員の方にお願

いしたいという、そういう話があったのですけれども、結局その報償費を見る限り変わって

いないということでありますから、それでいくと、民生児童委員さんにどのようなお話をさ

れて、今どのように進んでいるのかというところをちょっとお聞きしたい。 

 それから、２点目が 117 ページの学童クラブ施設整備事業費 1,300 万円であります。同僚

議員のほうからも出ましたけれども、大変高額なお金であります。統合された小学校で、例

えば石打小学校では全面バス通学ということでありますから、であるならば、この２つの学

童クラブをそのまま維持していったほうが、これほどお金もかからずに充実するのではない

かと。新しいところは定員 35名ということでありますけれども、今後、特に夏休み、長期休

みに希望者が増えた場合についての対応ということを考えると、ちょっと 35名というのは不

安があるわけです。そういうのを含めて、今までのものを活用するということについては、

どのようにお考えになったのかということをお聞きしたい。1,300万円でありますから。 

 それから、同僚議員から出ました 119 ページの子ども家庭総合支援拠点事業費 802 万円で

ありますけれども、やはり乳幼児の虐待ということを未然に防ぐのが、まず一番の目的だろ

うと私は思うのです。この相談センターでありますから、相談に来られた方に対応するとい

うのが一番でありますから。ですけれども、乳幼児虐待が疑われるとか、いろいろな情報は、

今までの母子保健のほうの保健師だったり、あるいは保育園であったり、学校であったりと

いうところが情報源になると私は見ているのです。 

したがって、そういうような虐待が疑われるというところについての調べに行くといいま

すか、調査に行くとか、そういう体制が、私は一番大事な部分だと思っているのですけれど

も。そこら辺のこの拠点をつくってからの対応ということの説明がなかったもので、そこは

どうなのかということをちょっと心配している。 

 それから、123ページから 127ページの保育園、こども園ですけれども、毎年お聞きしてい

ますけれども、正職員、それから会計年度任用職員と言われている非正職員。正職員と非正

職員の職員数の割合というのと、公立の場合と私立の場合での子供１人当たり。最近は私立

のほうがお金がかかっているというのが決算で出ていますけれども、子供１人当たりにどの

くらいの費用を見込んでいるのかということ。 

 もう一点は、統合小学校が稼働を始めるということになりますと、保育園、上関保育園と

石打保育園でありますけれども、この統廃合についても令和３年度のほうでどうしたらいい

のかということを進めていくのかどうかということをお聞きしたい。 

 最後は 129 ページの生活困窮者支援費のところでありますけれども、社会福祉協議会のほ
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うに多分、お願いしている生活支援の部分でありますけれども、社会福祉協議会のほうの予

算のところで確か生活コーディネーターを１名増員すると。今現在１名の方が資格を持って

いますけれども、もう一名の方に資格を取ってもらうということで、業務のほうが多くなっ

てきたのでお２人でということだと思うのです。ここでの予算の説明の中では、新規開設と

いう説明がございました。そうすると、この生活コーディネーターの方たちが対応している

ような業務のほうで、今までではない、別の対応の業務というのが出てきたのかどうかとい

うところをお聞きします。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  １番目の新型コロナウイルス感染症対策、ワクチン接種対策の関係でご

ざいますけれども、こちらにつきましては、民生児童委員の方に新型コロナワクチン接種の

意向調査員という形で、民生委員という立場ではなく、意向調査員という形でご協力いただ

けないかということでお願いしたところです。 

 今 140 名ほどの民生委員の皆様方から、９割近い方からご同意をいただきまして協力いた

だいています。また、そこでどうしてもお仕事の関係もあってできないという方には、保健

課で行っている健康推進員の中からそのエリアをお願いできないかということで、ほぼ全エ

リアに調査員を派遣することの体制ができました。この予算化につきましては、令和２年度

の補正予算のワクチン接種体制整備補助金の枠の中で実施したいと思っておりますので、補

正予算で対応した部分となっております。 

 あと、３番目の子ども家庭総合支援拠点の関係の体制のことでございますけれども、現場

のほうで、より調査的なもの、また相談的なものというお話ですけれども、今回体制整備の

中に保育士、園長を経験している保育士のほうからもこの中に加わっていただいています。

そういった方が入ったことによって、保育園の現場で、例えばちょっと様子がおかしい園児

さんがいるとか、ちょっとあざ等が見えるとか、そういった状況があったときに現地のほう

に行って詳しくお話を聞く。また、園長経験者の方ですので、保護者との接触の方法もたけ

ていますので、そういった形での相談体制、また状況確認というものの体制を強化していき

たいと考えております。 

 あと、５番目の石打保育園、上関保育園統合の関係でございますけれども、こちらにつき

ましては、現在の保護者の方に意向調査、アンケート調査を実施いたしました。その中では、

今の体制がいいというご意見もいろいろありました。ただ、市としましても子ども・子育て

会議の中で、ある程度の規模、定員に対しての充足率ですとか、１学年の人数が非常に少な

いといった場合には、統合に向けた検討を進めていこうという計画の中でうたっております

ので、それに基づいて、今の状況、入園者の状況、あと保護者の皆さんの意向の関係、そうい

ったものをよく調査した中で、今後の在り方について方向づけをしていきたいと思っており

ます。まだ、どういった方向にするといったものについては、具体的な決定事項というもの

はございません。 

以上です。 
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○議   長  福祉課長。 

○福祉課長  ６番目の質問についてお答えいたします。このたび、生活困窮者支援費の関

係でございますが、新たに就労準備支援事業ということで、この事業について社会福祉協議

会に新たに委託することとなりました。 

 内容としましては、生活困窮者自立支援法に基づく任意事業でありますが、市内の生活困

窮者の中で直ちに一般就労を目指すことが難しい状況の者に対して、日常生活、社会生活、

自立を目指した生活リズム等を立て直して、ボランティア就労や就労体験等の支援等を行い

ながら就労に結びつけていくという事業でございます。こうした部分も含めて対応していく

ということでございます。 

○議   長  子育て支援課長。 

○子育て支援課長  ３番目の質問でありました、子ども家庭総合支援拠点の児童虐待の対

応について、部長のほうからも答弁があったのですが、補足説明を差し上げます。 

 新年度は新しい体制ができるのですけれども、既に今の体制の中で４月に職員のほうで、

小学校、保育園全園を回りまして、あざ、傷等を見つけた場合にはこちらに連絡をください

ということで回っております。当然、新年度またメンバーが替わったりもしますので、同じ

ような形で回ります。 

 保育園や学校のほうでも、ではどの程度軽微なもの、ここまで重くなったら報告するのか

と、ちょっと悩まれる方もあるのですけれども、軽微であっても報告くださいということで、

そこはもう強くお願いしております。まずは子供を守るのだという立場の下で、ちょっとで

もあざ、傷等を見つけたら報告をくださいということでお願いしてあるところです。 

 それから、４番目の質問の公立それから私立での額ですけれども、昨年も同額ということ

でお答えしたかと記憶しているのですけれども、要素等を見ますと、ほぼ変わる要素がない

かということで、同額ということでお答えさせていただきます。 

以上です。 

○議   長  教育部長。 

○教育部長  ２点目の学童クラブ施設整備事業費の件でございます。今、市の考えでは、

学校の空スペースを利用して、国、県から補助をもらいながら、学童保育の施設の整備を進

めたいと考えております。非常に高額だということでございますが、国、県からは３分の１

ずつ補助が出て、残りの財源につきましては、起債を充てるという計画で今進めております。 

ただ、先ほど議員がおっしゃったように、スクールバスも含めて、また地元の要望という

ものがございますので、その辺をよく話し合っていかなければいけないものと考えておりま

す。３月下旬にも地元の方でつくる統合協議会などがございますので、その場でも意見をお

聞きしながら、これから進めてまいりたいと考えております。 

○議   長  子育て支援課長。 

○子育て支援課長  保育士さんの正職員と会計年度任用職員の比率ですけれども、ちょっ

と今、手元の資料で集計しますので、お時間ください。申し訳ありません。 
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○議   長  15番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  民生委員さんのほうにお願いして、それから健康推進員という話は聞いて

いるのですけれども、75歳以上という方になると、実はそれぞれの行政区の区長さんのほう

が非常によくご存じだというのもあるのです。ですので、区長さんの協力も得ながらという

のが一番いいかと思ってはいたのだけれども、人員の確保ができたということであれば、そ

れ以上のことはないのだけれども、やはりそれぞれの行政区、民生委員さんというのは行政

区をまたいでやっている方もいらっしゃいますから。そうすると、行政区のことを全て知っ

ているというのはやはり区長さんだと思うので、区長さんの協力なども得ながらやっていた

だきたいと思います。 

 学童クラブについては、これは協議会の中でどのようになっていくかというところだと思

うのですけれども、その空スペースの改修ということになると、今現在、上関のほうは体育

館のところの１室でありました。ご存じと思いますが、天井が低過ぎて、やはりすぐに空気

がどうのこうのというのをずっと言われてきたわけです。空スペースはないと。また校外の

ところに土地もありますから、そこに新規で造るのかと思ったのです、1,300万円ですから。

この辺も含めて、これから統合協議会の中で話し合われるということであれば、それはそれ

でやっていただきたいと思います。 

 それから、保育園のほうについては、まだ人数どうのこうのというのが出てこないという

ことでありますし、統合についても、一応ルールがあるわけです。ルールがあるけれども、

一般的に行けば、小学校が統合ということは、それに比例して、お子さんも少ないわけであ

りますから、そうすると１つでいいということになるわけですから。その案に対しては、こ

うしたほうがいいのではないかということは、私はもう子育て支援課長に言ってありますの

で、今は申しません。申しませんけれども、やはり早め、早めに対応していただきたいと思

っています。 

 それから、生活困窮者の生活コーディネーターのほうでありますけれども、福祉課長の言

うとおり。言うとおりなのだけれども、就労につながるような形でということになると、今

までのコーディネーターの方もこういう形でやっていただいたのです。それがなかなか難し

いと。今度はお１人の方に資格を取っていただいて、さらに強力に進めようということで、

いいことなのです。いいことなのだけれども、ただ、社会福祉協議会のほうの社員といいま

すか、職員の年齢構成は、福祉課長もご存じですね。人生経験があまりにも少ない人が多い

のです。ですので、そうすると経験の多い、ネットワークの広い方というのは、あそこに絶

対必要です。そういったところも含めて、きちんと整備していくという方向であれば、それ

はよしなのです。 

ただ、資格を取ってもらえばそれでいいという考え方であれば、駄目なのです。やはり人

生経験があって、ネットワークの広い人をそこに配置するということは、とても大事なので

す。そういうお考えがあるのかというところをお聞きします。 

 数字については、集計が終わったら答弁ください。 
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○議   長  福祉課長。 

○福祉課長  寺口議員のおっしゃった部分は、極めて重要なことと認識しております。た

だ、今言われたそういう経験豊富で調整能力の高い方を配置できればいいのですが、なかな

かそうした方をすぐにそういったところに配置するというのは、難しいといった実情もござ

います。ですが、やはり今後の支援の力を上げていくためには、そうした方を常に探しなが

ら、こうした事業に取り組んでいかなければならないと考えております。 

以上です。 

○議   長  15番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  生活コーディネーターの方も当然そうであります。要するにその現場とい

うのをよく知っている、現状をよく知っているという方が必要でありますし、それから新し

くできる子供たちの生活相談のほうの拠点ですね。こちらも情報収集ということは、１回お

願いしてあげてくださいというのであれば、多分、前と変わらないと私は思います。いかに

耳をそばだてて聞いて回っているか、これが一番大事なのです。乳幼児虐待というのは、南

魚沼市から絶対に出してはならないのです、絶対に。 

そういう思いで、やはりきちんとした情報を収集ということ。速やかなる情報収集。これ

をしなければならないというのでありますから、福祉保健部長、もう一度、それについては

ベテランの方が行ってお願いしているから大丈夫だ、ではなくて、やはり情報収集としてこ

ういうのも考えているのだというのがあるはずです。お聞かせください。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  今ほどのお話ですが、情報収集をどのような形でということでございま

す。 

 私どもも現場で経験してきた人間を、そういった子育て支援センターのほうには張りつけ

ているような形を取っております。あと、非常に話をちゃんと傾聴するということの大切さ

というものを、皆さん現場で知ってきた人間が配置されておりますので、そういったものを

生かしながら、ということになるかと思います。 

 あと、初めての部署であり、初めての組織でありますので、対象となる人の把握ですとか、

どういった人を重点的に見ていくのか。そういったものについては、その部署だけではなく

て、福祉保健部全体、保健課、子育て支援課、保育園、そういったいろいろな部署が今まで以

上に横の連携を取りながら進んでいく必要があるかと思っております。そういった取りまと

めの能力が必要になってくる部署だと思いますので、その辺に気をつけながら、今後の運営

について考えていきたいと思っております。 

以上です。 

○議   長  子育て支援課長。 

○子育て支援課長  保育士の件、今計算がまとまりましたので、人数を申し上げます。正

職員ですけれども、保育士が 127人、給食員が 17人、計 144名でございます。 

 あと会計年度任用職員ですけれども、通常勤務の方ですが、保育士 103 名、あと調理員が
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26 名、あと朝晩のバスの添乗の方が９名。これを合わせまして、138 名。あとその他、加配

職員分としまして 40 名、それからケア児分２名、これが 42 名で、計 180 名ということで、

今、予算を盛ってございます。 

以上です。 

○議   長  13番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  ３点伺います。107ページの上から５行目です。軽・中等度難聴児補聴器購

入費助成金ということですが、36万 2,000円。これについては何人分で大体幾らくらいのも

のなのかという辺りをお聞きします。 

 なぜかと申しますと、以前にも発言された方がおりますけれども、難聴については、かな

り進んでも障害認定を受けるというのは、ハードルがどうも高いような話を聞くのですけれ

ども、聞くところによると、大体五十数万円の品物を買わなければ聞こえないという事例も

あるようでありますので、そういった部分の先駆けとして、こういった認定された方々の補

助がこうしてあるわけですが、一般というか、それに付随するような方々の今後のことなど

も考えていく方向であるか、ひとつお聞きいたします。 

 次です。119ページ。子ども医療費助成事業費について改善していただきまして、本当にあ

りがたいと思っております。そうした中で、南魚沼市の特徴としては、就学前までが完全無

料ということでありました。そうした中で中学卒業まで、あるいは高校ということにしてい

ただくわけでありますけれども、どうも要綱の括弧、一部負担ありと、こういうふうになっ

ているのですが、その辺がこれから今後どういうふうに改善されていくかと思うわけであり

ます。他町の例も見たりして、ひとつ答弁いただければと思います。 

 もう一点、127ページ。上長崎保育園除却事業費という中で、最近こういった解体工事が多

くなってきておりますが、3,500万円ということであります。大体、平米単価では追っていい

のかどうか。いろいろ特殊性があるかと思うのですけれども、どの程度の単価でやられてい

るのか、報告願えればと思います。 

以上です。 

○議   長  福祉課長。 

○福祉課長  １点目の点についてお答えいたします。１点目の軽・中等度難聴児補聴器購

入費助成金であります。36 万 2,000 円の内訳でございます。耳穴型オーダーメイドという、

オーダーメイドのもの、これが９万 1,333 円のものが１台。それから高度難聴用イヤーモー

ルドが、３万 5,266円が２台。軽・中度難聴用イヤーモールド、３万 5,226円、これも２台。

それから、これは学校等で使用するのですけれども、ロジャー受信機ですが、これは本人に

受信機を市のほうで助成するものですけれども、単価６万 1,332 円が２台。それに付随する

オーディオシュート、単価 3,332円が２台ということで計上しております。 

以上です。 

○議   長  子育て支援課長。 

○子育て支援課長  ２番目の子ども医療費助成でございますが、一部負担金についてです。
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議員おっしゃるように、未就学児までは全額ということですけれども、小学生から中学生、

今度は高校まで延びますので、そこにつきましては、一部負担金を頂くということです。今、

全県の状態で高校生まで全額補助している市町村は３つでしょうか。これは４月１日でもし

かしたら変わるかも。よそも同じような形で３月議会をやっていますので、変わるかもしれ

ませんので、そこはそのような形で、１月１日現在ということでの回答にしかならないので

すが、そのような形です。 

 あと、入院のみ全額補助という市町村がまた幾つかあるという形ですので、まだ全額補助

がメインだというところには至っておらないかと思います。一部補助のほうが割と多数を占

めているということでございます。 

今回、高校まで上げたことで、大分、南魚沼市の制度につきましては、先ほどの就学児ま

で無償という部分、これはよそはやっていないところもありますので、全体で見た場合に単

純に順番づけはできないのですけれども、もう前のほうから勘定したほうがいいくらいの制

度になると認識しております。以上です。 

 あと、それからもう一つ。上長崎保育園の解体費用、3,500万円の予算が計上してあるので

すけれども、2,500万円が主に解体に係る費用、1,000万円が整地に係る費用ということでご

ざいます。見積りを取るときに、何平米あるから幾らかみたいな、そういう見積りではなく

て、もう建物を全て見た形の中で、部材等を見て幾らかかるという見積りを頂いていますの

で、結果的にその平米単価は割り返せば出るのでしょうけれども、そのような出し方はして

おりません。 

以上です。 

○議   長  13番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  １問目には、大変細かく説明いただきました。一般のそれに付随するとい

うか、これは児童でありますけれども、一般の方々というか、難聴者が今後どんどん増えて

いくのに対しての取組の方向性などがあるかどうか、ひとつお聞きしておきたいと思います。 

 もう一点です。子ども医療費助成については、今答弁がありましたように、就学前までは

県下でも随一というやり方でありまして、非常に称賛されているところですが、それを延長

していくような形というのをひとつ可能かどうかという辺りを探っていただきたいというの

が、私の考え方であります。まあまあ、今、高校までになったばかりで、すぐ次という話もあ

れだとは思いますけれども、そういった方向をひとつ模索していただきたいと思います。 

 上長崎保育園については、了解しました。以上です。 

○議   長  補聴器に関して。 

 福祉課長。 

○福祉課長  補聴器の件に関しましてお答えいたします。恐らく議員のおっしゃっている

ことは、手帳の出ない難聴のお年寄りのことかと思います。これにつきましては、なかなか

現在ですと、市から助成制度というものがございません。確かにそういった耳鼻科のお医者

さんの団体のほうからは、そういった助成について取り組んでほしいというお話を受けてお
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りますが、今のところ当市としては、それについて今の段階で取り組むことは考えておりま

せんけれども、他市町村の取組状況とあるいは国等の支援がいただけるということであれば、

また話が変わってくることもあるかと思います。現状ではなかなか難しいといったところで

ございます。 

以上です。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、３款民生費に対する質疑を終わります。 

○議   長  ４款衛生費の説明を求めます。 

 福祉保健部長。 

○福祉保健部長  それでは、４款衛生費について説明申し上げます。 

 予算書の 130、131ページをお願いいたします。最初の表、４款１項保健衛生費は、前年度

比 2.7％、3,377万円の増です。１目保健衛生総務費と５目医療等対策費の増が主なものであ

ります。 

１目保健衛生総務費は、保健課職員 29人分の人件費で、２人増による 1,087万円の増額で

す。 

次の段、２目保健衛生対策費は、前年度比 167 万円の減です。最初の丸、保健衛生対策費

一般経費は、任用職員報酬を主なものとして、保健課の経常経費になります。次の丸、保健

対策推進事業費は、２行目、健康推進員 310 名への報償費。次の行、健康ポイント事業報奨

品は、生活習慣の改善に取り組む動機づけになるよう、ポイント事業を国民健康保険特別会

計と一緒に取り組むもので、３万円の増です。次の丸、母子保健一般経費は、母子手帳や健

診時の消耗品などの経費で、前年同額です。次の丸、母子保健事業費は、前年度比 290 万円

の減。乳幼児健診時の医師等の報償費や妊婦・乳幼児健康診査委託料などが主なものであり

ます。４行目、妊婦・乳幼児健康診査委託料は、妊婦一般健康診査 14回分、乳児一般健康診

査及び乳幼児精密検査委託料で、実績見込みから 300万円の減です。 

 132、133ページをお願いいたします。２行目、妊婦健康診査助成金は、里帰り出産により、

県外で受診したときの助成金です。最初の丸、歯科保健対策事業費は、68万円の増です。乳

児の歯科健診、フッ化物事業、虫歯予防事業に係る費用で、３行目、各種健診等報償費は、１

歳、２歳、２歳半健診、中学フッ化物洗口補助員等の報償費で、実績見込みから５万円の減

です。５行下、医薬材料費は、消毒、フッ素塗布経口剤、医薬品等ですが、フッ素塗布用のフ

ッ化物洗口剤が変更になったため増額となりました。最後の行、成人歯科健診委託料は、実

績から 800人を見込み、10万円の減です。次の丸、自殺予防対策事業費は、昨年度とほぼ同

額で、鬱・自殺予防対策に係る経費で、医師等による相談会、鬱・自殺予防、アルコール問題

講演会や地域で見守るゲートキーパー養成のためのリーフレット費用。ＦＭラジオを使って

の啓発のための放送委託などの費用であります。次の丸、公衆浴場確保対策事業費は、補助

要綱に基づく公衆浴場、六日町温泉公衆浴場企業組合ゆらりあの温泉使用料に対する補助金
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で前年同額です。 

下の段、３目健康診査事業費は、前年度比 237 万円の増です。最初の丸、健康診査一般経

費は、健診時の消耗品、申込書の返信封筒などで、前年ほぼ同額。次の丸、住民健診事業費

は、534万円の増です。１行目、任用職員報酬は、新型コロナウイルス感染防止をしながら住

民健診等を行うことによりまして、健診スタッフの増員が必要となり、その人件費部分の増

となります。 

 134、135 ページをお願いいたします。４行目、健康診査（検診）委託料は、前年度比 494

万円の減で、主にがん検診に係る費用で、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんの

検診と骨粗しょう症検査委託になります。２行下、指定管理施設使用料は、市民会館での 40

日分の健診会場使用料で、前年同額。その他は実績に基づく計上であります。次の丸、基礎

健診事業費は、41 万円の減額です。主に 40 歳未満の若年健診に係るものであります。次の

丸、健康教育事業費は、保健指導、健康教室などに係る消耗品費。次の丸、健康診査補助・負

担金事業は、前年同額であります。 

下の段、４目予防費は、前年度比 465 万円の増額です。予防接種事業に係る経費を主な内

容といたしまして、前年度実績に基づく接種者数の見込みとロタウイルスの接種が昨年度途

中から始まり、今年度より通年実施になったことによる増であります。最初の丸、予防対策

一般経費は、予防接種予診票や予防接種通知用封筒等の経費で前年同額。次の丸、予防対策

事業費は、465万円の増で、法定・法定外の予防接種に係る経費で、医療機関への予防接種委

託料が主な内容であります。昨年計上いたしました郵送料は、第５期風疹抗体検査・予防接

種のクーポン券発送が終了したため皆減であります。１行目、結核予防事業委託料は、レン

トゲン画像のデジタル化による単価上昇のため、前年度比 214 万円の増。２行目、抗体検査

委託料は第５期風疹抗体検査委託料で 441 万円の増。３行目、予防接種委託料は 176 万円の

減です。一番下の行、予防接種助成金は、県外接種者に対する助成と風疹接種費用の一部助

成で、昨年ほぼ同額の計上です。 

次の段、５目医療等対策費は、1,499万円の増です。最初の丸、中之島診療所費は、146万

円の減です。中之島診療所の維持管理運営に係る経費で、昨年度まで計上しておりました運

営資金貸付金が終了したことによりまして、140万円が皆減となります。その他、実績からほ

ぼ前年並みの計上であります。 

136、137 ページをお願いいたします。次の丸、病院事業対策費（事業会計等繰出金）は、

2,403万円の減です。基準内繰入れを基本としまして、市民病院、ゆきぐに大和病院及び城内

診療所への補助金であります。市民病院では 3,773 万円の減、ゆきぐに大和病院では 2,070

万円の増、城内診療所では 700 万円の減によるものであります。次の丸、地域医療対策事業

費は、3,748万円の増です。１行目、報償費は医療対策推進本部に外部からの意見を伺う場合

の報償費を計上してあります。６行目、脳神経外科救急業務委託料は、前年同額。次の行、地

域医療連携事業負担金は、うおぬま・米ねっと負担金で前年同額。次の行、医療関係事業調

整事務補助金は、郡市医師会が行う学校医など医師の調整に係る事務補助金で、前年同額。
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次の行、地域医療推進事業運営補助金は、自治医科大学が設置した寄附講座の医師２名分の

人件費相当分の寄附として、2,640万円と、さらに寄附講座の拡充を自治医科大学と協議を進

めており、若手医師２人分の人件費相当分として 1,856 万円の寄附を追加で計上いたしまし

た。 

最後の行、医療のまちづくり活性化支援事業補助金は、1,280万円の皆増です。これは新た

な事業といたしまして、自治医科大学などの若手医師から地域医療に関心を持ってもらい、

定着してもらえるよう、寄附講座の先生方による研究成果の発表などへの支援、医師の働き

やすい環境整備のための研修支援、特定看護師養成事業への支援、医療のまちづくりにつな

がる地域づくり協議会などが取り組む事業への支援など、今後複数のメニューを検討した中

で、医療人材の充実に資する事業に充てるものでございます。最後の丸、看護師修学資金貸

与事業費は、看護師不足解消のため、市内に勤務する看護師育成のための修学資金貸付金 11

人分の計上であります。 

ここで、市民生活部長と交替いたします。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  引き続き、下の表、４款２項環境衛生費です。１目環境衛生費は、前年

度比 190 万円の増。説明欄の丸、職員費は４名分の給料、手当などです。次の丸、環境衛生

費一般経費は、環境審議会委員報酬や次の 138、139ページにかけて、狂犬病予防注射等に係

る経費で、前年同額です。 

次の丸、公害等対策事業費は、４万円の減。自動車騒音常時監視業務委託料が４万円の減。

市内１地点、３区間、延長で 5.1 キロメートル区間の騒音測定などの委託料になります。次

の丸、地盤沈下対策事業費は３万円の減。１行下の地下水対策委員会委員報酬が８万円の減。

その下の費用弁償が２万円の減ですが、ともに委員の１人減によるものです。下から２行目、

水準測量委託料が７万円の増。令和２年度より県が行ってきた一部を除き、水準測量は市で

行っております。これまでの県の観測地と継続性を持たせるため、必要な範囲において市で

観測を継続することとし、今年度は市で 28.4キロメートル、県で 4.6キロメートルの調査を

予定しています。 

次の丸、カーボンオフセット制度活用事業費は、11万円の減。新年度は新潟市内の大型商

業施設でのイベントへの参加予定がないことから、アトラクション参加者への報償費及び抽

選会の景品としての消耗品費が減額となります。次の丸、新エネルギー等普及促進事業費は、

新規事業として 100 万円の計上。国が進める脱炭素社会の実現に向けた取組に呼応して当市

においては再生可能エネルギーの熱利用分野の雪氷熱利用について、地域に即したエネルギ

ー資源としての研究を行うため、専門家に知見をいただきながら実施可能な取組を研究する

というものです。 

次の丸、有害鳥獣対策事業費は、19万円の減。１行目、鳥獣被害対策実施隊員報酬は対象

者数の減により、４万円の減。記載はありませんが、広域鳥獣被害防止協議会負担金が皆減

です。ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカなど、大型獣による農作物被害、人身被害防止対
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策として、新潟県と県内全市町村及び県の猟友会などにより、令和元年度に立ち上げられた

新潟県広域被害防止協議会では、広域的な被害防止計画の策定とその進捗管理を行うととも

に、これまで県内になかったライフル射撃場の建設計画を進めています。令和２年度は設計

費として、15万円を負担しており、令和３年度に建設工事を行う予定でしたが、現在、着工

予定が令和４年度とされたことから、新年度予算での計上はありません。 

次の丸、バイオマス利活用事業費、木質バイオマスストーブ等設置補助金は前年度と同額

の 100万円です。 

 めくっていただき、140、141ページ。２目斎場管理費は、前年度比 723万円の減。修繕料

が 592 万円の減で、令和２年度には耐火炉補修とバグフィルター交換以外に、動力盤、操作

盤の交換を行いました。令和３年度に予定される定期修繕の内容により減額となったもので

す。指定管理者委託料は 131 万円の減で、精算項目としている燃料費の平均使用量の減少、

光熱水費の電気代が供給事業者の変更により減少が見込まれるために減となるものです。 

以上、２項環境衛生費は合計で、前年度比 532万円減の 9,671万円の計上です。 

 続いて４款３項清掃費です。１目清掃総務費は、前年度比 615 万円の増。最初の丸、職員

費は、廃棄物対策課及び新ごみ処理施設整備室の職員 12名分の給料、手当などです。次の丸、

清掃総務費は、51万円の減。４行目の消耗品費が９万円の増。不法投棄防止看板 40組の製作

を予定しております。その下の印刷製本費が 60万円の減。令和２年度ではごみの分別ポスタ

ーを製作したことから、来年度はその分がそのまま減額となっております。次の丸、浄化槽

事業対策費（事業会計繰出金）は、前年度比 429 万円の増。繰出基準に基づく額及び浄化槽

使用料をもって賄えない経費の合計額を下水道事業会計に繰り出すものです。 

２目ごみ処理対策費は、前年度比 1,410万円の増。最初の丸、ごみ処理費は 380万円の減。

令和２年度をもって終了するグリストラップ汚泥等処理費補助金分の減額によるものであり

ます。次の丸、ごみ減量化推進事業費は前年同額であります。１行目、印刷製本費はおいし

い食べきり運動用啓発用品の印刷など。２行目の廃棄物資源化活動事業補助金は、子供会な

どが行う廃品回収に対する補助金。次の丸、魚沼市ごみ処理委託事業費は、次の 142 ページ

から 143 ページにかけてですが、1,790 万円の増。大和地域分のごみ処理を魚沼市に委託し

ている費用です。南魚沼市の搬入率が 0.2ポイント増加し、30.43％となっていること、令和

３年度にエコプラント魚沼のごみクレーン更新と焼却炉内打換え工事の予定があり、過年度

精算分の減額がありますが、全体で増額となりました。 

３目し尿塵芥処理施設費は、１億 4,637 万円の増。最初の丸、廃棄物処理施設一般管理費

は、90万円の増。ごみ処理業務に係る一般的な共通経費として計上するものです。１行目か

ら３行目は会計年度任用職員に係る報酬や手当、社会保険料の計上となっております。以下、

経常的な経費で変動が少ないものが多いですが、144、145ページのほう、１行目、建設機械

借上料は 13万円の増。宮最終処分場で保管してある溶融スラグの積込み、整地のほか、桝形

山最終処分場の埋立残渣の整地作業を直営等で行うためのものであります。４行目の車両購

入費は、平成９年に購入した施設作業用軽トラックの老朽化による購入費として 118 万円を
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計上するものであります。その３つ下、環境保全協力金は、可燃ごみ処理施設で発生する飛

灰について、搬出先である米沢市の民間処分場へ委託する際の自治体協力金として支払うも

のであり、令和３年度は搬出量を前年度比 200トン減少と見込んでおり、協力金も 26万円の

減となっております。 

次の丸、し尿等受入施設運営費は、212万円の減。３行目、し尿汲取業務委託料は令和５年

度までの３年間の長期継続契約となっており、労務単価等の上昇などにより、46 万円の増。

２行下、し尿等受入施設業務委託料は、県流域下水道処理施設の管理を行う、新潟県下水道

公社へ委託する経費で、令和３年度は協議により、設備の点検整備費用等の減額が見込まれ

ることから 100 万円の減。その下、六日町浄化センター維持管理負担金は、受け入れたし尿

等を県の下水処理場で処理する費用で、来年度は農業集落排水の下水道への接続により、し

尿等受入施設への搬入量減少が見込まれることから 168万円の減となっております。 

次の丸、可燃ごみ処理施設運営費は、905万円の減。２行下、燃料費は 308万円の減。ＬＰ

Ｇの燃料単価は上昇しましたが、ごみ搬入量の減少により、計画停止日数の増が見込まれる

ため、稼働日数の減少により、燃料消費量を見込んだものであります。３行下、し尿塵芥処

理薬品費は、441 万円の減。ごみ搬入量の減少により、処理薬品の使用量も減少することか

ら、購入費用が減額となります。５行下、スラグＪＩＳ登録手数料は、79万円の減。令和２

年度では３年間隔で実施する工場審査に係る費用 79万円の計上が別途ありましたが、令和３

年度では登録手数料のみのため、そのまま 79 万円が減額となっております。下から２行目、

飛灰処理業務委託料 2,000 万円は 300 万円の減。令和２年度では前年度からの保管分を処分

したことや、今後のごみ量の減少に合わせ、前年度比で 200 トンの飛灰発生量の減少を見込

んでいることから減額となっております。 

 めくっていただき、146、147ページ。２行目、可燃ごみ処理手数料徴収業務委託料は、69

万円の減。直近 12か月の実績によるものとなっております。２行下、スラグ処理業務委託料

は 66 万円の増。埋戻し剤などの資材として、令和２年度以上の需要が見込まれることから、

売却費を差し引いた運搬費の増額となっております。その下、運転管理業務委託料１億 4,853

万円は、195万円の増。緊急対応業務を含めた人件費分の増額となっております。また、記載

はありませんが、トラックスケール代行検査業務委託料については、隔年実施のため、令和

３年度では経費が発生しないことから 40万円の減額となっております。 

次の丸、可燃ごみ処理施設整備事業費は、１億 5,992 万円の増。可燃ごみ処理施設の施設

整備計画に基づく施設改修費用です。２行目、ごみ処理設備点検委託料は、令和２年度と同

額の１億円。法定点検や検査と併せて、経常的な補修、消耗部品の交換等を行うものです。

２行下、施設修繕工事費３億円は１億 6,000 万円の増。令和２年度に引き続き、劣化により

優先度が高い設備について更新を実施します。令和３年度では主にクレーン設備、ごみホッ

パーや吸塵装置など、燃焼溶融設備の一部、スラグ冷却コンベアなど、16項目の設備や機器

の更新、または分解整備を予定しております。その下、処理施設定期修繕工事費は、令和２

年度同額。基幹系設備について、プラントメーカー直轄による定期修繕工事の費用で、令和
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３年度では 21機器について予定しております。 

次の丸、不燃ごみ処理施設運営費は、105万円の増。３行目、光熱水費（電気）は、令和２

年度実績見込みにより 108 万円の減。３つ下、し尿塵芥処理薬品費は、脱臭用活性炭の交換

を行うことから、購入費用として 62 万円を計上。下から６行目の活性炭詰替業務委託料は、

その活性炭を交換する委託料であり、26万円の計上。下から４行目、不燃ごみ処理業務委託

料 8,400万円は、100万円の増。主に労務単価の増によるもので、不燃ごみ処理施設の運営や

障がい者福祉サービス事業所に依頼している容器包装ごみの分別に係る費用となっておりま

す。 

 めくっていただき、148、149 ページ。最初の丸、不燃ごみ処理施設整備事業費は、336 万

円の減。不燃ごみ処理施設の施設整備計画に基づく施設改修費用です。１行目、施設修繕用

部品費は、32 万円の減。今年度予定している破砕設備の部品について調達する費用であり、

修繕工事の際に支給するものです。令和３年度では令和２年度調達分の在庫もあることから、

減額となっております。２行下の処理施設定期修繕工事費 5,700万円は、300万円の減。施設

の心臓部である破砕機のローターディスクを令和２年度に製作し、令和３年度で交換工事を

予定しています。全体としては令和２年度に引き続き、劣化等による優先度により、破砕設

備や選別設備、集塵設備など 13 項目について、設備の更新と修繕工事を予定しております。 

次の丸、ごみ埋立処分施設運営費は 17 万円の増。市内４か所の最終処分場の運営費です。

一番下の行、処理施設定期修繕工事費は宮最終処分場の曝気装置３台のうち１台のオーバー

ホールを年次計画により行う経費となっております。 

その次の丸、広域ごみ処理施設建設事業費は、前年度比 100 万円の減。調査設計業務委託

料は計画を進める上で必要なデータ等がある程度揃ったことにより、皆減です。ページの下

から５行目、バス借上料は令和２年度にできなかった、市民を対象とした先進地視察を４回

実施するための費用です。なお、当初予算作成時においては、このように予算見積りを行い、

計上したものでありますが、事業の方向性については、先日の全員協議会でご報告させてい

ただいたとおりでありますので、今後早急に事業内容を定め、必要に応じて補正予算等で対

応してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 一番下の丸、環境衛生センター付属施設費は、14万円の減。可燃ごみ処理施設に隣接する

温浴施設、金城の里の運営費で、指定管理委託料となっています。 

 めくっていただき、150、151ページの１行目、清掃業務委託料は 26万円の減。令和３年度

については、排水分離槽の清掃は行わないことから減額となっております。その下の指定管

理者委託料は 12万円の増。令和３年度については、可燃ごみ処理施設の修繕工事に伴う計画

停止期間の延長等が見込まれることから、稼働停止期間中における加温ボイラー燃料費の増

額となっております。 

 以上、４款３項清掃費は前年度比１億 6,662万円増の、16億 4,379万円の計上です。 

 続いて、４項上水道費は、前年度比 3,079万円の減。上水道対策事業費（事業会計繰出金）

です。統合前簡易水道補助金及びその下、児童手当補助金は繰出基準に基づくルール分です。
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その下、消火栓配水管工事負担金は、消火栓に要する一般会計が負担する経費分として、繰

出基準に基づき負担するもので、850万円の皆増です。一番下、その他基準外補助金 1,060万

円は、福祉減免による減収補塡分を繰り出すもので、3,939万円の減。減の理由は平成 30年

度より政策的に実施してきた基本料金の一律減免を令和２年度をもって、終了することとし

たことによります。 

 以上で、４款衛生費の説明を終わります。 

○議   長  ここで休憩といたします。再開を２時 45分といたします。 

〔午後２時 30分〕 

○議   長  休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

〔午後２時 45分〕 

○議   長  衛生費に対する質疑を行います。 

 ３番・目黒哲也君。 

○目黒哲也君  ２点お願いしたいと思います。141ページ、ごみ減量化推進事業費の上から

３行目、電気式生ごみ処理機購入費補助金につきましては、これは何台分を予定しているか

お願いしたいと思います。 

 ２点目、145ページ、し尿等受入施設運営費の一番下、六日町浄化センター維持管理負担金

ですが、こちらのほうは農業集落排水のつなぎ込みによってし尿の受入れが減るのではない

かということで、減額になっているのですが、実際、令和２年度は２か所のつなぎ込みがあ

って、さほど受入れの減量にならなかったと聞いておりますし、むしろ、コロナ禍のおかげ

で減量したと聞いておりましたので、この辺りは計算して入れてあるのかどうかお聞きした

いと思います。 

以上です。 

○議   長  廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長  １点目の電気式生ごみ処理機ですけれども、10台（当日訂正発言あり）、

当初予算で予定しております。 

 それとあと 145 ページのし尿等受入施設業務委託料につきましては、100 万円の減となっ

ていますけれども、当初から新型コロナウイルス感染症ということを想定してはおりません。

これは計画に基づきまして、し尿のくみ取り量の減少ということが見込まれておりますので、

その分ということではないのですけれども、そういうことも鑑みまして、減額ということに

なっております。 

○議   長  ３番・目黒哲也君。 

○目黒哲也君  そうしましたら、141ページの電気式生ごみ処理機購入費補助金ですが、こ

ちら今後増やす予定があるのか、あるいは普及活動をしていく予定があるかどうかお聞きし

たいと思います。 

 もう一つ、さっきのつなぎ込みによって減るのではないかということですが、今年２か所

つなげて、10月につなげたと思うのですが、11月、12月とデータは出ているのです。ほとん
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ど減ってはいなくて、これはむしろコロナ禍でなければ、かなりオーバーになったのではな

いかということで、予想されていたのですが、その辺はいかがでしょうか。 

○議   長  廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長  電気式生ごみ処理機につきましては、当初予算で毎年 10台（当日訂正

発言あり）ということでさせていただいているのですけれども、今年度につきましては、令

和２年度は既に 12台ということで、足りない分については、予算流用という形でさせていた

だいております。 

 し尿等受入施設業務委託料につきましては、こちらのほう、減量のほうがなかなか見込め

ないというのもございますけれども、委託料につきましては、し尿くみ取り業者さんと打合

せをさせていただきながら、委託契約のほうの見積りを頂いて、決めさせてもらっています

ので、そういうふうな形でさせていただいています。 

以上です。 

○議   長  １番・大平剛君。 

○大平 剛君  ３点ですか、聞かせてもらいたいと思います。まず 136、137ページ。地域

医療対策事業費、ここで聞くのがちょっと正しいのかどうか分かりませんけれども、ここで

聞かせていただきます。 

 今後、魚沼圏域の医療の連携というのがまたいろいろ事情もというか、状況も変わってき

まして、必要になってくると思います。今後そういう魚沼圏域の医療連携について、魚沼市

や湯沢町さんと話し合っていくという予定はあるのですか、ないのですか。ちょっとその辺

を聞かせていただきたいと思います。 

 それから、次のページ、138、139ページですけれども、まず、新エネルギー等普及促進事

業費で、昨日もちょっといろいろあったのですけれども、これは 100 万円ということは、雪

冷熱エネルギー利活用研究委託料ということで、何らかの研究を依頼するのかと思っている

のですけれども、もうちょっと具体的に説明できるところがあったら教えていただきたいと

思います。 

 それと、その下の有害鳥獣対策事業費ですけれども、その中の有害鳥獣捕獲の担い手緊急

確保事業補助金というのがありますけれども、猟友会さんも大分年齢が上に上がってきて、

高齢化が進んでいる中で担い手の確保しなければいけないわけですけれども、これは例えば

市役所の庁内とか、そういったところでも猟友会のメンバーというわけではないけれども、

例えばわな猟ができるようにするとか、そういった庁内での取組というのがあれば、教えて

いただきたいと思います。 

以上、３点お願いいたします。 

○議   長  外山副市長。 

○外山副市長  魚沼圏域における他市町村との話合いについてですけれども、この魚沼の

再編はかなり前から行われて、実現したのが平成 27年度からです。時あたかも、ちょうどそ

のときに国が地域医療構想というのを出しまして、都道府県でも地域医療構想計画というの
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がつくられているのですけれども、それによって、似ているのですが、さらに魚沼基幹病院

を高度化するであるとか、あるいは周辺の病院については、それを連携しながら、急性期か

ら回復期に変えていくであるとか、そういうことが調整することになっておったのです。そ

れが令和元年 11月の、それは保健所で調整会議があるのですけれども、それを最後にやられ

ておりませんで、一方、このたびの医療対策推進本部、あるいはその医療計画構想調整会議

かな、そこに出している考え方も、そういった病棟の転換を一部、計画しておった状況がご

ざいます。 

したがって、仮にそういうふうな形で市民病院の一部の病棟を転換するであるとか、そう

いうふうに、今日も魚沼基幹病院の、一般財団法人新潟県地域医療推進機構の理事長の荒川

先生や、魚沼基幹病院の鈴木院長が市長のところに来られて、市長も新潟県地域医療推進機

構の理事なわけでありますけれども、連携しようという話になっております。そういう病病

連携をさらに進めていくとなれば、しなければいけないのですけれども、当然その圏域全体

の中で湯沢町であるとか、魚沼市であるとか、そういうところと協議しながら進めていくこ

とになろうと思います。ただ、そのスピードが、コロナ禍でありますので、どの程度のスピ

ードになるかはまだ決まっておりませんけれども、方向性としてはそういう形でやっていか

なければいけないと思っております。 

○議   長  環境交通課長。 

○環境交通課長  ２点目の新エネルギーの関係でございます。こちらにつきましては、国

のほうもＣＯ２の削減ということで、取組がこれから始まるという中で、まず市の再生エネル

ギー、そちらのほうで、当然よく思われるのが、何らかの関係のエネルギーを使った発電と

いうことが比較的周知されている部分かとございますが、熱利用という分野で市のほうでも

雪のアピールのほうを進めてきた中で、これを今後いかに取組として進めていくことができ

るかという部分について、今後研究をしていきたいと。委託料という形になっております、

こちらにつきましては、ゆきぐに利雪振興会さんのほうを今予定しておりまして、そちらの

ほうを通じながら、新たに進めるべきエネルギー源であるというような形を模索していきた

いという部分でございます。 

 ３点目の有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金でございます。こちらにつきましては、

そういった猟友等の免許の新規の取得者確保のための支援事業となっております。具体的に

は射撃の教習受講料、あとはそのときに必要になります健康診断料。こちらは銃の所持許可

と、あと狩猟免許の申請、この２つが対象になりますし、あとハンター保険 5,000 円という

ものがございます。５人分を確保するような形で予算のほう、上げさせていただいておりま

す。 

 職員の取組ということでございますが、今現在、市の職員を対象にこちらの免許の取得と

いうところで進めている施策のところはございません。 

以上です。 

○議   長  １番・大平剛君。 
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○大平 剛君  大体分かりました。地域医療の連携に関しましては、私ごときが言うと釈

迦に説法のようになってしまいますけれども、これから正直、病病連携もそうですし、何よ

りどこがどこまで何をやるかというのは、例えば市民病院だと小児科が特に問題になってい

ますよね。そういうのをほかのところで――問題というのは別にこれを続けるか、続けない

かというそういう話になっています。そういう中で、例えば魚沼市さんの病院や何やらで診

てもらえるかとか、そういう市を横断した圏域内での科目の融通というのが、また重要にな

ってくるかと思いますので、今後連携は進めていくということなので、こういうこともきち

んと話し合われるという認識でいいのか。その点だけ１点お聞かせ願いたいと思います。 

 それとエネルギー利用ですけれども、あくまで産業としてではなく、自然、環境面を考え

た上でのエネルギーの活用方法ということでよろしいのでしょうか。その点だけ１点確認さ

せていただきます。 

 あと、有害鳥獣ですけれども、市の庁内ではそういった試みはないということですけれど

も、今後本当に必要になってくる部分もありますし、ちょっと消防長がいないのであれです

けれども、例えば消防署とか、その内部でやるとか、いろいろなことが考えられると思いま

すので、この点も今後どうやっていくかという、思いといっては何ですけれども、考えがあ

れば、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

○議   長  外山副市長。 

○外山副市長  基本的な考え方としては、全ての医療機能にわたって、魚沼医療圏域全体

で調整するというのが基本だろうと思います。ただ、では小児科とか内科とか、さらに基本

的なサービスについて、市町村を越えて、では調整するのかということになりますと、そう

いうことにはならないのではないかという気がいたします。むしろ重要なことは、例えばこ

の２次医療圏の中に、回復期リハビリテーション病棟というのは１床もないのです。そうい

うふうなものを例えばこれから市民病院が――これは病院が本当にその気にならなければ無

理ですけれども、やっていった場合には、そうすると、その急性期が終わった人たちが、や

はり南魚沼市を越えて圏域全体で調整すると。患者を病病連携で、というような話になりま

すので、そういうことであるとか。 

さらに、これから例えば魚沼基幹病院がさらに高度な分野を、今日も少しお話があったの

ですけれども、どういうふうなところに持っていくのかということを踏まえながら、では市

民病院のほうではこういうふうなことをやろうという形を、そういった役割分担をやってい

く必要があると思っていて、それは一朝一夕にはできないものですから、かなりやはり中長

期的なものを目指しながら調整していくことが必要であろうと思っています。 

ですから、市民病院の病棟転換ひとつ取っても、それだけで患者が全て満杯になるという

可能性はないものですから、それはやはり周辺町村と協力しながらやっていく必要があると

思っています。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２つ目の新エネルギー等普及促進事業について、私のほうからちょっと。
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先ほど課長も答えましたが、ちょっとだけ思いを話します。 

 よく聞いていただいたと思っています。100 万円という額ですけれども、この 100 万円が

第一歩だと思っていまして、これまでオリンピック、パラリンピック等にいろいろなことで

チャレンジしてきましたが、よくここでもずっと話をしている、そこが最終目的ではないと。 

やはりこの地域の産業で、いかにやっていくかということであると思っていまして、ここ

で言うと、詳しいことまでちょっと言えませんが、既に、これは肝煎りでやりたいと思って

いまして、ここではどこかに丸投げするとかではなくて、先ほどの答弁もそのとおりですけ

れども、本当に今、例えば新潟工科大学とか、例えば長岡技術科学大学とか、もちろんそう

いった様々な知見があるところと提携もしながら、本当にここでどんなことが産業化してい

けるのか。そして市民生活に例えばそういうものを使っていけるのか。公共のほうでもどう

いうふうに取り組めるか。様々なところの研究を開始すると。今は 100 万円という小さな一

歩ですが、これが大きく転じていくことを目指しながらやっていくための第一歩だと考えて

います。細かいところまでちょっと言えませんが、すみません。 

○議   長  環境交通課長。 

○環境交通課長  ３点目の有害鳥獣の職員の部分でございますが、今現在、職員の方にお

きましても、猟友会と自治体のほう担っていただいている方はおりますが、市の取組として

今現在進めるということは考えておりません。 

以上です。 

○議   長  １番・大平剛君。 

○大平 剛君  ３点目は分かりました。 

 １点目ですけれども、すみません、私のほうがちょっとしゃしゃり出過ぎて、小児科とい

うのは確かに重要なもので、市を越えてというのは無理かもしれませんけれども、ただ、ほ

かのいろいろなものを、民間とも連携してやられていくということだと思いますので、ぜひ、

私は意外と期待していますので、頑張っていただきたいと思います。 

 最後、今市長がおっしゃいましたけれども、要するに今回の 100 万円というのは、この後

の産業化や何やらに向けての 100 万円という動きで考えていいのかという――要するにこれ

から始まるということで理解させていただきましたけれども、それでよろしいのかだけ最後、

１点確認して終わりたいと思いますが。 

○議   長  市長。 

○市   長  そういうことだと思います。研究会を今年度必ず立ち上げる、ということ

です。そこにいろいろなメンバーに集まっていただく。それをもっていろいろなことを考え

る、推進していくということです。 

○議   長  先ほど議席番号３番・目黒哲也君の質疑に対して、廃棄物対策課長より発

言を求められておりますので、これを許します。 

 廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長  すみません、先ほど目黒議員の答弁について、訂正させていただきま
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す。 

 当初の予算想定 10台と申し上げたのですけれども、こちらのほう、当初想定が５台になっ

ております。本来であれば補助金でありますので、必要に応じて補正予算で対応すべきとこ

ろでありますけれども、全体では利用者のほうが少ないということで、流用のほうで対応さ

せていただいております。 

以上です。 

○議   長  10台が５台ということで……（何事か叫ぶ者あり） 

 ２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君  ４点ほどお願いしたいと思います。133ページの最初の丸、歯科保健対策事

業費。これの一番下の行、成人歯科健診委託料です。これは 800 人ということで、これまで

ずっと子供たちの健診しか歯科は実施できていなかったわけですが、ようやく成人の健診が

始まって、一定年数も過ぎてきました。この間、受診数の、チケットなども配布しながら取

り組んできたと思うのですけれども、受診数の推移ですとか、健診後の今度は治療へのつな

がりといいますか、受診率ですとか、そういったのが順調に向上していっているのか、状況

がどうなのか、ちょっと教えていただけたらと思います。 

 それから、137ページの上から２つ目、地域医療対策事業費。ここで地域との連携という部

分で１番議員から先ほど質問もありました。当市の医療のまちづくり検討委員会にいろいろ

な方から入っていただいて議論いただいたわけです。その中でも山崎委員のほうからも本来

であれば、県が全県の姿をまず示して、それに基づいて地域で議論をやっていくというのが

本来であれば筋だろうという意見もありました。ようやく県も今年度からそこを着手して、

来年度、令和３年度あたりでしょうか、全県の地域医療推進会議の中で状況を示すというよ

うな段階になってきているようです。その辺を見据えると、やはり県の構想との連携という

のも必要になってくると思うのです。今、自治体を越えてというのがなかなかどうなるかと

いう話もありましたけれども、今、県が進めている構想との関係、その辺の対応や考え方が

もしありましたら教えていただきたいと思います。 

 それから、141ページ。下の表、清掃費の最初の丸、職員費です。これは全員協議会で魚沼

市の職員は４月から帰るというようなこともお話をいただきましたが、今度は新しい体制で、

早急に組み直して、湯沢町と大和を含めた南魚沼市ということで仕事を進めなければいけな

いということになるわけです。この辺の体制というのは、ある程度構想としてあるのか。こ

れから急遽考えていくという辺りになるのか、少し教えていただければと思います。 

 それから、今ほども３番議員のほうからもございましたけれども、下のごみ減量化推進事

業費、これの電気式生ごみ処理機購入費補助金、５台ということですけれども、ごみ減量化

ということでこの補助事業も、もうかなりの年数続けてきていると思うのです。南魚沼市の

中で年間５台、10 台ということでごみの減量化になるのかどうなのか。そういう意味では、

何が決定打ということではないですけれども、ごみ減量化の中で、家庭ごみを含めた減量化

というと、これくらいしかちょっとないみたいですけれども、かなり年数もたっているので、
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なかなか伸びない状況。 

 ただこれを続けていくということは、方策としてはこれを市として進めていくということ

だと思うのです。そろっと停滞している台数を、普及をもっと増やす、そういった何か取組

を、これまでどおり補助金を出します、だけでは全く進展が見られていないというのが、こ

の間の現状だと思います。その辺、少しこの状況を打破するような手といいますか、お考え

があるのかどうなのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議   長  外山副市長。 

○外山副市長  市民病院、大和病院も市立病院であるのですけれども、ご案内のように、

医療法であるとか、健康保険法であるとか、そういった縛りの中で生きていかざるを得ない。

そういう観点から、もう既に病床規制、医療法の医療計画の枠の中にありますし、さらに先

ほど話しました、平成 27年に医療法が改正されまして、地域医療構想を策定すると。 

確か新潟県は平成 29 年の２月だったか３月に地域医療構想ということで、2025 年を目途

にどういうふうな各２次医療圏で、高度急性期、急性期、それから回復期、慢性期とベッド

をシェアしていくかという計画も、既にホームページで公表しております。それに沿って、

今まで保健所の地域医療構想調整会議で、ではどこが今の急性期といっているところを回復

期にするのかとか、慢性期にするのかとか、要するにほとんど全部が急性期だったものです

から、それをどういうふうに分化していくか、ということを話し合われてきました。 

一方、この制度のちょっと矛盾点といいますのは、そういうふうに国及び新潟県が法令に

従って、もう既に基準というか目標のベッド数を示しているのですけれども、今度はでは自

分のところがどういうふうなベッドに区分しますかというのは、手挙げ方式で、それは病床

機能報告制度という別の制度があります。平成 26年度からスタートしているのですが、例え

ば自分のところが見方によっては高度急性期になるかもしれないけれども、自分のところは

急性期だといって報告すると、もうそこは急性期になってしまうのです。 

ただ、そういうふうなやり取りを今調整する中で、先ほど申し上げましたように、市民病

院であれば、140床のうち、令和元年 11月に報告したデータでは 40床を、確定ではないです

けれども、例えば回復期のほうに――回復期というのは、広い意味の回復期、地域包括ケア

も含めてですけれども、報告しています。 

したがって、現在はその調整の過程にあるというのが１つの軸があって、それでなぜそれ

が進んでいないかというと、新型コロナウイルス感染症の騒ぎがあって、新型コロナウイル

ス感染症の病棟というものをどういうふうに考えるかという辺りがまだ決まっていないので、

新公立病院改革プランも次の改定の新公立病院改革プランまで行かないと同じような理由も

あろうかと思いますけれども、そこはちょっとストップしているということであります。 

一方、私も報道でしか知りませんけれども、県が新たに来年に向けて地域医療構想でさら

にそれをバージョンアップするといいますか、そういうふうなことを言っておりますけれど

も、私どもとしては、今、新潟県で告示している地域医療構想の計画のバージョンにまだ合

っていないものですから、まずそれを達成することが重要だと思っております。 
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ちょっと懸念いたしますのは、報道でしか知りませんけれども、今の県のその次のバージ

ョンの地域医療構想というのは、何でもかんでも一つの圏域に大規模な病院が１個あればい

いとは言いませんけれども、そういうふうな形の病院がまずありきという形のところが見え

るものですから。そうすると、では基本の地域包括ケア、議員が一生懸命やっている地域包

括ケアであるとか、在宅であるとか、そういったところをどういうふうに、そこに基本があ

って、時々高度というのが一番いいと思うのです。そういうことがあまりにも、まあ蓋を開

けてみなければ分かりませんけれども、途中のその報道ではそういうことを強く感じられま

すので、我がほうとしては市民サービスということを一番に考えて、まだ途中経過でありま

すけれども、今までの基盤をしっかり強固なものにしていく必要がまずあるのではないかと

思っています。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  まず、３点目の新ごみ処理施設関連の職員体制という問いであります。

それこそ報告させていただいたのが、昨日の今日のような状態ですので、今その体制、構想

というお話ですが、今のところちょっとお話できるようなものを持っておりません。 

 ４点目、家庭ごみの減量についてですが、マシンといいますか、機械を買うことによって

ごみを減量化するというのよりも、やはり家庭ごみの減量は何よりもいろいろな知識だった

り、それぞれのご家庭の取組が最大なものであると思っております。何よりも啓発といいま

すか、そういうことが最大のものだと思っています。 

今、市報などでもほぼ毎月に近いくらいのペースで紙面をいただいて、３Ｒという内容を

出させてもらっています。そういったところをもっと工夫したりして、進めていくとか、あ

とは少し前に総合計画審議会などでもご意見をいただいたところですが、やはり子供の頃か

らご家族と一緒にごみの分別ですとか、そういったところに取り組むと、そういう知識なり

経験は将来につながっていいのだよという、大変ありがたいお話をいただいたりしましたの

で、そういったところを、これから私たちはどうやって生かしていけるかということを、考

えてまいりたいと思っております。 

○議   長  保健課長。 

○保健課長  成人歯科健診についてですが、20歳から 70歳まで 10歳刻みの方が対象とな

っております。目標としているその年代の目標値は、10％で考えておりますが、現在平均で

14％の実施率になっております。高齢の方のほうが実施率が高いです。なお、健診は歯科医

でしますので、その後のフォローといいますか治療については、健診をして要治療というこ

とになりますので、ほぼ 100％つながっているかと思っております。 

以上です。 

○議   長  ２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君  歯科健診についてはよく分かりました。そういう意味では大変成果も上が

っているということで、特に高齢者になると口腔ケアなどもその後の健康に重要になってく

ると思いますので、ぜひまた力を入れて推進をお願いできればと思います。 
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 それから、医療連携の関係ですけれども、今、副市長おっしゃることもよく分かりました。

ただ、これまで新潟県地域医療構想の中では、なかなか地域ごとの医療体制を含めた県の提

言といいますか、方針といいますか、が示されなかったわけですけれども、今度は令和３年

度、恐らく医療圏ごとの県の方針が出てくるのだろうと思うのです。そうなってくると、そ

ことのやはり連携といいますか、それを見据えた中での推進というのもこれはかなり大事に

なってこようかと思います。副市長がおっしゃるように、どういう内容が出てくるかという

のはこれからになるわけですけれども、ぜひ、それらともそごがないような形で安心安全の

医療体制が築けるように推進をいただければと思います。 

 それから、新ごみ処理施設整備室の人員体制ですね。それについては今後の課題というこ

とで、やはりそういうことなのだろうということで、了承いたしました。 

 それから、減量化の問題ですけれども、部長さんの言われたこともよく分かります。ただ、

概念的なこと、観念的なことだけでは、なかなか減量化は現実のものとして進みませんので、

例えば生ごみ処理機を目的、目標を持って導入を促進していくとか。もっと家庭内の取組と

いうことであれば、具体的に、このことを今度は、今までなっていなかったけれども、こう

しましょうというような、具体的な作業とか目標とか、そういったものを市として示して、

各家庭に普及をさせていかないと、なかなか現実のものとならないと思うのです。 

理屈としては、それは子供の頃から親とそういう議論をしたり、そういった知識を教えて

やったりというのは、それは土台としては大事ですけれども、なかなか推進を、具体的な成

果を出すということになると、もっと具体的な提案を市からも積極的にする中で進めていか

ないと、形となって現れるのはいつになるのかということにもなりますので、その辺につい

てお考えがありましたらちょっとお願いしたいと思います。 

○議   長  外山副市長。 

○外山副市長  ちょっと申し上げますけれども、新潟県の今の地域医療構想は、各論のと

ころはばくっとしか書いていないのですけれども、総論のところにも別表できちんと病床数

まで書いてございまして、国の推計、それから県の推計ということで、この圏域の中のそれ

ぞれの将来目標数の病床数まで書いてあります。大きくいえば、これからも県と協議しなが

らやっていかなければいけないのですけれども、ところがそこで求められている、例えばこ

の医療圏の中の高度医療の病床数は、確か国が 70数床、70数ベッド。県の推計だと 99だと

かのベッド数が必要になる。 

ところが、病床機能報告制度で魚沼基幹病院が報告している数は、20ベッドしかないので

す。一方で魚沼基幹病院は地域包括ケア病棟までつくっているわけです。大和病院も地域包

括ケア病棟までつくっているわけです。 

したがって、我がほうとしては、むしろ地域連携ということを考えると、そういうふうな

回復期的なものについては、市民病院だったり、ゆきぐに大和病院だったり、そういうふう

な形でこれから、今の構想に書いてあることを実現するように、そういう方向に行くべきで、

でないと、１つの総合デパートだけですね、で済むということになりますと、本当に、医療
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費的にはいいのかもしれませんけれども、地域包括ケアが実現できなくなるのではないかと

懸念しております。 

したがって、今後の県が出す医療構想ですね、そういうことにはならないと思いますけれ

ども、今までの報道ですと、そういうふうに２次医療圏の１か所のそういう機能病院が総合

化を図るというか、そこに集約することがすごく前面に出ております。その辺については、

基礎的な自治体である市町村の立場に立って、主張すべきことは主張していきたいと思って

おります。だからといって、県の計画と整合性のないことをやるわけにはいかないので、そ

の辺は協調すべきところは協調しながら、主張すべきことは主張していきたいと思っており

ます。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  ごみの減量について、目標を持ってというご提案をいただいたかと思い

ます。この場ですぐこうしてというお話はちょっとできませんけれども、それが数値目標な

のか、行動の目標なのかといったこともありますので、それらまた研究してまいりたいと思

っております。 

○議   長  ２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君  はい、分かりました。ごみのほうもぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 地域医療構想も副市長のおっしゃることはよく分かります。恐らく県のほうもそういう意

味では、この地域も地域全体で１つの病院ということで、大きな医療改革といいますか、構

想をやったわけですから、そう矛盾するような内容は出てこないのだろうと期待しています。

ぜひ、それらも含めて、県との協議も含めて、この地域の医療がよりよい方向になるように、

頑張っていただきたいと思います。終わります。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  139ページ、新エネルギー等普及促進事業費と、バイオマス利活用事業費、

ここのちょっと考え方を教えていただきたいのです。先ほどの市長の説明、答弁だと、とに

かく南魚沼市は雪を資源化してきちんとそれを利活用していこうという考え方の下で、それ

を発展させると。ただ、大前提として、一番最初に説明を受けたときは、ＣＯ２を削減すると

いうことがそれなりの目的を果たしていると。そういうふうに考えていくと、この木質バイ

オマスはどういうふうに考えればいいのかをちょっと知りたくて――というのも、木質バイ

オマスというのは、言い方は悪いですけれども、本来、不要なもの、ごみになりかねないよ

うな木材を利活用してペレットを作って、それを地域内で消化して地産地消を行うことで、

二酸化炭素の量を削減していきましょうという考え方のはずなのです。 

今現在、市内に木質バイオマスを作っているところがないから、よそから買わなければい

けない。よそから買ってくるということは、二酸化炭素の削減になっていないです。輸送す

ることで二酸化炭素を使って運んできているということだから、この辺りの考え方が、新エ

ネルギーの部分と若干異なっている。これをどうやって噛み砕いて、飲み込んで、政策とし

て一本化して、南魚沼市としては環境政策をきちんと二酸化炭素を削減する方向で考えてい
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くのですよと。この辺りをちょっと知りたい。というのも、ここには衛生費だからバイオマ

スですけれども、恐らくまきストーブがどこかに出てきますよね。まきストーブはもともと

市内で使われているというか、取れた木を使うことによって、その利活用が進むことで二酸

化炭素が減っていくという考え方だと思いますから、この辺り、ちょっと政策としての整合

性をどう解釈すればいいのか、考え方を教えてください。 

 もう一つが 141 ページ、ごみ減量化推進事業費。これも政府はデジタルトランスフォーメ

ーション、ＤＸということで、とにかくいろいろなことをデジタル化していきましょうとい

うことを言っている中で、ごみを減量しましょうよ、ということを推進するのにポスターで

あったり、チラシであったりは確かに必要なのかもしれない。 

それも今まで複数年間同じことをやってきて、年間当たり何％か減量しているという実績

があるのであれば、この印刷製本費というのは多少減量に何か影響を及ぼしているとは思う

のですけれども、減少していることがそれほどでもないのであれば、印刷製本費の部分が下

手したら、これはごみになりかねないわけです。この辺り、ポスターやチラシを作ることに

よって、ごみの減量が推進しているのか。それをデジタル化することによってという検証を

これからするのか。した結果、まだポスターなのか、まだチラシなのかと、この辺りのこと

をちょっとお聞かせください。 

○議   長  環境交通課長。 

○環境交通課長  木質バイオマスのストーブということで、現在市内での循環、地産地消

されていないという中での取組についてどうかということだと考えております。 

 確かに議員が言われるような形で、一番理想的な部分については、地域での例えばペレッ

トを製造した上で、そちらのほうを消費していくというのが一番理想であります。ただ、現

在行っているこのバイオマス事業につきましては、必ずしもペレットだけではなく、今、ま

きストーブのほうも同じ対象にしております。考え方につきましては、地域で廃材になるよ

うなものでなくても、環境の負担の少ない木材を使用した、そういった補助ということに対

して交付をしていると考えております。ですので、ＣＯ２の削減という意味では、整合性は取

れていると考えております。 

以上です。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  ２点目のごみ減量化のところの印刷物というようなあれです。今までこ

れで飲食店向けにコースターなどを作成させてもらっていた流れがあるので、印刷製本費で

――まだ実は中身がちょっと固まっていないところもあって、上げさせてもらってあったと

ころもあるのですが。例えば昨今は飲食店もなかなか営業が新型コロナウイルス感染症の関

係がありまして、ではそれでもテイクアウトですとか、お持ち帰りの容器のようなものを廃

棄物減量という観点から私たちがお手伝いしてみたらどうかとか、今そういう議論を中でや

っております。 

なので、ポスター、チラシのようなものだけを配布して、それがまた無駄になるようなと
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いう考えには私どももならないように、気をつけてまいりたいと思いますし、そういった宣

伝とかそういうものがデジタルの中でまたできるということであれば、それらもまた検討し

てまいりたいと思っております。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  分かりました。とにかくこのバイオマスの中にまきストーブが入っている

というのは、聞いて納得したのです。それなので、この雪冷熱の部分は別に突っ込むつもり

も全然ない――全然ないというわけではないですけれども、ないですけれども、今後この考

え方として、私たちが生活する上で冷房を使っている時期というのは、主として７月、８月、

９月なわけです。 

一方で、暖房というものは、11月くらいから下手すればゴールデンウイークくらいまでは

皆かけているので、そういうふうに考えると、冷やすことと温めることといったら、温める

ことのほうが生活の中では倍くらいエネルギーを使っているはずです。冷やすことも重要な

のだけれども、温めるということの中で生まれてくるＣＯ２の量を削減するということが、南

魚沼市の環境政策に恐らく通ずるものになってくるというところで、今後そういう考え方を

きちんと予算の説明の中でも分かるような格好でしてもらえれば納得できるかと思いました。 

 141ページのごみの件に関しては、コースターという考え方は、私はよく――もう今は新型

コロナウイルス感染症のときだからやっていないですけれども、懇親会とかで、こめつぐ君

のマークが入っているあのコースターですよね。あれはもう絶対意味ないと思います。だっ

て、そもそもあの２時間が終わったら、ごみとして処理されてしまうわけですよね。あれが

プラスチックとかでない限り、紙はやはりごみとして処理されがちなので、それだったらや

はりデジタル化を進めていったほうがいいと思うのです。この辺り、もう一点だけ、何かし

ら紙に代わるＣＯ２の削減案が議論されたかどうかだけ教えてください。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  いろいろな内部の議論――ちょっとすみません、市長からもいろいろ話

も受けておりますし、私どものほうでも、確かに今の紙はごみになってしまうというのも、

よく私どもも分かっているので、何とか次のものをという検討をしておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

○議   長  ５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  ２点すみません。137ページ…… 

○議   長  マイクのほうを向いてお話しください。 

○中沢道夫君  地域医療対策事業費ですが、今、質疑で大分聞きたいと思ったことは答え

てもらったのですけれども、重点施策の概要の 13ページにこの地域医療対策事業というのが

載っているのですが、金額がこちらには 5,972 万円と――これは単純な間違いだと思うので

すが、載っているので、その辺ちょっと確認です。 

 あともう一点。先ほどほかの議員も触れましたが、新エネルギー等普及促進事業費 100 万

円です。これも重点施策の概要の 14ページでは、脱炭素社会実現に向けた再生可能エネルギ
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ーに対する取組の検討ということになると、2050年、二酸化炭素排出ゼロを目指すような中

身かと思っていたのですが、先ほどの説明だと、主に雪冷熱を産業化していく、そういう研

究をするという受け止めでいいのかどうなのか、お願いします。 

○議   長  財政課長。 

○財政課長  １点目の地域医療対策事業費と予算の概要の差の部分であります。こちらの

部分につきましては、医療対策事業費の中にあります脳神経外科救急業務委託料の部分と、

その３つ下の地域医療推進事業運営補助金、こちらは湯沢町との受託事業の関係の部分であ

りまして、これが合わさってここに載っているのですが、重点施策のところにはそれを引い

た部分というところで載せてあります。 

以上です。 

○議   長  環境交通課長。 

○環境交通課長  新エネルギーの取組についてでございますが、雪冷熱という観点で見ま

すと、当然、環境の担当課として私どものほうがまず研究調査をするという形で始めさせて

いただきたいと考えております。その先の産業化については、また形が固まった段階で、そ

ちらのまた担当のほうに送るような形になるかと考えております。 

以上です。 

○議   長  ６番・田中せつ子君。 

○田中せつ子君  ４点伺います。131ページ、健康ポイント事業報奨品。これはわずかです

が、金額が上がっているのですけれども、これは金額が少ない割にはとても効果としては期

待できる。市民全員があまりお金をかけずに取り組めるものですから、とてもいいことだと

思うのですけれども、少しですが金額が上がっていますので、増えるという何か見込み、い

い先の見込みがあってこういった金額になっているかどうか、というところが１点です。 

 131 ページの下のほうの母子保健事業費の中の産後ケア事業委託料です。これが資料のほ

うですと、令和２年度の１月末現在、宿泊３人、日帰り１人という実績が出ているのです。

これも昨年の当初予算からすると 49万円上がっているのですけれども、この辺もますます力

を入れて取り組むということで金額を上げているのかどうか、というちょっと細かいところ

を伺います。 

 次、３点目ですが、141ページの一番下の丸、魚沼市ごみ処理委託事業費。これが 1,800万

円アップしているということで、今、説明を伺ったのですけれども、ごみの量としましては、

１月の実績でも可燃ごみでもマイナス 195 トンになっていたりして、量としては減っている

ので、金額的に下がるかと、とても期待していましたら、先ほどの説明だと 0.3 ポイント増

だということです。 

うちのほうもごみの減量に一生懸命取り組んでいるのですけれども、結局は魚沼市も人口

減少とか、いろいろな理由があってでしょうけれども、南魚沼市のほうの比率が上がったの

で負担する金額が増えているというような考え方でいいのかどうなのかというところが３点

目。 
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 ４点目は 149 ページ、広域ごみ処理施設建設事業費です。先ほどバスの借上料は４回分で

当初予算は上げてあるけれども、今後いろいろ変更になった部分があるので、補正でまた変

更するという説明をいただいたのですけれども、魚沼市のほうが抜けるにしても、南魚沼と

しては新たに造らなければならないところは何ら変わりがないわけです。これ４回分の先進

地視察、概要のほうでは先進地視察ということで書いてあるのですけれども、４回を２回に

減らすということなのか。変更の内容ですけれども、いや、いろいろ全て見直さなければな

らないので、ゼロになるのだということなのか。その辺のもう少し具体的なところを伺いま

す。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  １番目の健康ポイントの関係でございます。今年度も実施したのですが、

残念ながらイベント等が少なかったという点がありました。今、新年度の事業につきまして、

生涯スポーツ課、保健課のほうで協議して進めているところです。令和２年度につきまして

は、11 月までの事業についての取組ということでやっておりましたが、新年度、夏の取組、

冬の取組というような形で、より範囲を広げた中での事業にできないかということで、現在

そこの部分については検討中です。事業の拡大ということでお考えいただければと思います。 

 ２番目の産後ケア事業。これにつきましては、宿泊型の分、日帰り型の分、ともに令和２

年度に比べて拡充した中で予算づけをしているところでございます。特に宿泊型の宿泊日数

等について拡充していった中で、実績の中から見込んでいるところでございます。 

以上です。 

○議   長  廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長  ３点目の魚沼市ごみ処理委託事業費ですけれども、昨年と比べて南魚

沼市の搬入量が 0.2ポイント増加しまして、30.43％になったこと。あとそれと令和３年度は、

エコプラント、そちらのほうのごみクレーンの更新、それとあと焼却炉内の打換え工事とい

うのが予定されております。そのため 1,790万円の増となっております。 

以上です。 

○議   長  新ごみ処理施設整備室長。 

○新ごみ処理施設整備室長  バスの借上料の件でございますが、先日、方針が変更になり

ましたけれども、議員おっしゃるとおりに、早急に新たな施設に向かって進めていかなけれ

ばいけないことは変わりありませんので、その中で、今年計画しておりました市民を対象に

したというところのバスの内容が、今後どうなるかというのはちょっと別としまして、その

推進に向けて先進地視察を必ず進めていくという気持ちでおります。 

以上でございます。 

○議   長  ６番・田中せつ子君。 

○田中せつ子君  ３点目の魚沼市ごみ処理委託事業費の件だけ再度伺いたいのですけれど

も。そうしますと、ごみの量だけではなくて、ごみのクレーンとかいろいろの更新とか、施

設のほうにもかかっている分を結局負担しなければならないということです。そうしますと、
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南魚沼市のほうのクリーンセンターの修繕費もかかり、魚沼市にお願いしている分もかかり

で、両方かかるということで、なかなかそういったことは市民のほうにはよく分からないと

思うのです。 

今、プラスチックごみを減らすということでマイバッグを推奨されていて、これについて

は、自分が支払うときには、袋が何円であっても、マイバッグを持っていて、そこを少なく

しようということは結構広がっているのですけれども、こういった市のほうでごみの処理に

これだけ大きな金額がかかっているということは、なかなかつなげて市民としては考えられ

ない部分があります。ますます先ほど来出ているごみの減量ということに関しては、もっと

力を入れなければいけないのだと思うのです。その辺を市民の皆さんにも分かっていただけ

るようなやり方が必要だと思うのです。広報のほうもいろいろ考えていらっしゃるというこ

とは今伺ったのですけれども。 

中古品の回収とかも、昨年度は途中、ちょっと中断していたところもありましたけれども、

また今、秋から再開しています。こういった中古のものを集める、回収するというところも

品目を増やすなり、なるべくごみにしないようなところを少し力を入れてやっていくという

ようなお考えがあるのか、どうなのかを再度伺います。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  こうした、そうですね、魚沼市のほうでの改修費用。それから魚沼市の

ほうでもこれから長寿命化の事業が計画されておりますので、そういった負担も南魚沼市の

ほうで当然その割合に応じてやっていかなければいけないという取り決めの中でやっており

ます。また、そういったことは市政の予算とか、そういったもの全般の中でなるべく分かり

やすくお伝えできればと考えております。 

 あと、今中古品とおっしゃった、その中古品というところがちょっとあれですが、リサイ

クルできるものといいますか、そういったもの全般と捉えさせていただきます。古着・古布

といったものですとかもやっておりますし、あとその他リサイクルできるものを集めてやっ

てはおりますが、これもやはり廃棄物の私どもの仕事の中でやっていくと、引取り手といい

ますか、流通先の確保というのも、非常にこれはまた難しい課題であります。それこそ中古

品といって、そのもので価値がまだあるようなものであれば、民間のいろいろな中古の流通

をされるような業者さんなどを市民の皆様はぜひ使っていただければよいと思いますし、資

源として、布ですとか、ペットボトルですとかそういったものがなかなか滞ったり、実は意

外と行き先がなくて難しいという課題も、それこそ国内的にもあるのです。そういったとこ

ろも研究しながらやっておりますので、広げていくというよりも、むしろ何とか滞らないよ

うに進めていければというのが今の実感でございます。 

以上です。 

○議   長  13番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  ３点になりますか。139ページ、ちょっとかぶりますけれども、一番下のバ

イオマス利活用と新エネルギーというのが、さっきありましたけれども、元がバイオマスタ
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ウン構想――木質バイオマスだけではなくて、バイオマスタウン構想がきちんとなっていな

いと、あちらに手をつけ、こちらに手をつけというような形になって、軸がそこにないよう

な気がするのです。それを軸にして、こういったいろいろの雪冷熱を考えるとか、あるいは

木質を考えようかとかという話になっていかなければならないと思うのです。毎年聞くので

すけれども、バイオマスタウン計画。要綱に上がっているみたいですけれども、どういった

進め方をしようとしているのかというのが一番問題かと思いますので、伺っておきます。 

 次の 141 ページ。一番上に斎場管理費というのがあって、また一番下に魚沼市のごみの問

題とこうくるわけですが、ちょっと確認しておきたいのが、斎場の関係というのは、多分、

魚沼市さんにもお世話になっているのかという感じが私はしているのですけれども。それか

らし尿のくみ取りの部分。くみ取りの部分は、我々が現場で使う仮設便所などは、要するに

小出地域というか、そこを使うというような話になっています。 

それとあわせて今のごみの問題は、現在、大和地域は魚沼市に入っています。今回、話し

合われて、ごみの問題は南魚沼市は一本化しようかという方針が突然出たわけであります。

その辺も今の維持管理費の問題、要するにこちらができるまでの間という暫定的なような形

でいけるのかどうかという辺り。要するに魚沼市のごみの処理施設を造るに、焼却場を造る

に、それなりの協定がその時代にあって、そして大和地域は持ち込むと、こういう話になっ

ていたと思うのです。その辺は整合性はどういうことになるのか、ひとつ聞いておきたいと

思います。 

 あと、149ページ。ごみの減量化の問題に絡みますけれども、私も家庭でごみを、どういう

のが出るのかと思って、分別。プラスチックですね、ほとんどが包装の関係はプラスチック

ですけれども、食品の問題で今、包装されたり、真空パックされたりとか、いろいろな品物

があるのですけれども、本当に外装的に、ああ、これはプラスチックだな、と再生のほうに

行けるのと、どうしても汚れている物が多いと思うのです。それが大体うちのごみ箱を見る

と半々なのです。このそっくり汚れているのが焼却場に持ち込まれれば、当然燃やすのだろ

うという形になりますが。その辺の要するに市民の感情、感覚を少しずつ修正していかない

と、ごみの量というのは減らないのかという感じがします。 

その辺、先ほどコースターの問題も、食べ尽くしの問題もありますけれども、そうではな

くて、包装紙というのは非常にウエイトを占めていると私は感じるのですが、担当者はどう

いう考え方をされているか。プラスチックごみの処理業務委託料を絡めて。 

○議   長  環境交通課長。 

○環境交通課長  １点目のバイオマスを軸にという点でございます。まず、その再生可能

エネルギーという大きな枠の中に、新エネルギーがございまして、その中で例えば風力とか、

電気とか、バイオマスとかという形で分かれております。バイオマスタウン構想につきまし

ては、そのバイオマスを主体とした取組をどのように市の中で行っていくかという形で取り

組んでいるものでございますし、今回の新エネルギーという名前でありますが、こちらにつ

いては、雪冷熱を重点に取り組むという形で、どちらも同じ新エネルギー、再生エネルギー
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という中で整合性については、区分しながらちゃんと取り組んでいるというところでござい

ます。 

 あと、次の斎場の関係でございますが、こちらのほう、市の斎場につきまして、他の市町

村についても利用していただくことができるようになっております。こちらについては、通

常の市の方の倍になるという形で、料金を変えてありまして、特段、市町村からの負担金と

いうものはございません。 

以上です。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  ちょっといろいろあったのですが、斎場のことはあれでしたが、くみ取

りのし尿とかの関係につきましては、これはもう魚沼市とともにし尿受入施設が既に稼働し

ておりますので、どこの現場で、どこの業者さんが集めるかというのは、それはまた別の問

題ですけれども、南魚沼市で発生しようが、魚沼市で発生しようが、し尿受入施設のほうに

持ってきて処理してもらうということは変わらないということでご理解いただければと思い

ます。 

 それとプラスチックごみの、市民感覚のというお話でありました。確かにプラスチックご

みはプラスチックごみとして、要は容器包装としてリサイクルに回すわけですので、汚れた

ものを入れないということは基本でありますし、プラスチック製品であっても、容器包装で

ないものを入れないといった、いわゆるそのプラスチックごみとしての出し方のルールとい

うものがあろうかと思います。これは常々ごみカレンダーですとか、ごみの分別などで市の

ほうからもお知らせしておりますけれども、そういったことにまた今後も努めてまいりたい

と思います。 

○議   長  13番議員、質疑をどうぞ。 

 13番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  では、１点確認したいのが、この間の話合いで、大和地域は今度新ごみセ

ンターに来るという形は、支障なく、そういうことになるのだとなりますか。その辺をひと

つ、現に向こうに今、加入しているわけでありますので、その辺ひとつもう一回お聞きして

おきます。 

 戻りますが、バイオマス利活用の根底というのは、多分、再生可能エネルギーということ

がありますので、それを基本として、ではいかに地産地消でいくかとか、あるいはそういっ

たところで産業を興すかという話が元にあってしかるべきかと。それは雪冷熱もそういうこ

とであると思いますので。そこの進捗具合について、どう進んでいる状況であるかというこ

とをひとつお聞きしておきます。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  すみません、エコプラントの負担の部分について漏れておりました。 

 エコプラントにつきましては、今でもその協定に基づいて、先ほども出ましたが、ごみ量

に基づく負担、それと改修費等も負担するものであります。これは今後それこそこちらのほ
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うで新しいごみ処理施設が始まっても、まだ数年、相当年かかるわけでございますので、そ

の間は負担が生じるということになります。今までどおりです。それが新しい施設に切り替

わった暁には、それで向こうのほうには行かなくなりますので、そこで負担が終わるという

ことになります。 

以上です。 

○議   長  環境交通課長。 

○環境交通課長  バイオマス利用というところで、取組の状況というお話でございますが、

今年度については、バイオマス構想の会のほうを２度開催させていただいて、現在、賦存量

の取扱いについてどのようにするかというところで、今、対応しているところでございます。 

以上です。 

○議   長  14番・佐藤剛君。 

○佐藤 剛君  では、４点お願いします。137ページ。上の段の下のほうに地域医療推進事

業運営補助金がありますけれども、これは説明では寄附講座の２名の先生方と、そして若手

医師の２名の分だということであります。この寄附講座の２名の先生方は、もう既に仕事に

就いていただいているので分かりますけれども、若手医師の２名の分につきましては、この

４月から来られることになっているのか。２か月とか４か月とかでなくて、１年間というよ

うな形での常勤というか、そういう形での予定をされているのかというところが１点。 

 もう一点、そこの下に医療のまちづくり活性化支援事業補助金というのがありますけれど

も、説明の中というか、ほかの何かの資料の中に、これにつきましては、若手医師育成、環境

整備及び特定看護師育成などを支援する補助金を新設したのだというような説明書きがあり

ました。期待していますが、特定看護師の育成が始まるのかなということで、大いに期待し

ているわけです。ただ、この特定看護師養成機関といいますか、養成医療機関といいますか

が県内は非常に少なくて、期間も長いということで、具体的にするにはちょっと大変かとい

う思いがあるのですけれども、それは何とかしていただけるのでしょうから。 

ただ、補助金というのは、特に特定看護師等にこだわっていえば、１年間というようなこ

とで、大変時間も場所も金もかかるわけで、この看護師に補助をするのか。それともその看

護師を送り出している医療機関に補助を出すのかというところをちょっと教えていただきた

い。市民病院からであれば、市民病院に補助を出すわけではないですけれども、ほかの地域

内の医療機関がそういうふうなことを取り組むのに補助を出すのであれば、医療機関への補

助ということもあり得るわけですので、そこのところをちょっと教えていただきたい。 

 次が 139 ページです。節水機器設置費補助金であります。ちょっとこの議場の中で説明が

なかったのですが、多分、これは令和３年度で最後になるのかというような、何かの説明の

中か資料にありましたけれども。これは地盤沈下対策の目玉であります節水、その中でも高

感度節水機器の設置で効果を上げようということで期待しているわけです。新たなものは今

度はこれがつくのですけれども、既存の井戸の感知器の設置に補助を出していたわけですが、

これが終わりとなりますと、今まで、全体でどのくらいあるのかもあれですけれども、その
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うちのどのくらいの機器に取替えといいますか、付け替えというかが行われたのかというと

ころを、分かったら教えていただきたい。 

 あと、145ページです。し尿汲取業務委託料。これは私は時々、何年かに一度質問している

のですけれども、これは業者を守らなければならないという立場と、下水道が普及して、下

水道効果も併せて考えなければならないということで、非常に微妙なところがある部分だと

思うのです。したがって、この３年くらいの間に定額で委託料ということにしているわけで

すけれども。平成 30 年から平成 32 年まで多分、３年間固定で行ってきまして、今度は令和

３年度、3,800万円ということになっているのです。これがまたしばらくの間、３年間なり、

ちょっと増えましたけれども、固定数値ということになるのか。その辺の考え方を教えてい

ただきたい。４点お願いします。 

○議   長  外山副市長。 

○外山副市長  まず、地域医療推進事業運営補助金のドクターの２人の分ですけれども、

これは一般質問のときもお答えしましたが、今、来ているのは、特命教授と特命助教。今度

のその２人というのは、講師級を予算で上げているのです。特命講師２名。というのは結局、

その寄附講座の構成を考えたときに、教授２人を並べるわけにもいかないし、助教２人でも

いいのですけれども、空いているところで、仮の姿として講師級を２人。ただ、その２人も、

予算のものの考え方というのは、４月から１年１人分と、下期 10月からのものを１人分、上

げています。 

ただ、ここの枠は予算上取っておかないと、応募しても詐欺になるというか、それはまず

いので、一応議会の了解を取って予算を計上しないと、これはまずいので、なっていますが、

これが可決したからといって、では、すぐ右から左に人が来るというわけではありませんで、

今、一生懸命そういうところを調整しているところです。特にこの地域に必要な問題として

は、循環器、さらに透析も必要だということで、できれば、そういうところの優先順位が高

いのではないか。さらに総合医も優先度が高いという形で考えております。 

 それから、ＮＤＣ、特定看護師の問題ですけれども、これも随分前からこの地域には必要

だということをずっと言われていて、医療のまちづくり検討委員会のほうでも、それ以前か

らも言われていることですが、なかなか遅々として進まないのです。それで、今回の医療対

策推進本部の医療介護人材タスクフォースのほうでも、とにかく予算を上げて、そして実施

要項をつくってやらないと先に進まないのではないかということです。 

ですから、今後の要項を今、策定中でありますが、できれば本家本元である市民病院、あ

るいは大和病院でまずやってもらいたいと思っています。結局重要なのは、その人を送り出

したときに、また送り出す体制、それからキャリアパスとして、帰ってきて、どういう立場

でその病院の中でちゃんと生き生きと働いてもらうかという、そういう戦略を考えないとい

けないので、これはなかなか大変な話なのです。 

万が一、駄目な場合は、他の医療機関でもそういう要望があれば、補助すべきではないか

と思っています。いずれにしましても、これは相手がある話で、相手というのは、応募する
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人と医療機関、それから受入先もありますので、まごまごすると、なかなか予算が執行でき

なくなる状況も考えておりますけれども、いずれにしろ、いつまでも百の議論をしてもしよ

うがないので、前に進みたいという形で予算計上しておるところでございます。 

○議   長  廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長  ４点目のし尿汲取業務委託料ですけれども、こちらのほう、議員がお

っしゃるとおり、下水道普及に伴うし尿のくみ取り量の減少ということで、作業効率や収益

が減少したし尿くみ取り業者への継続支援で、下水道整備等に伴う一般廃棄物処理等の合理

化に関する特別措置法、いわゆる合特法というものに策定された支援策の一環であります。

３年契約、３か年の一括契約となりまして、その間の消費税の増税ですとか、そういうこと

以外によっては、金額の変更はございません。 

以上です。 

○議   長  環境交通課長。 

○環境交通課長  節水機の件数でございますが、申し訳ありません、手元のほうで平成 30

年から今年度途中までの部分で 563 件、交付をしております。こちらは市のほうに申請を受

けて、交付決定したものであって、市内の検知器、実際設置されている部分のどの程度にな

るかというところまでちょっと把握できておりません。 

以上です。 

○議   長  14番・佐藤剛君。 

○佐藤 剛君  はい、分かりました。若手医師のほうは４月からと 10月から１名ずつ予定

しているのだけれども、人選というかはこれからということで、ぜひ、常勤医師確保という

ことで、よろしくお願いしたいと思います。 

 次の医療のまちづくり活性化支援事業補助金のほうですけれども、特定看護師、いろいろ

私もかつて一般質問したことがありまして、調べたら、一番やはり問題は、看護師不足の中

に出さなければならないということもありますけれども、研修、養成機関ですね。その受入

れが新潟県内、非常に数が少ないのです。そこに入り込まなければならないというのが、一

番大変だと私は思うのです。 

かといって、特定看護師は、これから在宅医療とか地域包括ケアの中にはぜひとも必要な

ことなので、タイミングを失わないで、ぜひ、このように進めていただきたいと思います。 

 最後ところだけ、し尿汲取業務委託料のところだけもう一回確認したいのですけれども。

３年ごとに見直しみたいなことをやっているということなので、それは私が言ったように、

平成 26 年から平成 29 年、平成 30 年から平成 32 年ということをやってきたのですが、今回

3,800 万円ということになっているのですけれども、ここも見直しがあってこうなのかと思

ったら、最後に課長さんのほうで、変更なしというような発言であったのです。では、これ

は今までの３年間と変更なしでいくということなのでしょうか。そうではなくて、そこのと

ころがちょっと分からなかったので、ここだけ確認したい。 

○議   長  廃棄物対策課長。 
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○廃棄物対策課長  すみません。令和３年から令和５年の間に関しては変更なしというこ

とです。 

以上です。 

○議   長  15番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  ４項目です。まず、133ページの住民健診事業費、7,502万円に関してです。

昨年度も感染症対策をいろいろ取られて、令和２年度の実施報告を見ても、非常に率が下が

っているという中で、今年は特に新型コロナワクチンの接種等々もあるということで、この

健診の実施計画は相当遅れてくるのではないかというのがあるのだけれども、この計画自体

ができて、３密対策も取られてというような方向での住民へのお知らせですよね。これがい

つ頃できるのかというのをお聞かせ願いたい。 

 ２つ目が 139 ページの地盤沈下対策事業費 1,197 万円ですけれども、ここには大きなもの

は出ていないのですが、市長の施政方針の中で毎年やっているこの揚水機の稼働時間、それ

から地下水揚水量、それから地盤沈下影響調査等々の結果を公表していくという方向は、毎

年変わらないです。 

ですけれども、この稼働時間というのが、特に地盤沈下区域で大きいのは、公共の道路で

はなくて、民間の個人の家、それから商売なさっているところというところに分けて、電気

料使用料も含めてきちんと出していただくという調査を行うのかどうかということです。そ

れがないと、地下水揚水量というのは、例えば稼働時間であれば、道路の稼働時間だけでは、

なかなか・・・が大きくずれてくるというところがあるはずです。それと常に民間のほうで

出されている地盤のほうの収縮率、こちらも併せて公表していくという方向なのかをお伺い

します。 

 ３番目が同僚から出ましたけれども、141 ページの魚沼市ごみ処理委託事業費のほうであ

ります。経年の費用のほうのデータをずっと頂いておりますけれども、単にごみ処理費であ

れば、年間五、六千万円で済んでいるはずです。それが今年は１億 3,000万円ということで、

そうすると 7,000 万円から 8,000 万円が修繕費でかかっているのではないかと思うので、そ

こら辺は当然分けて予算化しているはずですから、そこら辺をお伺いしたいのと、向こうさ

んが大規模修繕に入るということでありましたけれども、ここ数年、魚沼市への委託費がず

っと１億円を超えているのです。修繕がかなり進んでいるのではないかと思うのですけれど

も、ごみの処理費の部分と修繕費と、当然分けて考えているのだろうということでお伺いし

ます。 

 それから、４番目は 147ページの可燃ごみ処理施設整備事業費５億 731万円ですけれども、

10年間延命のためにということで、いよいよ始まるわけです。この修繕整備についても製造

メーカー、プラントのほうからここだというところの指摘もあるかと思います。ぎりぎりま

で使って、故障したならば２炉ありますから、１炉を動かしながらもう一つを修繕するとい

う方向で、ぎりぎりまで使うということでその交換をしていくという方向なのか。あるいは

メーカーから言われたように、年限が来ているというところに合わせて交換していくという
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ところなのか。 

以上、お聞かせ願いたい。 

○議   長  保健課長。 

○保健課長  住民健診の計画でございますが、昨年は新型コロナウイルス感染症対策によ

り、当初５月から始めるところを７月に遅らせて始めました。令和３年度につきましては、

密を避けた会場設定を行い、５月から単独の胃がん検診、それから６月から基礎健診を開始

するよう、今、計画しております。なお、計画の住民の皆さんへのお知らせですが、新年度に

入りましたら、早々にお知らせする予定になっております。 

以上です。 

○議   長  環境交通課長。 

○環境交通課長  地盤沈下につきましての影響調査と、あと稼働時間調査でございます。

こちらにつきましては、毎年４月の社会厚生委員会のほうには報告はさせていただいており

ますが、ホームページ等のウェブサイトに掲載していない部分があるかと思いますので、ち

ょっと確認した上で、していない部分についてはまた公表のほうを進めていきたいと考えて

おります。 

 言われていた公共用道路という部分でございますが、今までのその分けでありますと、公

共施設と民間施設という形までしかちょっとできていませんので、公共用道路単独でどうか

というところについては、１回ちょっと確認させていただきたいと思います。 

以上です。 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  ３点目の魚沼市へのごみ処理委託の運転分といいますかと、修繕等の分

の内訳のようなものですが、資料がちょっとすみません、手元にないもので申し訳ありませ

ん。後ほどのお答えとさせてください。 

 ４点目、可燃ごみ処理施設の整備部分の考え方についてですが、整備計画を昨年つくらせ

ていただきまして、多額の整備になっておりますけれども、それもそれこそ今お話がありま

したように、壊れるぎりぎりのところ、壊れてからといいますか、壊れてから交換してもい

いような部分と、あるいはそれが許されなくて、予防的にやっていかなければいけない部分

と、ある程度切り分けて考えております。どれもこれも同じ考えではなくて、部分、部分に

よって予防的に替える部分、あと、できるところまで行ける部分という考えを分けながら、

できるだけ節約ができ、かつ安定的な稼働ができるというところの両立を目指してやってい

るところです。 

○議   長  15番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  健診については分かりました。大分早くということですけれども。実は昨

年遅れて実施していただいたのですけれども、塩沢会場のほうでは、塩沢公民館ということ

でありました。非常に天気がよい中、外で並ぶと。かんかん照りの中、並んでいただくとい

うことで、大変市民の方に申し訳ないと思いながら私も受けました。ですので、やはり地域
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によって物すごく健診を受けるための状況が違うのです。 

今回は新型コロナウイルス感染症ということもあって、非常に３密対策もそうでありまし

ょうけれども、かんかん照りで――外に並ぶということに慣れていらっしゃるので、それほ

どクレームは出なかったのですけれども、そういったこともきちんと合わせて、やはりせっ

かく来ていただくと。こんな暑いところに並ばせて、もう来ないよという声もちらっと聞こ

えたものですから、そういうところを気をつけていかないと。経年データを使って初めてこ

の基礎健診というのは意義を持ってくるものですから、そこら辺を気をつけていただきたい。 

 それから、２番目の地下水の問題でありますけれども、実は南棟がありますよね、南棟の

正面向かって右側の階段のタイルが割れました。それから、右側のほうの六日町まちづくり

協議会に入るドア、傾いて開かない。強引に開けたのです。それだけ、もう既にあそこには

影響が出ている。 

 実は民間のご自宅等々で、もしも傾き等があるとするならば、ここも改めて調査を今回加

えていくということをしないと、非常に大変なことが起きるのではないかと思います。環境

交通課長のほうで、既に実施したのかも分かりませんけれども、実はそういう民家の家の状

況ということも非常に大事な部分であるので、それも調査の中に入れるべきだと思っていま

す。 

 ３番については、数値を持っていないということですけれども、部長、一番大事なところ

ですよ、処理費と修繕費。さっと答えられるくらいにデータ、数字を持っていないというこ

とはどういうことですか。 

 ４番目のうちのほうの可燃ごみ処理施設の整備です。ぎりぎりの場合と、計画的に分けて

やっているということでありますけれども、10 年間の延命のために約 60 億円という整備費

を組んでやっていますから、できればぎりぎりと言われている部分を多くして、私は経費を

かけずにやっていかなければならないと。10年のうちに恐らく新しいのが稼働を始めるはず

ですから。それまで、60億円積んだからそれを全部使っていいのだという考え方ではないと

いう方向で進んでもらいたいと思います。 

 そういうところで、２番のこの地下水の部分について、どうなのかということをお聞きし

ます。３番は数字が出なければどうしようもないと。 

○議   長  環境交通課長。 

○環境交通課長  今ほどの建物への影響についてどうかということでございますが、こち

らにつきましては、平成 28年度より新潟県建築士会南魚沼支部に委託して、調査のほうを実

施しております。 

 実施状況としましては、平成 28 年度、平成 29 年度につきましては各 30 棟。令和元年度、

令和２年度については各 15棟の建物の傾斜測定等実施のほうを行っております。今までの結

果の中でクラックや軽微な傾斜は確認はされております。ただ、これの詳細のほうが経年劣

化、中越地震、自重沈下とあとは地盤沈下などの複数の要因が考えられるという形で、各年

度とも、地盤沈下のみの影響による明確な被害というものは特定されておりません。 
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以上であります。 

○議   長  15番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  建築士会にお願いしている分でありますけれども、これは同じ家をずっと

経年でやっているということではないということも聞いているのです。ずっと同じ家をやっ

ている、毎年そこを見ていれば、どういうことが起きているかというのは判明するわけです

から。そこが大事です、そういうところが。15棟やっている、20棟やっているという問題で

はないのです。同じ家をずっと継続でやっているということ、そこがすごく大事なところで

す。 

もうこれで３回目ですから。３番のほうは、まだ出なければどうしようもないと。 

○議   長  環境交通課長。 

○環境交通課長  今ほどの件数のほうでございますが、現在その調査を行っている民間の

お宅でございますが、こちら全部で 30 戸ございまして、１年に 15 棟ずつ、２年に一遍ずつ

確認させていただいているということで、対象にして調査させていただいているお宅につき

ましては、同じお宅のほうを２年に一遍ずつ確認しているという状況でございます。 

以上です。 

○議   長  20番・塩谷寿雄君。 

○塩谷寿雄君  141ページ、不法投棄ごみ撤去業務委託料です。委託なので、どこかの業者

に委託するのかと思うのですけれども、例えば何回とか、どれくらいの粗大ごみなのかどう

なのかという部分と、例えば市民が見つけた場合、それは行政に言えば処理していただける

ものなのか、どうなのかということも伺ってみたいと思います。 

 あと、今、冬の時期、特にスキー場の近くになりますと、ペットボトル等々がかなりの量

が道にもありますし、一番多くはそこからやはり川に流れてくるので、川に物すごい量が出

ています。県のほうにも撤去してもらうようなことでやっていただいている部分もあるので

すけれども、そういった小さいものも量がかさむとすごい量になるので、そうしたときのこ

ういう予算幅がどんどん上がってくるのかどうかという部分をお聞かせください。 

 もう一つ、新ごみ処理場を今後造るに当たって、元年ということで、今ほど来からいろい

ろごみの減量化という話が出ているのですけれども、10年前、軽井沢に行ったときは、「もう

何でも燃やせるんですよね、南魚沼市さん」という話で、自転車でも何でも燃やせるという

印象を、ほかの自治体からは持たれていたうちのごみ処理場です。実際そうやれば延命化に

また金がかかるということで、減量化ということを本当にやはり考えていかないと、この出

しやすいやり方でやっている以上は、多分、口でどれだけ言っても変わらないのかと思いま

す。 

我々も上勝町に行ったときは、自分で搬入しているような部分で、それを分別して、お金

にも換えていく。収入も多くなるという部分もあると思うので、その辺はやはり本当に研究

していくいい機会だと思っています。その辺の考え方があったらお聞かせいただきたいと思

います。 
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○議   長  廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長  不法投棄の件ですけれども、予算のほうに計上してあります 13 万

5,000円というのは、直営作業では収集が困難な箇所について、業者さんのほうからクレーン

なり借りたりして、直営作業であったり、あと地域住民の方と一緒にする費用となっており

ます。 

最近、民間の所有地のところに投棄された投棄物については、原則、土地の所有者の方で

処分していただくというのが原則ですけれども、なかなかそういうところが難しいといって

はあれですけれども、そういうこともありますので、所定の手続をしてもらえれば、市のほ

うで処分といった支援というものをしております。 

 それと、河川の中のごみの清掃については、ボランティア袋とか、そういうのをこちらの

ほうで配らせていただきまして、対応させていただいているところでございます。 

以上です。 

○議   長  新ごみ処理施設整備室長。 

○新ごみ処理施設整備室長  新ごみ処理施設に向けたごみの減量化の取組というところで

ございますが、今現在、私どもも今の炉は、昔、何でも燃やせるというような話も耳に入っ

たことがあります。今年度、ごみ質調査を委託しているのですが、我々も立ち合いまして、

実際にごみ質調査の状況なども確認いたしました。ごみ質として、他の自治体のごみ処理場

と比べて、非常に悪いとかそういうことは、内容としては分析の中でも出ていなかったとい

う認識です。先ほども出ましたけれども、プラスチックごみが約 25％くらい、大体どの回も

出てきておりますけれども、その辺の精度――分別を行いながら、みんなごみにして出して

しまうのではなくて、洗って、分別して出していただくということでリサイクルのほうに回

る、そういう精度を高めていくことも大事かと思っています。 

市民の皆さんからは、今現在、市のほうで分別をお願いしているところは、取組のほうは

しっかりしていただいていると思いますけれども、あと精度をどうやっていくかというのも、

一つ課題かと考えております。 

以上です。 

○議   長  20番・塩谷寿雄君。 

○塩谷寿雄君  今ほど廃棄物対策課長が言われたように、ごみは民間に置かれると、なか

なか行政が手を出せない部分になって、これがその土地の所有者もちょっと分からなくても、

行政に撤去してくれと言っても、法律上、これはなかなか難しいんですよね。なので、それ

ができるということは、またいいことだと思うし、河川なども、ちょっと手で拾える量とか、

全然、水量がもう違うところで、手で拾うなどということは無理だと思うのです。やはりそ

ういう部分があると思いますので、そういうときどうするかというのは、柔軟に対応してい

くべきではないかと思っています。 

クレーンとかも商工会青年部でやったこともあるのですけれども、非常にやはり沢とかに

落ちていて、ラフターがなければ、間違いなくテレビとかそういう部分があるので。やはり、
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市長、市長会とかで先に課税して、電化製品など持ってくれば金になる式にすれば、やはり

そういう方式にしないと、なかなか――お金になるのならやはり捨てないで持っていくわけ

で、そういう部分もやはり訴えていくべきではないかと思います。その辺、答弁があったら

お聞かせいただきたいと思います。 

 今のごみの分別の件ですけれども、やはり生ごみが一番ネックかとも思いますし、それが

やはり肥料とかになるような機械とか、そういう補助も考えていくべきではないかと思いま

す。やはり洗って出すというか、便利で、あの袋の中身を全て見るわけではないですけれど

も、かなり何でも捨てられる――何でもという言い方も悪いですけれども、袋に入れて出せ

ば持っていってくれるので、うちなどはすごくやはり便利だと思いますけれども、やはりそ

ういうところをしっかり――実際、調べているということですけれども、意識改革が一番だ

と思いますので、今後ともやっていけるようにしていただきたいと思います。それについて

答弁があれば、願います。 

○議   長  新ごみ処理施設整備室長。 

○新ごみ処理施設整備室長  分別のほうですけれども、先ほども申し上げましたが、市民

の方々に何といっても協力いただかないと、これ自体はなかなか進まないというところであ

ります。今年度、先ほどの不法投棄にも絡みますけれども、フェイスブック等で、ＳＮＳを

使って、実態を皆さんに知っていただくという活動も今年度始めておりますので、そういっ

た周知、啓発――今年、市報のほうでごみの関係の特集も組みましたけれども、いろいろな

形でこれから市民の方々に減量化についての意識改革といいますか、推進を進めていくよう

に、また取り組んでいく必要があるかと思っています。 

以上です。 

○議   長  22番・阿部久夫君。 

○阿部久夫君  ２点聞かせてください。１点目は 141ページのごみ処理費でございますが、

昨年から比べて 380万円少なくなっている。その理由がグリストラップの助成金が減ったと、

そういう説明がありました。市もこのグリストラップ処理には非常に力を入れてやってきた

わけでありますけれども、このグリストラップ処理に対しての今後の見方といってはあれだ

けれども、どのようにグリストラップにはごみ処理費を見ているのか。そこを１点聞かせて

ください。 

 それと、先ほどからとダブるのですが、147 ページの可燃ごみ処理施設がありますけれど

も、施設修繕工事費でございます。今年は昨年に比べて１億 6,000 万円からの予算が多くな

っていますけれども、今後、これからの 10 年間で 49 億円からの修理費がかかると言われて

いるのですが、この状況からいって、再来年にはさらにまた増えるのかという予想はするの

です。先ほどの部長の話だと、できるだけ安定的に、ある施設をうまく何とか回していきた

いと言っているのですけれども、今後の修理費の予想というか、一気に１億 6,000 万円かか

って、またさらにかかっていくわけですけれども、今後どのような推移で修理費がかかるの

か、その点、２点聞かせてください。 



78 

 

○議   長  市民生活部長。 

○市民生活部長  １点目のグリストラップ補助についてです。こちらのほうは、市のほう

での受入体制が取れなくなったということで、大変単価が上がることになってしまったとい

うものになるのですが、これも原則論になってしまって申し訳ないのですけれども、やはり

事業用にされている方の部分については、今それを処理が適切なものが継続できるようにと

いうことで、民間の事業者と連携して、整備も進めさせてもらっています。そちらのほうを

利用していっていただくということでご了解いただくしかないかと、グリストラップ汚泥に

ついてはそのように思っております。 

２点目の可燃ごみ処理施設の整備につきましては、昨年計画をつくったときに、今後延命

化していく中でも、まず最初の数年間は少し大がかりに集中的にやらないとというので、大

きめの事業費を計画上、上げてきたのですが、その中でもそれをまた厳選してといいますか、

絞って、今の予算に反映をさせております。もっとかければかけただけ、それこそいい状態

にはできるのですけれども、またそれが予算全体のこともありますし、それこそできるだけ

少ない再投資の中で安定したというところの両立がどれだというのが難しいのですが、ちょ

っとこのくらいの整備費は、数年間は私どもの中では考えているところです。 

○議   長  22番・阿部久夫君。 

○阿部久夫君  はい、分かりました。最初のグリストラップですけれども、本当に今、最

近コロナ禍でもって営業が非常にできない中でこういったものが少なくなってきている。グ

リストラップも少なくなっています。やはり市も――グリストラップというのは本当に結構

お金がかかるのです。ですから、やはりこの辺もひとつきちんとまた、飲食店やホテル関係

が非常に厳しい中でも、やはりきちんとまた考えていただきたいと思うのです。もう施設整

備ができないから、もうちょっと、というふうではなくて、きちんとそういった対応もやは

り考えていただきたい、そのように思っているところでございます。できるだけそういった

ことの対応は、ぜひ進めていっていただきたいということであります。 

 そして次の可燃ごみの処理施設は、確かに部長の言うのは分かりますけれども、そういっ

た施設が本当にまた来年になれば、どの程度の予算が増えるのかと、本当に心配もされるわ

けであります。できるだけ大事に使うのは当たり前なのだけれども、施設の修理がかかるの

は仕方ないとしても、できるだけ早くいい施設を造っていくのだという、強いあれで――こ

れだけの処理費がかかるのだということを、やはり市民にちゃんと明確にまたお知らせして、

やはり早くごみ処理施設の新設に向けていくのだと、そういう強い意思で取り組んでいただ

きたいと思います。もし、市長、何か答弁がありましたら、お願いします。 

○議   長  市長。 

○市   長  グリストラップの件につきまして、これは何度も話しているとおり、うち

はそういう方針であります。前回、12月議会でしたか、鈴木議員からもいろいろな話があり

ました。事情はよく分かりますが、我々は激変高騰の、高上りの――本当は異例に安かった

のです。そういうことをやはり皆さんからちょっと理解していただかないと、それをもって
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また、新型コロナウイルス感染症の対策としては別の方法でやりますという話までしている

ので、ちょっと蒸し返しの話になっていると私は聞こえてしまうので、明確にこの辺はちゃ

んとさせてもらいたいと思っています。ぜひ、これはご理解いただきたい、と申し上げる以

外ありません。 

 ごみ処理場のことにつきましては、１日も早く解決の方向。それは解決の方向は、新しい

施設の場所をきちんと選定していく。これに尽きると思っていますので、よろしくお願いし

ます。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、４款衛生費に対する質疑を終わります。 

○議   長  お諮りいたします。本日の会議はこれで延会したいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定しました。 

○議   長  本日はこれで延会いたします。 

 次の本会議は明日３月 16日、９時 30分、当議事堂で開きます。大変ご苦労さまでした。 

〔午後４時 39分〕 


